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地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定

により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況

について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に

提出するとともに、公表しなければならない。 

 ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

≪はじめに≫ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、平成

20 年 4 月から教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管

理・執行状況についての点検・評価を行い、その結果に関する報

告書をまとめ、議会に提出するとともに公表することが定められ

ました。 

藤井寺市教育委員会ではこのような法の趣旨に則り、効率的な

教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすた

めに、平成 28 年度における教育委員会事務局所管の施策につい

て報告書を取りまとめ、教育に関する学識経験者の意見を付して

報告するものです。 
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文化伝統を尊重し、学ぶ喜び、高まる喜びを感じながらたくましく 

健やかに生きる人間の育成  

☆ 変化する社会情勢や様々な価値観が存在する中で、自ら判断し、 

行動することができる人づくり 

☆ 夢や志、また信念や目標を持って、自らの課題を見つけ、自己を 

発揮し、粘り強くチャレンジする人づくり 

☆ 互いの違いを理解し、自他の生命、人権を尊重しながら、社会

の形成者として積極的に社会を支えようとする人づくり 

1. 「生きる力」を身につける教育を推進します 

2. 心の教育の充実を図ります 

3. 人権教育を推進します 

4. 支援教育・障がい児者理解教育の充実を図ります 

5. 生徒指導の充実を図ります 

6. いじめ防止対策を推進します 

7. 健やかな体の育成を図ります 

8. 地域との協働による青少年健全育成と放課後児童対策の充実を 

図ります 

9. 幼児教育の充実を図ります 

10. 安心・安全な学校園づくりを推進します 

11. 教育環境の整備を進めます 

12. 教育機会均等の確保に努めます 

13. 市民の生涯にわたる学習を支援します 

14. 生涯を通じて読書に親しめる市立図書館をめざします 

15. スポーツの振興とスポーツを通じたコミュニティの活性化に努

めます 

16. 歴史文化の薫るまちづくりの推進に努めます 

基本方針 

基本 

理念

基本 
目標

基本 

方針
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１．点検・評価の方法 

（１）実施方法 

平成 28 年度に教育委員会において執行された事務事業を施策ごとに集約し、

各施策についての点検・評価を行った。点検・評価の実施にあたっては、施策

ごとの点検・評価シートにより、平成 28 年度実績を記載し、その実績に対する

自己点検・自己評価を行った。 

施策については、藤井寺市教育振興基本計画の基本方針を基に分類している。

（２）学識経験者の知見の活用

 施策ごとの自己点検・評価に加え、評価の客観性を確保する観点から、教育

に関し学識経験を有する方のご意見をいただいた。 

 （学識経験者） 

役  職  名 氏   名 

四天王寺大学 

教育学部教育学科教授
中本 和彦 
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２． 平成２８年度 教育委員会の活動状況       

（１） 教育委員名簿（Ｈ29.3 月現在） 

職   名 氏    名 

委 員 長 藤本  英生 

委   員 杉本  優子 

委 員 粂野  聡史 

委 員 福村  尚子 

教 育 長 多 田  実 

（２） 教育委員会の活動状況

①教育委員会会議 

○開催回数 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度

開催 

回数

定例会 １１ １１ １１ 

臨時会 ４ ６ ９ 

計 １５ １７ ２０ 

○付議案件数 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度

付議 

案件数

議案 ２１ １７ ３７

報告 ５６ ６１ ５５

その他 ５ ３ ４

計 ８２ ８１ ９６

○主な項目 

・藤井寺市教育振興基本計画の策定について 

・藤井寺市教育委員会事務分掌規則の一部改正について 

・藤井寺市教育委員会事務局事務処理規程の一部改正について 

・藤井寺市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例について 

・平成 29年度使用教育用図書の採択について 

・藤井寺市放課後児童会条例施行規則の一部改正について 

・平成 28年度全国学力・学習状況調査結果への対応について 
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・藤井寺市教育委員会感謝状被贈呈者の決定について 

・所有権移転登記手続請求における訴訟提起の承認について 

・平成 29年度重点教育課題について 

・平成 29年度教職員研修に関する方針について 

・平成 29年度教職員人事について 

・藤井寺市高等学校等入学準備金支給規則の制定について 

・藤井寺市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について 

・藤井寺市社会教育指導員規則の廃止について 

・藤井寺市立小・中学校体育施設開放事業運営委員会規則の一部改正について 

②総合教育会議 

 市長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推

進していくため、協議・調整しています。 平成２８年度は１回開催し、藤井寺市教

育大綱について市長と教育委員が協議しました。 

③ その他の活動状況（教育委員の出席・参加等） 

・大阪市町村教育委員会委員長・教育長会議 

・藤井寺市立小・中学校入学式 

・市立幼稚園入園式 

・藤井寺市立学校園ＰＴＡ連絡協議会総会・教育講演会 

・道明寺こども園竣工式 

・Ｆｕｊｉりんぴっく 2016 

・大阪府都市教育委員会連絡用議会定期総会 

・市立小学校運動会 

・市立幼稚園運動会 

・藤井寺青少年育成しゅら基金運営委員会 

・国際交流協会 海外派遣出発式・帰国式 

・第 36 回藤井寺市民総合体育大会開会式 

・第 37 回藤井寺市民まつり 

・市立中学校体育大会 

・藤井寺市立小学校連合運動会 

・近畿市町村教育委員会研修大会 

・市立幼稚園運動会 

・青少年健全育成藤井寺市民会議 

・市民表彰・感謝状贈呈式 

・大阪府市町村教育委員会研修会 
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・南河内市町村教育委員研修会 

・市民ニュースポーツフェスタ 

・藤井寺市立小学校連合音楽会 

・成人式 

・2016 藤井寺市民マラソン大会 

・大阪府都市教育委員会代表者研修会 

・第 60 回南大阪駅伝競走大会 

・教育フォーラム 

・公民館まつり 

・市立小・中学校卒業式 

・市立幼稚園卒園式 
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３.平成 28 年度施策の点検・評価 





１－（１）　確かな学力を身につけさせます

１－（3）　国際理解教育の充実と英語教育の充実に取り組みます

主な事業・取組 担当課 学校教育課学力の向上に向けた取組みのさらなる推進

事業の概要

●「藤井寺市学力向上推進支援事業」
・全小・中学校対象　平成２６年度～平成２９年度４年間実施（２８年度３年目）
・授業力の向上、確かな学力をはぐくむための学習指導の改善を図る。
・各中学校区ごとに成果と課題を明らかにし、公開授業研究・実践報告を行う。

実績

　全小中学校が、下記により研究を推進し、年間を通して研究授業を実施し研究を深めた。その課題や
成果を、中学校区ごとに小中学校教職員が一同に会して実践報告会を行った。平成２８年度は、小学校
４校（下表の網掛け部分）が実践報告を行った。

点検・評価

・年間を通した研究授業の指導助言や実践報告を通して、学校における学力向上の取り組みが、４年間
を見通した研究目標（授業力向上、特色ある取り組み）を立て推進できていることが確認できた。各中学
校区での公開授業・研究発表では、子どもたちの活発な学習活動やＩＣＴ機器を有効に活用した指導が
行われている様子を視ることができた。各中学校区ごとに、同じ校区の子どもの学力課題や学力向上の
ため、授業改善（主体的な学び、言語活動等）、学習規律等の大切さについて確認できた。
・今後も、学習指導の改善・学習形態の工夫やＩＣＴ機器の活用等、各校の研究成果を市内全校で共有
し、各校の研究をさらに深め、幼小中連携を図り、１１年間の連続性を大切にした学力向上の取り組みを
進めていく。
・平成２９年度が本事業の最終年度に当たる。次年度の方向性については、新学習指導要領の基本的
な考え方をもとに、中学校区ごとの実践報告を継続していく。

１ 「生きる力」を身につける教育を推進します

学校名 教科

藤井寺小 道徳

藤井寺北小 国語

第三中 複数教科

藤井寺南小 算数

藤井寺西小 理科

藤井寺中 複数

道明寺小 国語

道明寺東小 算数

道明寺南小 算数

道明寺中 複数教科

道
明
寺

中
学
校
区

「友だちや地域とつながり、
自らの生き方を考える子どもを育てる」

～自分に自信、友に安心、大好きわたしのまち・学校～

「算数的活動を通して、一人ひとりが主体的に取り組む学習」

～自分の考えを持ち、伝える授業づくりⅢ～
公開授業・研究発表　１０月１８日（火）

全学年　算数科

「みんなと学び　考える　楽しい算数」
～確かな学力を身につけ　活用力を育てる算数科学習～

公開授業・分科会・研究発表　１月２７日（金）
１・３・６学年　算数科

「わかる授業」の確立

～みんなが興味をもって取り組める授業～

主　題

第
三
中

学
校
区

「夢や志をもち、実現に向けて力強く生きる子どもの育成」
～キャリア教育の視点を活かした授業づくりの推進と創造～

公開授業・研究発表　１０月１４日（金）
１・３・５年生　道徳

「基礎学力を大切にした国語科の学習」
～コミュニケーション力を育てる授業～

「ユニバーサルデザインによる授業」
～すべての生徒にとってわかりやすい授業づくり～

藤
井
寺
中

学
校
区

『伝える　つながる　学び合う』
～自ら考え仲間で高めあえる「みんみ学習」を目指して～

公開授業・研究発表　６月２４日（金）
２・３・５年生　算数科

「伝え合い、学びあい、生き生きと学習に取り組む子どもの育成」
～自然に親しみ、自分の考えをもち、

進んで学習する理科・生活科の授業づくり～

「基礎・基本の定着及び活用する力の育成とその指導方法の研究」
～学習に取り組む意欲を高める授業～
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

　それぞれの課題に応じた研修に参加した教職員の事後アンケートからは「改めて命の大切さを深く学
ぶことができ、今後、今まで以上に子どもに寄り添える指導に努めたい」「合理的配慮について学習し、
一人ひとりの教育的ニーズに沿った適切な支援方法・環境整備に努めるために、子どもや保護者の思い
を十二分に理解し、話し合い合意形成を図ることが大切だ」などが書かれていた。資質向上のため、教
職員は研修テーマ・課題についての認識を深め・対応の仕方を学び、教職員にとって今後の実践に繋が
るものとなった。また教育フォーラムにおいては、今後のＩＣＴを効果的に活用した授業の在り方について
は、理科における活用から、一つの方向性を見出すことができた。しかし、人権意識の向上・授業改善の
ための具体的な研修がさらに必要と考える。また、新学習指導要領に対応するための研修（指導観、外
国語、道徳等）も検討する必要がある。特に、支援教育については、配慮の要する児童生徒への適切な
支援が行えるよう、今後も継続的な重点的に研修を実施していく。

学力の向上に向けた取組みのさらなる推進

事業の概要

●教職員研修の充実
　教職員の資質向上をめざし、教職員の経験年数に応じた課題別研修や今日的課題に対応できるテー
マで研修を企画する。
（本年度の主な研修）
　　管理職研修　・　人権研修（経験１、２年目）　・　道徳教育研修（経験３、４年目）
　　支援教育研修（経験５、６年目）　・　生徒指導研修　等

実績

●教育課題を踏まえ、主に以下の研修に重点をおいて実施した。

●平成２８年度　藤井寺市教育フォーラム
・日時場所：平成２９年１月１２日（木）　　藤井寺市立藤井寺西小学校　体育館
・内　　容：　①公開授業　第５学年・理科　「物のとけ方」
　　　　　　　　　授業者：　　 藤井寺市立藤井寺西小学校　中川　真志　教諭
　　　　　　　 ②講　　演　　テーマ　「ＩＣＴを活用した深い学びにつながる授業作りの展望」
　　　　　　　　　講　　師：　　四天王寺大学　教育学部　教育学科　教授　中本　和彦　氏
参加者　　　藤井寺市立幼稚園、小・中学校教職員、保護者、地域の方　　２０１名

夏季研修参加人数内訳

研　　修　　名
参加
人数

研　　修　　名
参加
人数

外国語活動・英語教育 33 アレルギー疾患対応 39

情報教育 63 支援教育１ 54

道徳教育 49 支援教育２ 44

人権フィールドワーク 33 支援教育３ 57

人権教育・生徒指導 75 支援教育４ 33

480合　　　　　計

主な教職員研修
研　修　名 対　　象 人　　数 内　　　容

夏季研修
幼・小・中

教職員
480名 下記詳細　参照

授業研究・訪問指導

小学校４名 （教科１回、他１回）理科実技、人権教育、

中学校４名 授業参観・訪問指導（随時）

児童生徒理解について

小学校11名 授業研究

中学校２名 （教科２回、他１回）、

夏季選択研修（１回）

保育研修会（６回）、

32名 保育連続講座（４回）

公開保育、教材研究

採用１年目
教員

１０年経験者
採用10年目

教員

幼稚園研修 幼稚園教員

初任者研修
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

●学習指導要領改訂に備えて
  推進委員は、外国語や道徳について、改訂の基本的な方向性を見据えた授業作りのポイント（主体的・
対話的・深い学び）を学ぶことができた。今後、推進委員を中心に授業実践で指導力向上を図ることが重
要である。また全教科でも共通して、上記の授業作りのポイントが重要となる。さらに校長会議や推進委
員会等を通して、今後、国、府からの情報を提供し、学校の状況を把握し、必要な指導を行い、本格実施
に向け直面する課題に学校が対応できるよう支援を行っていく。
・学習指導要領改訂の基本的な方向性を見据えた指導法の改善
・外国語教育、特別の教科道徳への対応
・授業時数増加への対応
・指導要録様式変更への対応

●先進教育推進支援事業
　タブレット活用によるＩＣＴ教育推進モデル事業指定校を中心に、ＩＣＴ機器を授業で有効活用できるよ
う、研修等を行った。ＩＣＴ環境が整備された大学内ＩＣＴ模擬教室での研修は、教員が機器に触れ、活用
場面を体験できたので、教員は有効的な活用方法について実感しながら学習できた。また学校訪問で
は、実際の授業での活用について、教員が教授に相談することができ、授業実践に直接つなげることが
できた。

学力の向上に向けた取組みのさらなる推進

事業の概要

●学習指導要領改訂に備えて
　学習指導要領改訂の基本的な方向性や改善点を踏まえ、教育課程の編成、指導要録様式の変更、指
導法の改善等の様々な課題に対応し、本格実施に備えていく。

●先進教育推進支援事業
　教育的ニーズや教育課題を踏まえ、近隣大学と連携し研修を実施い、教員の資質向上や指導方法の
改善を図っていく。

実績

●学習指導要領改訂に備えて
　学習指導要領の改訂の重点事項である小学校高学年外国語、道徳の教科化に備えるため、特に指導
方法の改善が図られるよう研修を実施した。
【外国語の研修】
　英語教育推進委員が中心となり、ＡＬＴと一緒に授業プラン作成と模擬授業により実践研究を行う。
【道徳教育】
　道徳教育推進委員を中心に、講師とともに道徳の時間の重要性について考え、教科化の方向性を理
解し、授業作りのポイントを探る。（講師：四天王寺大学　准教授　杉中　康平　氏）

●先進教育推進支援事業
　・学校がＩＣＴ機器を授業で有効活用できるよう、年間を通して、四天王寺大学 教授　中本　和彦教授か
ら、下記研修、学校訪問、フォーラムの講師として、指導助言を受けることができた。
　・ＩＣＴ活用研修：（日時）８月２日　（場所）四天王寺大学内　 ICT模擬授業教室
　　　　　　　　　　　（内容）タブレットを活用した社会科の模擬授業
　・ＩＣＴ教育推進モデル事業指定校である藤井寺西小学校、道明寺東小学校への
　　学校訪問指導
　・藤井寺市教育フォーラムでの講話

14



主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

 　自学自習の時間を確保できるため、「放課後ゆめ教室」を上手に活用している生徒が見られた。また、
管理職や教員からは、家庭学習の習慣を生徒に身に付けさせる効果があり、生徒が自分の不得意を見
つける機会になっていて良いとの意見がある。ただ、希望者が参加するため、部活動とのスケジュールと
の兼ね合いもあり、参加したほうがよい生徒でも参加できない生徒がいることが課題である。特に道明寺
中学校については、平成２８年度の参加希望者が大幅に少なく、クラブを優先する生徒が多かったため、
参加のべ人数の低下を招いた。平成２９年度は、学校から積極的に生徒に参加を呼びかけ、参加のべ
人数を増やして行く予定である。

小学校の外国語活動の充実と、小学校・中学校英語教育の円
滑な接続への取組みの推進

事業の概要

●外国人指導助手（ALT）配置事業（ＡＬＴ３名配置）
・中学校区に３名配置し、中学校と中学校区の小学校で効果的な活用を図る。
・中学校では、聞く、話す、読む、書くの４領域のバランスのとれた英語教育の充実を図る。
・小学校では、英語に親しみコミュニケーション力の素地を養う外国語活動・国際理解教育の充実を図
る。
・小中の繋がりを踏まえた効果的な指導の連携を推進する。

実績

 小学校の外国語活動の充実と、小学校・中学校英語教育の円滑な接続のため、各中学校区には１名ず
つＡＬＴを配置してきた。また、各小・中学校代表者による英語教育推進委員会を組織し、話し合いを通し
て一定の方向性を導き出し、小学校における外国語活動のカリキュラムの作成や教職員対象の外国語
活動研修などを行った。また、三中校区では、「指導方法の工夫改善定数を活用した小学校における専
科指導の充実」の事業を活用して、事業実施のための加配の中学校英語教諭が小学校で授業を行い、
小中間のギャップを無くす取り組みを実施し、その成果を市全体に広めた。
（３人のＡＬＴの担当校）
　　　藤井寺中学校区　：　 藤井寺西小学校、道明寺小学校
　　　道明寺中学校 区　：　道明寺東小学校、道明寺南小学校
　　　第三中学校区　　　：　 藤井寺北小学校、道明寺小学校
（ＡＬＴの週当たりの活用時数）
　　　小学校：週２日勤務（５，６年生、各学級に週１時間活用）
　　　中学校：週３日勤務（１８時間を、「話す・聞く」領域の指導で活用）
（活用のための公開授業）
　　　・バニー　　：１０月１２日　道明寺中学校　　・エリ　 ：１０月２８日　藤井寺南小学校
　　　・ウイル　　：１１月１７日　藤井寺小学校　　・ジョン ：１２月　８日　藤井寺中学校
　　　・デイビッド：　１月１９日　第三中学校

中学生の個に応じた学習支援「放課後ゆめ教室」の充実

事業の概要

●放課後『ゆめ』教室事業　（全中学校）　２８年度６年目
　放課後自習室を設置し、学習につまづきのある生徒が主体的に学習できるよう、学習支援アドバイ
ザー（１～３名、年間７０回程度）を配置し学習支援を行う。(※生活支援課から予算補助がある。生活支
援課が生活保護世帯に本事業の周知活動を行っている）

実績

  全ての生徒が基礎学力を確実に身に付けることができるよう、個に応じて学習のつまずきに対応できる
環境作りを行った。年間を通して、中学校３校が放課後に、学生ボランティア、地域人材等の「学習アドバ
イザー」を活用し、生徒の自主的な学習支援を行い、学力向上と学習習慣の定着を図った。

放課後「ゆめ」教室実施実績

学校名 実施回数 参加のべ人数 指導者

藤井寺中 38 448 学生ボランティア　６人

道明寺中 43 56 地域ボランティア１人

第三中 63 517 地域ボランティア１人

実施回数 参加人数 実施回数 参加人数 実施回数 参加人数

藤井寺中学校 37回 577人 29回 228人 38回 448人
道明寺中学校 51回 295人 45回 158人 43回 56人
第　三中学校 48回 635人 30回 91人 63回 517人

【参加人数の推移】

学校名
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

  小学校外国語活動でのコミュニケーション力の素地を養うため、地域ボランティアを各小学校へ配置し
て、一人ひとりを大切にし、外国語活動の学習効果をより高めることができた。例えば、児童がゲーム的
活動のルールを理解できていないとき、児童がプリントに、何を記入すればよいのかわからないとき等、
児童の横によりそい補足説明をし、活動にスムーズに参加できるよう補助していた。このような効果的な
支援が行えるよう適切な人材配置と、授業者とボランティアとの連携が課題である。

点検・評価

・ＡＬＴを常駐配置した２小学校では、授業時間だけでなく、子どもたちは一年間を通してネイティブな英語
を聞き、日常的に異文化にふれ、国際感覚を養うことができた。また、他の小学校においても、ＡＬＴとの
関わりの中で、ネイティブの発音・音声を聞き、言語感覚を高め、コミュニケーションの素地を養うことがで
きた。
・平成２９年度が本事業最終年度となる。最終年度は藤井寺市教育フォーラムで行うモデル校の実践報
告や、モデル校での授業観察やヒアリングから、今後のＡＬＴの活用・配置のあり方を明確にしていく。

小学校の外国語活動の充実と、小学校・中学校英語教育の円
滑な接続への取組みの推進

事業の概要

●外国語活動推進サポーター活用事業
・各小学校に週１回１名配置し、授業の充実に活かす。
・外国語活動の授業において、ＡＬＴ・担任とともに活動することにより、児童が活動に参加しやすいよう
補助的支援を行う。

実績

・各小学校に週１回１名配置し、小学校５・６年生の外国語活動の時間に授業補助を行った。
・ＡＬＴ・担任とともに活動することにより、児童が活動に参加しやすいよう補助的支援を行い、児童への
学習効果を高めることを積極的に行った。

点検・評価

・各中学校にＡＬＴを毎週配置することができ、リスニングやスピーキングの機会を授業の中に設け、期末
テストでは、リスニングやスピーキングのテストを実施し評価する事ができる等、英語教育の充実を推進
することができた。
・次年度、外国語活動と中学英語のギャップ解消に向けて指導担当者とＡＬＴの授業での連携強化と小
中一貫したカリキュラム作りを、会議を重ねて、さらに進めていく。また、コミュニケーション能力の育成を
柱とした「読む」「聞く」「話す」「書く」のバランスのとれた指導方法の改善がより一層図られるよう、より効
果的な場の設定、指導法の工夫が図られるよう研修や研究授業を行う。

○平成２８年度中学３年生チャレンジテストの英語科の結果
　　　・大阪府平均　 ：５７．９点
　　　・藤井寺市平均：４９．４点　　※平成２７年度は未実施

小学校の外国語活動の充実と、小学校・中学校英語教育の円
滑な接続への取組みの推進

事業の概要

●「ＡＬＴ活用（重点配置）による英語教育推進モデル事業」　（２８年度２年目）
・平成３２年度の小学校における英語科目の教科化に向けて、府内でも先進的な取組みとして、ＡＬＴを２
つの学校に常駐配置し、３年間の研究を進める。
・２つの小学校では、ＡＬＴを常駐配置することで異文化理解を深め、グローバル社会で活躍する子どもを
育成する素地を培う。

実績

  外国語活動、英語教育を充実・推進するため、２小学校には１名ずつＡＬＴ常駐配置し各学校での指導
の充実及び小・中学校の連携を進めてきた。常駐配置校においては、外国語活動をはじめとする授業時
間だけでなく、休憩時間や給食時間・清掃時間等、様々な場面で英語を用いたコミュニケーションの場面
があり、英語に対する親しみ感が増す効果が表れた。

○特色ある児童会活動について
　　　　藤　小：外国語クラブ（平成２７年度より発足）
　　　　藤南小：放送委員会による英語の放送（平成２７年度より実施）
○主な児童の反応
　　・いろいろな発音や英語を言えるようになった。
　　・最初は苦手だったけど、わかってきたのでうれしい。
　　・次は英語を書けるように頑張りたい。
　　・英語が楽しく思えるようになってきた。
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１－（２）　学校図書館を充実します

主な事業・取組 担当課
教育総務課
学校教育課
図書館

主な事業・取組 担当課
教育総務課
学校教育課

点検・評価

　学校図書館の蔵書をデータベース化して管理することにより、児童生徒が主体的に検索作業を行い、
調べ学習等の効率化を図ることができるよう、学校図書館の環境が整備された。今後は、市立図書館の
蔵書も検索の対象となるように、各学校図書館と市立図書館のシステムを連携させたネットワーク構築
に向けて取り組む。
　これにより、学校図書館の読書センター、学習・情報センターとしての機能を充実させることが期待され
る。

読書活動・調べ学習の推進

事業の概要

各学校においては、教職員が学校司書やブックママとの連携をさらに強化し、子どもたちの読書活動や
様々な教科の学習において調べ学習を推進する。
① 学校司書の配置
 ・小・中学校１０校に学校司書を週５日配置し、図書の整理や図書検索・資料案内等円滑に利用できる
環境の整備・充実を推進する。
 ・教員と連携をとりながら、読書活動および調べ学習等の学校図書館を活用した教育活動の充実を図
る。
② 地域ボランティア（ブックママ）と協働し、学校図書館を活用した学校図書館教育の充実を図る。
③ 蔵書数の拡充
 ・学校図書館の図書を増やし、長く読み継がれている図書や子どもたちの興味・関心にこたえる書物を
揃える。

実績

  学校図書館の活性化のため、以下の取り組みを中心に行い、以下の来館者数、貸し出し図書冊数と
なった。
①学校司書の配置
　各学校１名を平成２７年度から週５日配置し、児童生徒の学校図書館の活用がさらに進むよう取り組ん
だ。図書の整理や修理、読み聞かせ、本の紹介等、を学校の中心となり推進した。
②地域ボランティア（ブックママ）
　学校司書のサポートを中心に行いながら学校図書館活動の支援を行った。
③蔵書数の拡充

市内全小中学校図書館のネットワークシステムづくりの推
進

事業の概要

　市内全小中学校における学校図書館蔵書管理システム電算化事業を進め、各学校における学校図書
館教育の充実を図る。

実　　績

  市内小中学校に各校の蔵書をデータベース化するため、未導入校へ学校図書館蔵書管理システムを
導入した。これにより、小中学校全校で図書のデータベース化ができた。

学校図書館来館者数 貸し出し図書冊数

学校名 h27 h28 h27 h28

藤井寺小 23,992 19,490 26,117 22,071

藤井寺南小 13,500 13,750 9,539 9,201

藤井寺西小 9,301 25,028 7,403 12,734

藤井寺北小 11,030 14,424 24,178 21,292

道明寺小 3,903 8,477 15,794 6,926

道明寺東小 1,754 9,732 11,803 8,932

道明寺南小 3,996 3,897 6,643 6,263

小　合計 67,476 94,798 101,477 87,419

藤井寺中 4,834 4,860 2,502 2,657

道明寺中 7,378 6,991 2,528 2,957

第三中 1,741 4,121 883 2,232

中　合計 13,953 15,972 5,913 7,846

小中　合計 81,429 110,770 107,390 95,265
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１－（３）　国際理解教育の充実と英語教育の充実に取り組みます

１－（５）　郷土愛を育む教育を推進します

主な事業・取組 担当課
学校教育課
文化財保護課

点検・評価

  学校司書が中心となり、学校図書館を開放し、子どもにとって親しみやすい本の整理や環境整備、本
の紹介や読み聞かせの活動を積極的に行った。読書に親しむ環境整備が充実し、来館者数は増加した
考えているが、貸出冊数は、若干減少しており、じっくり借りて読むという習慣作りにまでは至っていない
状況と言える。読書活動・調べ学習を充実させるため学校図書館の活性化は推進されているが、児童生
徒の読書習慣向上進むよう、活性化のため改善を推進していく。
今後、今まで以上に学校図書館が利用しやすいものとなるよう、研修を通して各学校の課題や成果、良
い取り組みを情報交換していく。

郷土の歴史、郷土の特色への興味関心の醸成

事業の概要

【世界遺産学習】
（小学校）
○市内小学６年生を対象として、市独自で作成した「世界遺産学習副読本」を活用し、教育委員会学芸
員の出前授業や観光ボランティアの協力によるフィールドワーク「古墳巡り」を実施する。郷土「藤井寺」
を誇りに思う心、また、「藤井寺」の歴史文化遺産を大切にする心を育成する。
・平成２３年度から副読本を隔年作成　２９年度作成予定
・総合的な学習の中で１０時間程度計画・実施
・文化財保護課職員による出張授業の実施（1時間）
・市内文化遺産フィールドワークの実施（３～４時間）
・シュラホール１階展示スペースで「世界遺産学習作品展」を実施
（中学校）
○中学１年生を対象に、英語科の時間に、世界遺産リーフレット（英語版）を活用し、藤井寺市の古墳や
文化遺産について、生徒が班活動やペア学習で、英語を使い紹介しあう学習をしている。
・リーフレットは、本市ＡＬＴが作成している。

実績

（小学校）
　上記「事業の概要」にある内容で、世界遺産学習を実施。子どもたちの藤井寺市への興味感心を高
め、知識を増やすとともに、郷土「藤井寺」を誇りに思う心を育むことができた。

（中学校）
　英語の時間に「話す」力を生徒に育む場面を活用し、「世界遺産リーフレット（英語版）」を使用して、英
語で自分達の町を紹介する学習を実施した。

・２時間設定でスピーチで世界遺産を紹介する授業を実施。

平成２８年度　世界遺産学習　概要一覧

学校名 事前授業実施日

藤井寺小 ６月１３日（月）

藤井寺南小 ４月２８日（木）

藤井寺西小 ４月２５日（月）

藤井寺北小 ４月２２日（金）

道明寺小 ５月１３日（金）

道明寺東小 ５月６日（金）

道明寺南小 ５月３０日（月）

・国府遺跡・宮の南塚古墳・允恭天皇陵古墳・鍋塚古墳
・仲姫皇后陵古墳・古室山古墳・赤面山古墳

・大鳥塚古墳・応神天皇陵古墳

・鍋塚古墳・古室山古墳・三ツ塚古墳・道明寺・はぜ
・仲姫皇后陵古墳・赤面山古墳・大鳥塚古墳・応神天皇陵古墳

フィールドワーク

・鍋塚古墳・仲姫皇后陵古墳・古室山古墳・赤面山古墳
・大鳥塚古墳・応神天皇陵古墳・誉田断層

・鍋塚古墳・古室山古墳・三ツ塚古墳・仲姫皇后陵古墳
・赤面山古墳・大鳥塚古墳・応神天皇陵古墳

・仲哀天皇陵古墳・割塚古墳・蕃所山古墳・鍋塚古墳
・仲姫皇后陵古墳・古室山古墳・赤面山古墳

・大鳥塚古墳・応神天皇陵古墳

・鍋塚古墳・仲姫皇后陵古墳・古室山古墳
・赤面山古墳・大鳥塚古墳・応神天皇陵古墳

・允恭天皇陵古墳・鍋塚古墳・三ツ塚古墳・誉田断層
・大鳥塚古墳・応神天皇陵古墳・仲姫皇后陵古墳

・古室山古墳・赤面山古墳
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

（生徒の感想）
　　　　　・どの中学校も「学校をより良くしよう」という同じ目標に向かって日々活動している
　　　　　　だけあって、活気溢れる話し合いができた。
　　　　　・様々な意見や情報を共有し、自分たちにプラスになる事を互いに見つけあって、
　　　　　より良い活動ができるように高め合っていきたいと思った。
（教員の意見）
　　　　　・各校の取組みの交流ができて、いろいろな学校の情報を伝えられるのが生徒に
　　　　　　とってとても有効であった。
　　　　　・生徒会の生徒には、多くの人の前で話しをできる機会になってよかった。

・児童・生徒は、お互いの学校生活や学習活動・生徒会活動について理解を深めることができた。さら
に、お互いの学校や郷土について理解を深めるとともに、改めて自分たちの学校や町・村を見直すよい
契機となった。
・生徒は、各校の生徒会活動の違いを知り、他校のよい生徒会活動の取り組みを、自校の自主自立をさ
らに進める取り組みの参考とすることができた。
・今後も、市内各小・中学校が交流事業に取り組むことで、児童・生徒の「我が学校」「我が町」に対する
誇りの気持ちを育てていく。
・交流では、市と村の児童生徒数の差が常に課題となっている。今後、平成３０年度には道明寺小学校
が交流校となる。児童数が多いため、やまぞえ小学校ランチルームでの給食が実施できない。開催場所
を検討する必要がある。
・平成３０年度で市内７小学校の交流が一通り終了するため、今後の交流の在り方について検討していく
必要がある。

点検・評価

（小学校）
　文化財保護課と観光ボランティアの方々の協力により、活動内容が定着し、取組みの質を高める事が
できた。協力者からは、市内小学６年生全員が、市内の古墳をめぐることは、大変貴重な機会であり、子
どもたちの説明を熱心に聞く姿や素朴に質問をすす姿が印象に残りました。などの声がありました。歴史
遺産に実際に触れながら、その場で説明を聞くことで、児童は身の周りの文化遺産に興味を持ち、実感
を持って理解し、身近なものとして受け止めることができていた。今後は、今の活動を安全に継続して実
施し、確実に子どもたちに、郷土「藤井寺」を誇りに思う心、また、「藤井寺」の歴史文化遺産を大切にす
る心を育んでいくことが必要である。
（中学校）
　英語科の授業の中で、自分達の町の紹介をする活動を通して、改めて自分たちの街の歴史遺産を振り
返ることができていた。全教科の授業時数確保の観点から、今後も英語科で授業１時間程度を活用し、
よりよい学習となるよう工夫していく。

体験的活動の推進

事業の概要

●藤井寺市・山添村の小・中学校交流事業
・山添村の児童・生徒と学びの場・活動の場を共有することにより、我が町に誇りを持ち、互いの郷土を
理解し合う。
・（小学校）藤井寺市が山添村立やまぞえ小学校へ交流訪問を行う。
道明寺東小学校６年生との交流活動（郷土の紹介・給食交流等）
　　実施時期：６月２４日（金）
・（中学校）山添村立山添中学校の生徒会役員を藤井寺市に招待し、藤井寺市立中学校３校の生徒会
役員と交流活動（藤井寺市生徒会サミット）を行う。
　　実施時期場所：８月８日　藤井寺中学校

実績

　藤井寺市と山添村の児童・生徒が、学びの場・活動の場を共有することにより、我が町、我が村に誇り
を持ち、またお互いの郷土を理解し合い、友好都市提携を締結している藤井寺市と山添村の将来におけ
る交流の担い手を育成するために実施した。

（小学校）
６月２４日、道明寺東小学校６年生児童がやまぞえ小学校を訪問し、郷土の紹介、交流活動、給食、なべ
くら渓谷の見学を行った。
（中学校）
８月８日、山添中学校の生徒会役員を藤井寺中学校に招待し、藤井寺市立中学校３校の生徒会役員と
交流活動（藤井寺市生徒会サミット）を行った。
　 　 <サミットのテーマ>
　　　　　互いの生徒会活動の内容を情報共有し、各校の生徒会活動の活性化に繋げる
　　　　ために、生徒会役員同士の交流を図る。
　　<主に出された意見>
　　　　・自校の生徒会の取組みについての説明　　・自分達の郷土の説明
　　　　・各校の説明に対する質問と交流
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１－（６）　夢・志を育む教育を推進します

主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

　子どもたちからは、「努力し続けることの大変さ、家族の支えがあってこそ、続けられ、今があるという言
葉が心に残りました」、「子どもたちは、目標を見つけ、それに向かって生きていくことのすばらしさを学ぶ
ことができました」などの感想を書いていました。

　将来に向け学び続けることや、目標に向け努力することの大切さを育むよい機会となっている。次年度
も継続して、５年生の児童に対し、事業を実施していきたい。各校のキャリア教育の活動が推進されるよ
う、継続実施していく。

キャリア教育の推進

事業の概要

●ゆめ・こころのプロジェクト　ドリームプレゼンター学校派遣事業
・全小学校（５年生）を対象にキャリア教育推進のため実施している。
・藤井寺市にゆかりのある、夢を持つことの素晴らしさを伝えるメッセージを持っておられる方を講師とし
て招いて、児童が、「夢を持つこと」の素晴らしさや、将来に向けて「今学ぶこと」への興味・関心を高め、
自分の夢に向かって日々の生活を見つめ、児童の自己実現・自己肯定感を育む機会として実施する。

※キャリア教育＝一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを
通して、キャリア発達を促す教育

実績

　市内全小学校５年生の児童に対して、夢を持つことの素晴らしさを伝え、挫折や苦労を通して自身の夢
を実現、又は、夢に向かって進まれている方の体験談などを聞くなかで、子どもたちが夢や希望を持ち、
学ぶことへの関心を高め、豊かな人間性や社会性を身に付けるとともに、自ら未来を切り開く力を養える
動機づけとなるよう実施した。

各校ドリームプレゼンター
学　校　名 職　　　　業 名　　　前

藤井寺小学校 料理職人 菰田幸雄

藤井寺南小学校 マラソンランナー 吉住　友里

藤井寺西小学校 マラソンランナー 吉住　友里

藤井寺北小学校 プロ野球選手 金森　敬之

道明寺小学校 マラソンランナー 吉住　友里

道明寺東小学校 マラソンランナー 吉住　友里

道明寺南小学校 蒲鉾職人 篠田保治郎
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課外部人材の活用

事業の概要

●学校支援社会人等指導者活用事業
・外部指導者が市内各幼稚園・小学校・中学校で様々な教育活動支援を展開する。

●スクールフレンド活用事業
大学生がボランティアとして市内各幼稚園、小・中学校で授業補助やクラブ活動援助をはじめ、子どもた
ちのメンタルフレンド的役割を担う。

実績

●学校支援社会人等指導者活用事業：２４３回
　外部指導者を市内全幼稚園、小・中学校へ招き、各教科や総合的な学習、道徳などの授業やクラブ活
動において専門的な指導を行った。

●スクールフレンド活用事業
　大学生を各小・中学校へ延べ５３５名派遣し、５３５回実施した。各教科や総合的な学習、道徳の授業
やクラブ活動、支援学級補助、運動会の手伝いなど、様々な教育活動の場面で補助を行った。また、不
登校傾向にある児童・生徒や特別な支援を必要とする児童・生徒に関わった。

多様な体験活動の推進

事業の概要

●道徳教育と体験活動の連携充実のため、研修の開催
平成３０年度小学校、平成３１年度中学校で道徳が教科化していく。教科化を踏まえ指導法を改善しつ
つ、道徳の時間の充実、そして道徳教育と体験活動の連携の充実を図る。そのため、研修を開催し、指
導助言を行う。

実績

●７月２９日に研修を開催した。「道徳の必要性」をテーマに、四天王寺大学　准教授　杉中　康平　氏を
講師に、教員４９名が参加した。
・教科化に備え、教員が指導・評価について、その方法や工夫、授業作りの視点を深めるため、研修を
実施した。また各校の校内研究でも指導助言に取り組んだ。

点検・評価

・道徳の授業作りについては、多様な考えを認め、主体的対話的な学習活動ができるよう、教員が授業
研究により一層取り組まなければならない。また全教育活動を通じて道徳教育と体験活動の連携が図ら
れるよう、今後も継続して、道徳の教科化に対応のため研修を実施する。
・平成２９年度は小学校教科用図書採択を行うため、採択事務に備えつつ、校長会議やヒアリング等で
意見を取り入れ、指導要録様式変更を行う必要もある。

２ 心の教育の充実を図ります

各学校園の活動内容
学校園名 主な活用内容
藤井寺幼稚園 お話朗読会・芋ほり・人形劇
藤井寺南幼稚園 お話朗読会・体操教室・人形劇
藤井寺西幼稚園 お話朗読会・手品観覧・人形劇
藤井寺北幼稚園 お話朗読会・手品観覧・人形劇
道明寺幼稚園 声楽コンサート・体操教室・大道芸観覧
道明寺東幼稚園 お話朗読会・歌唱指導・人形劇
道明寺南幼稚園 お話朗読会・手品観覧・ダンス
藤井寺小学校 農業体験
藤井寺南小学校 茶道体験
藤井寺西小学校 クラブ活動支援（パソコン・囲碁・将棋・スポーツチャンバラ等）
藤井寺北小学校 クラブ体験指導（絵手紙・茶道・工作・ダンス・陶芸等）
道明寺小学校 稲作体験
道明寺東小学校 本の朗読会・糸紡ぎ体験
道明寺南小学校 茶道体験・職人さんとの交流
藤井寺中学校 部活動の技術指導（茶道・華道）
道明寺中学校 部活動技術指導（野球部）
第三中学校 部活動技術指導（ソフトボール部）
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

　幼稚園・小中学校はもとより教育委員会をあげて４月よりあいさつ運動に取組んだ。子どもたちは手旗
の使用や委員会活動、縦割り活動等各学校が特色を出しながら、大きな声であいさつ運動に取り組むこ
とができた。スクールガードリーダーやPTA、地域安全見守り隊等が毎朝、交通量の多い交差点に立
ち、子どもたちに声をかけていただきながら、子どもたちの登下校時の安全を見守っていただいている。
今後も、学校・家庭・地域が一体となって、あいさつを交わす習慣が定着するよう、園児・児童・生徒の主
体的な活動を取り入れた「さわやかあいさつ運動」を進めていかなければならない。

点検・評価

●学校支援社会人等指導者活用事業
　「開かれた学校づくり」の一環として、地域の人々に支援協力していただくことにより、地域に根ざした専
門的な指導が可能となり、地域と園児・児童・生徒の結びつきを生み出した。
学校現場では、本事業に対してのニーズも多く、今後も、専門的な知識を持ち、様々な経験をされた地域
の方々をはじめ外部人材を活用し、体験活動も含めた学習活動を進め、子どもたちの自尊感情・自己肯
定感を育んでいく。

●スクールフレンド活用事業
　大学生ボランティアの協力により、児童・生徒に寄り添った支援や細やかな教員の指導に役立った。ま
た、参加する学生には教職をめざしている学生も多く、学生にとっても貴重な経験となっている。
 今後も、子どもたち一人ひとりに応じた支援を展開できるよう、関係大学と連携を図り、事業の充実を進
めていく。

学校と地域の連携の強化

事業の概要

●藤井寺さわやかあいさつ運動
・５月・１０月・２月を集中強化月間とし、教育委員会６課で行う。
・幼稚園、小・中学校が主体となって、子どもたちの豊かな心や規範意識をはぐくむ素地を養い、あいさ
つを交わす習慣を定着させ、子どもたち同士の良好な関係づくりを行う。、
・学校・教育委員会が、ＰＴＡ・地域と一体となってあいさつ運動を実施することで、地域における人と人と
のつながりを深め、よりよい地域社会づくりと明るく健やかな子どもたちの育成を進める。

実績

●藤井寺さわやかあいさつ運動
　強化月間では、各校園は校門等で幟、手旗を掲げ、あいさつ運動を行い、教育委員会職員が各校園
に出向き、延べ１２０回あいさつ運動に参加した。
・平成２６年度に幟を２００本購入し、平成２８年度末までに１５９本配付した。
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課

お互いを尊重する集団づくり

事業の概要

自己肯定感を高め、お互いを尊重する集団づくりを、学習活動の中で推進できるよう、年度当初の
重点教育課題として学校園に指示し、研究授業・校長会議・研修を通して指導助言を行う。

実績
・年度当初の重点教育課題として学校園に指示した。
・学力向上推進支援事業等で行った公開授業の場で、指導助言を行った。

点検・評価

・個性や考えを認め合い、高め合える集団をめざし、様々な学習活動の工夫が授業の中で行われ
た。研究授業では、児童生徒が安心して発表したり学習活動に参加できている様子が、多くの学校
で見られた。このような様子が全教育活動のなかで見られるよう、今後も指導助言に努める必要が
ある。

児童会活動・生徒会活動の活性化

事業の概要

●生徒会サミット
・各校が行っている生徒会活動の実践を交流し、各校の生徒会活動の活性化のため、良い取り組
みを取り入れたり、生徒会の課題解決のアイデアを考える機会とするため、サミットを行う。

実績

（開催日・場所）８月８日・藤井寺中学校
（内容）山添中学校、藤井寺市立中学校３校の生徒会役員で、藤井寺市生徒会サミットを行った。
　 　 <サミットのテーマ>
　　　　　互いの生徒会活動の内容を情報共有し、各校の生徒会活動の活性化に繋げる
　　　　ために、生徒会役員同士の交流を図る。
　　<主に出された意見>
　　　　・自校の生徒会の取組みについての説明　　・各校の説明に対する質問と交流

点検・評価

・生徒は、お互いの学校生活や学習活動・生徒会活動について理解を深めることができた。
・生徒は、各校の生徒会活動の違いを知り、他校のよい生徒会活動の取り組みを、自校の自主自
立をさらに進める取り組みの参考とすることができた。

計画的・系統的な人権教育の推進

事業の概要

●人権フィールドワーク
・初任者研修の一環として、人権フィールドワークを新規採用教職員対象に実施している。

●人権研修
・夏季教職員研修の一環として、全教職員対象に実施している。

実績

●人権フィールドワーク
  ・８月２日、羽曳野市立南食ミートセンター羽曳野市立人権文化センターで開催。３３名参加
  ・講師＝ＮＰＯ法人サポートネットワークぬくもり　理事長　塩谷　幸子　氏

●人権研修
  ・８月３日
  ・テーマ＝子どものサインを見逃さないために
  ・講師＝学校法人四天王寺学園四天王寺小学校・四天王寺中学校
　　　　　　　　　スクールカウンセラー　阪中順子　氏

３ 人権教育を推進します
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課スクールカウンセラーの活用

事業の概要

●スクールカウンセラー配置事業
各中学校に配置しているスクールカウンセラーを、必要に応じて小学校の児童や保護者のカウン
セリングにも有効に活用し、当該の子どもの心理的ケアの充実を図る。
  ・各小学校についても年間６半日派遣予定
  ・国庫、府全額補助事業

不登校児童・生徒への対応

事業の概要

・長期欠席者数の月次報告や生徒指導担当者連絡会の月次開催。毎月の欠席者の報告や生徒
指導担当者との毎月の連絡会により、不登校傾向の早期発見・不登校への適切な対応ができるよ
う学校を支援している。
・スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー及び適応指導教室との連携を行う。不登校の
初期対応や学校復帰のため、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを活用し、学校
への組織的な支援を行う。さらに適応指導教室入級を視野に入れ、学校との連携を図り、早期に学
校復帰に繋げられるよう支援している。

実績

　不登校の初期対応や学校復帰のため、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーや、
適応指導教室の活用連携を図り、以下のような欠席状況と学校復帰（年度末時点）となった。

点検・評価

・学校においては、長期欠席児童・生徒の指導経過等報告や生徒指導担当者との連絡会の情報を
もとに、長期欠席や不登校・不登校傾向の児童・生徒の状況についてきめ細やかに把握し、家庭と
の連絡を図りながら粘り強く取り組むことができた。今後もきめ細やかな関係機関の連携と、児童
生徒との粘り強い関わり・取り組みを継続支援していく。しかし、長期欠席者数・学校復帰者数の推
移もあまり変化が見られない状況にある。不登校に陥ると改善は難しく、やはり児童生徒の学校生
活での困り感に気づき、不登校の兆しを早期発見するため、欠席傾向や生活アンケート、授業観察
等の重要性を、調査や連絡会等の機会に指導助言していく。

点検・評価

・人権フィールドワークについては、新規採用教職員が参加し、子どもと向き合うときに最も大切に
すべき「教育の基盤は人権を大切にすることから」「ともに学び、ともに育つ」という考えをフィールド
ワークを通して学習でき、教員としての資質の基礎を培えた。
・人権研修については、子どもの命を大切にするため、子どもの悩みや困り感を早期発見し、いか
に児童生徒に寄り添っていくか、を考える良い契機となった。
・性的マイノリティとされる児童生徒の人権について、個々の状況に応じ、教職員が協力して、児童
生徒が相談しやすい環境整備作りが必要とされており、今後研修を通して推進していく。

長期欠席者数の推移

（小学校） （中学校）
h27 h28 h27 h28

30日以上 43 40 103 102
理由が
不登校

25 11 47 53

（小学校） （中学校）

h27 h28 h27 h28

入室児童生徒数 4 2 8 8

学校復帰者数 4 2 3 4

適応指導教室（ウィング）学校復帰者数の推移
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

●スクールカウンセラー配置事業(府事業）
　個別の児童・生徒や保護者、教職員への相談活動が定着し、カウンセリング希望者が増加してい
る。また、中学校区の小学校へのカウンセラー派遣もニーズが高まり、定例日以外で臨時のカウン
セリングも行った。不登校等への指導や対応について、的確な判断と支援が図られ、その課題の
解決につながったケースもある。現状から、児童・生徒・保護者に対し、本事業についてさらなる周
知を図り、積極的な活用に努めていく。

スクールソーシャルワーカーの活用

事業の概要

●スクールソーシャルワーカー活用事業
・福祉の専門的知識・技術を持つスクールソーシャルワーカーを、学校に派遣し、　関係機関等との
ネットワークを活用して、子ども本人と本人が置かれている環境に働きかけることにより、問題の解
決をめざす。
・スクールソーシャルワーカーの活用により、子どもが直面する困難（問題行動・不登校・低学力・
非行）について子どもの最善の利益を追求し、教育権の保障と自立支援の視点から問題の解決を
図る。
・問題解決に向けてより効果的な支援を行い、学校組織力・教職員の意識と指導力の向上に繋げ
る。

実績

●スクールソーシャルワーカー活用事業
　社会福祉に関して専門的な知識、経験を有するスクールソーシャルワーカー（社会福祉士）を各
小・中学校へ派遣し、児童・生徒が抱える問題に対して、福祉の観点から、見立て（アセスメント）と
プランニングを行った。
  ・市費ＳＳＷ１名＝年間７０回派遣
  ・府費ＳＳＷ１名＝年間３０回派遣（原則、週１回木曜日）
・藤井寺市要保護児童等対策地域協議会に構成員として参加
  ・市内の生徒指導研修会、連続講座の研修（６回）を実施
（主な対応内容）
  ・情緒不安定な児童生徒、多動傾向な児童生徒
  ・虐待の疑いのある児童生徒、不登校、いじめ等

実績

●スクールカウンセラー配置事業(府事業）
　臨床心理士の資格を持つ専門家をスクールカウンセラーとして、市内３中学校に配置し、不登校
や問題行動に悩む児童・生徒やその保護者、教職員に対して、カウンセリング等による支援を行っ
た。
（配置回数）　各中学校へは週１回（６時間勤務）＝年間３５回
　　　　　　　　　　※市内各小学校へ６半日配置（内数）

（主な相談内容）
　　児童生徒　不登校　いじめ　家庭の問題　発達について　友人関係
　　保護者　　 発達について　不登校　家庭の問題
　　教職員　   不登校　いじめ　発達について　虐待　家庭の問題

スクールカウンセラー相談人数の推移
（小学校） （中学校）
h27 h28 h27 h28

児童生徒 26 57 33 81
保護者 83 108 33 102
教職員 125 127 136 163
合計 234 292 202 346
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

●適応指導教室事業
　学校復帰に向けて、不登校傾向にある児童・生徒に対して、学校生活への適応を促している。指
導員・協力員が個別に関わりながら、児童・生徒との信頼関係を築いている。その中で児童・生徒
が指導員・協力員に学習や進路について相談したり、悩みを打ち明けることができる安心した居場
所となっている。また卒業生の来室が増え、現在入室している児童生徒との交流ができた。
　また学校との連携が効果的に行われ、校内適応指導教室への登校や短時間の登校等、学校復
帰につながるようなケースもあった。
　今後も、各校の生徒指導担当・担任等とつながる中で、適応指導教室と各学校連携を進め、児
童・生徒の学校復帰等を含めた居場所作りに努めていきたい。

点検・評価

●スクールソーシャルワーカー活用事業
・各小・中学校において、継続してケース会議に参加し、見立て（アセスメント）とプランニングを行い
ながら、問題解決に努め、ほぼすべてのケースにおいて、学校と子ども家庭センター・市長部局等
の関係諸機関との連携を図ることができた。
・連続講座の研修では、教職員の児童理解・保護者支援、生徒指導への対応力向上を図ることが
できた。今後もより多くの教職員が、多種多様化する子どもの課題に対応できるようにしていくた
め、継続的に実施していく。
・ケース会議や関係諸機関との連絡会、研修等の場を通じて、スクールソーシャルワーカーの助言
が、学校の組織的対応の促進、児童・生徒の環境改善に大きく繋がることから、次年度も継続的な
配置活用と、事務局、学校との細やかな連携が重要である。

適応指導教室の活用

事業の概要

●適応指導教室事業
・指導員１名、指導協力員３名を配置し、市民総合会館別館で、月・火・木・金曜日に適応指導教室
（ウィング）を開設する。不登校傾向にある児童・生徒の指導・支援にあたり、心の居場所を提供す
るとともに学校復帰に向けた取組みを推進する。

実績

●適応指導教室事業
　心理的または情緒的な原因によって登校できない児童・生徒に対して、午前中は学習、午後は
ゲームや調理実習（年１回）等、集団への適応を促す活動を中心に活動し、学校生活への復帰を
支援した。
　また、各学期に親の会を開催するなど、日常の活動の報告とともに、保護者の思いや意見などを
聞き、家庭との連携を深めた。

h28適応指導教室（ウィング）学校復帰者数

低 中 高 １年 ２年 ３年

入室児童生徒数 0 0 2 2 3 3 10

学校復帰者数 0 0 2 1 1 2 6

※h29.3.31現在

小学校 中学校
合計
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

●帰国・渡日児童生徒へ日本語指導員を配置することにより、生活言語の習得に成果が見られ
た。学習言語については、学年が上がることにより、新たに習得が必要な言語が出るため、定着に
課題がある。教科担任や学級担任の教職員と日本語指導員の連携強化がより一層必要である。

●日本語指導の必要な児童生徒は、事前連絡なく、急に転入することがある。そのため急な人材
配置が難しく、日本語指導員の確保について、ホームページや広報等で広く迅速に努める必要が
ある。

点検・評価

　学校は、気になる児童生徒がいた場合、児童生徒の些細な変化や家庭状況を、正確に把握し、
日々の状況変化を記録している。これらの情報は、直接的な保護に繋がらなくても、長期的に児童
生徒を見守る上で、上記協議会や通告でも大変役立っている。今後も学校、関係機関で協力し、児
童生徒を粘り強く見守っていく。その見守りの上で、最も重要なことは、教育委員会が生徒指導担
当者、管理職、市長部局と日常的な連携に努めていくことである。

帰国及び渡日した児童・生徒への対応

事業の概要

●日本語指導員
国際理解の視点に立って日本語指導や学校生活への円滑な適応への支援を行うため、主に授業
で日本語に困らないよう補助できる日本語指導員を配置している。
（28年度配置数）４校に３名

実績

●日本語指導員の配置
生活言語の習得をはじめ、学習言語を獲得するため、また、日本語補助のために日本語指導員を
必要に応じて配置することができた。藤井寺北小学校は３学期からの転入のため、以下の支援回
数となっている。道明寺中学校は、日常会話には困らないが、学期末懇談会や成績についての相
談の際に支援しているので、以下の支援回数となっている。

（日本語指導員の年間派遣回数）
　　　藤井寺小学校（対象児童２名）５０回、　藤井寺南小学校（対象児童２名）４６回
　　　藤井寺北小学校（対象児童１名）１８回、道明寺中学校（対象生徒１名）１５回

児童虐待への対応

事業の概要

　子どもを守るため、市長部局担当課や子ども家庭センターおよび警察等との連携を図り、虐待事
象の早期解決に取り組む。また、必要に応じ心理的支援、福祉的支援が適切に行えるよう、スクー
ルソーシャルワーカー、スクールカウンセラーとの連携を図り支援する。

実績

　虐待が疑われる児童生徒がいた場合や本市転入時に過去に虐待の疑いや実態があった場合、
「藤井寺市要保護児童等対策協議会台帳」に記載している。記載したことで、藤井寺市要保護児童
等対策協議会が定期的に開催され、その会で学校・教育委員会・市長部局虐待担当課・子ども家
庭センター・警察等が、記載児童生徒の現状を確認し、早期発見・早期対応できる体制をとった。さ
らに、学校は、虐待が疑われる状況を把握した場合、子ども家庭センターに通告し、迅速に対応で
きる体制をとれるよう学校、教育委員会は日常的に情報連携している。

虐待件数

校種 h27 h28

小 6 6
中 11 13
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主な事業・取組 担当課 学校教育課
全校園における組織的な支援体制の構築と支援教育の推
進

事業の概要

●支援教育コーディネーター連絡協議会の開催
  専門性の高い知識を有する支援教育コーディネーターを中心に、組織的な支援教育を推進し、一人ひ
とりの子どもたちの指導・支援の充実を図る。

●支援学級訪問ヒアリングの実施
  種別ごとの適切な支援の充実を図るため、各学校を訪問し指導助言を行う。

実績

●支援教育コーディネーター連絡協議会について
　各小中学校に支援教育に対して専門性の高い支援教育コーディネーターを複数名配置しており、その
連絡協議会を４回実施した。各校の取り組みの共有化を図ることができた。また、大阪府の事業である
地域支援事業を活用し、より専門性の高い支援学校のリーディングスタッフとの合同研修会も実施した。

（開催内容）
・第１回：６月３０日（木）　年間計画の確認と各校園の取り組みの共有
・第２回：８月　５日（金）　講演会「発達検査の理解と活用」
・第３回：８月１０日（水）　支援学校との共催による事例検討会①
・第４回：２月１０日（金）　支援学校との共催による事例検討会②

●個別の教育支援計画に基づき、児童生徒に種別ごとの適切な支援の充実が図られるよう、全小中学
校へ支援学級訪問ヒアリングを行った。

点検・評価

●関係諸機関との連携をコーディネートし、各校での支援の方向性を決定する会議の進行をする役割を
担うのが支援教育コーディネーターの役割の一つである。そのため、支援教育に対する専門性が求めら
れている。支援教育コーディネーターの更なる専門性やコーディネーター力を高めるための連絡協議会
を年間通して計画的に実施できた。その成果と課題は次のとおりである。
  　【成果】
・各校園の取り組みを知ることで、市内全体で支援方法の共有を図ることができた。
・ケース会議の進め方を専門性の高いリーディングスタッフと協議することで身に付けることができた。
・根拠ある支援や配慮を行う上での、発達検査の有用性を理解することができた。
　　【課題】
・支援学校や子ども家庭センター、療育施設などの関係機関との連携をこの協議会を通して進めていくこ
と。
・障がい種別に応じた支援方法等の知識の習得や考え方を学校全体へ周知すること。

●支援学級訪問ヒアリングを通して、より的確な指導、よりよい学習環境の整備が、種別ごとに、きめ細
やかに見直すよい機会となった。一人ひとりの教育的ニーズに合わせたより専門的な指導と、基礎的環
境整備の充実、合理的配慮への適切な対応ができるよう、今後も継続して指導助言の必要がある。

４ 支援教育・障がい児者理解教育の充実を図ります
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課
教育総務課
学校教育課

障がい児介助員を適正配置

事業の概要

　障がい児介助員の適正配置により、支援学級の教育活動の充実・個別指導の充実を図る。

実　　績

　小中学校各校に、障がいを持つ児童生徒の衣服の着脱や食事の世話などの生活介護や安全確保の
ため、障がい児介助員を配置した。
　【平成２８年度配置数】　小学校　支援学級数２６　　介助員　２１人
　　　　　　　　　　　　　　　　中学校　支援学級数１０　　介助員　８人

点検・評価

　小中学校の支援学級在籍者数は年々増えており、障がいの種類も多様化している。平成２８年度は介
助員の増員により、障がいの実情を考慮し、子どもたちが安心安全に学校生活が送れるよう支援の充実
を図ることができた。今後、平成２８年４月１日施行「障害者差別解消法」による合理的配慮の観点から、
今まで以上に障がいのある子どもたち一人ひとりの障がいの状態への適切な対応が求められる。児童
生徒の障がいの状況を踏まえた教育の充実を図るうえで、障がい児介助員の果たす役割は大きい。
　障がい児介助員の確保という課題もあるが、今後も引き続き、介助員の適正な配置に努めたい。

教職員の専門性を高めるための研修の実施

事業の概要

  通常の学級や支援学級における教育的支援の必要な子どもに対する理解・指導法について、教員が
より深めることができる研修を計画的に実施する。

実績

●支援教育に対する専門性の高い大学教授を招いての研修会を年４回実施した。また、支援学校教員
による事例研修会を年２回、大学教授（臨床心理士）により巡回相談を年１０回実施した。それぞれ専門
性の高い教員から支援の必要な児童生徒のアセスメント、支援方法、学校環境整備等の留意点を学
び、各校での取り組みに生かすことができた。

（講師について）
・梅花女子大学　心理こども学部心理学科　教授　伊丹昌一
・大阪樟蔭女子大学　児童学部児童学科　教授　大江米次郎

点検・評価

●ユニバーサルデザインの観点から学校の環境整備が整ってきている。今後は授業におけるユニバー
サル化を目指していく必要がある。

●研修等を通して、目の前の児童生徒が抱える課題、きめ細やかな支援方法を見出せる機会となった。
このことで、教職員一人ひとりの指導力の向上が図られた。今後はさらに、教職員の専門性向上、学校
の基礎的環境整備の充実、合理的配慮への適切な対応ができるよう、取り組みの充実と継続が大切で
ある。
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主な事業・取組 担当課 学校教育課
適正就園・就学のための保護者への情報提供・相談体制の
充実

事業の概要

  藤井寺市障がい児就園就学相談委員会、教育委員会による教育相談、専門家による就園就学相談を
行い、教育的ニーズに合わせ就園就学の相談を行う。

実績

●合理的配慮及び基礎的環境整備の必要性を就園就学相談委員に広め、保護者、児童生徒に寄り添
いながら、就園就学相談をする必要性を周知した。
●教育委員会により就学相談＝１８回　　１４名
●専門家による相談会　　　　 ＝１０回　　３０名
●教職員に対して就学相談に特化した研修会を実施。
●保護者の依頼のもと、近隣幼稚園や保育所、児童発達支援センターへの訪問＝１０回１７名

点検・評価

●各小中学校及び市立幼稚園に就園就学相談員を任命し就園就学の窓口として対応を行っている。適
切な就園就学ができるように各学校園と教育委員会が連携し、あらゆる場での支援についての情報を保
護者及び園児児童生徒へ提供できた。

●専門家による相談会は、年々ニーズが高まり、枠がすべて埋まった。今後、枠を拡充する必要があ
る。

●就園就学相談委員だけでなく、相談を担任の教員に行うケースもある。そのため、広く就園就学相談
の在り方、進め方を研修する必要がある。平成２８年度は１回研修会を実施したが、ニーズの拡大を受
け、今後はさらなる研修が必要である。
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課
自己有用感、自己肯定感を基盤とした居場所づくり・集団づ
くり

事業の概要

　学校が児童生徒にとって安心できる居場所となり、児童生徒が自己実現できるよう学校の支援を行う。

実績

●日常的に行っている全ての学習活動の中で、「ともに学び、ともに育つ」という視点を大切に、児童生
徒が課題について話し合い、自分の考えを述べ、互いの考えを認め合う学習場面を多く設定し、そのよう
な学習活動を基盤に居場所作り・集団づくりを行うよう、研究授業や校長会議、生徒指導研修等を開催し
指導助言した。

●「自分発見生活アンケート」調査の実施し、学校においては、自己肯定感・自己有用感を高める取り組
み、児童生徒のよりよい人間関係作りや生徒指導の指針に活用した。
  ・対象学年：　　小学校５年生（全校）　、中学校１年生
  ・実施時期：　　６月初旬までに実施

関係諸機関との迅速な連携

事業の概要

●迅速な連携を図れるよう、長期欠席者数の月次報告や生徒指導担当者連絡会の月次開催。
・毎月の問題行動調査の報告や生徒指導担当者との毎月の連絡会により、問題行動を含めた学校の生
徒指導状況を掴み、組織的な対応が必要な事案に対して、関係諸機関と連携を図り、円滑に解決できる
よう学校を支援する。
・事案によっては、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを活用し、福祉的・心理的サポー
トや連携を図り、チームで学校支援ができるようにする。

実績

●定期的に開催する下記の協議会等へ出席し、児童生徒の心と体の健全育成を図り、問題行動へ対応
できるよう、関係機関と連携した。さらに事案発生時は、迅速に対応するため、スクールソーシャルワー
カーや関係機関が学校と即時連携できるよう、教育委員会が支援し、ケース会議等にも参加し、事案の
解決に協力した。

  ・藤井寺市要保護児童等対策協議会＝９回
  ・学警連絡会＝１１回
  ・ケース会議＝３４回（関係機関が対応した件数＝２件）
  ・緊急対応＝２回
  ・藤井寺市立保・幼・小・中生徒指導研究協議会＝１１回
  ・藤井寺市３中学校生徒指導担当者連絡協議会＝１１回

点検・評価

  問題行動等の事案が発生したときに、迅速に関係諸機関と連携し、学校が組織的な対応ができるよう、
今後も連絡会等で日常的な連携を十分に図っていく必要がある。

５ 生徒指導の充実を図ります
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点検・評価

　人権教育、支援教育、キャリア教育等を中心に研修や研究授業を通して、教員は高い意識を持ってい
る。また研究授業での学級の様子から、学級の仲間の考えを尊重する発言・行動はよく見られる。また
全国学力学習状況調査のアンケートからは、以下の実態となっている。
●全国学力学習状況調査より（％）

　上記項目について、小学校は高い割合を示しているが、中学校は特に「自分にはよいところがある」が
低い。今まで以上に授業改善、意識改革の大切さを、ヒアリングや研修、授業研究等の機会を通して指
導助言に努める。

考えを発表する機会がよくある

h27 h28
市 82.6 82.6
府 85 82.9
市 77.8 75.3
府 78.6 78.9

小学校

中学校

自分にはよいところがある

h27 h28
市 70.4 77.5
府 73.3 72.9
市 56.9 60
府 63.5 64.9

小学校

中学校

学校に行くのは楽しいと思う

h27 h28
市 88.7 84.6
府 85.2 85.2
市 81.3 79.4
府 79.9 79.5

小学校

中学校
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主な事業・取組 担当課 学校教育課児童・生徒理解の推進

事業の概要

●「自分発見生活アンケート」調査の実施
　いじめのサイン、対人ストレス、子どもと家族との関係を測ることができ、子どもたちが、生き生きとした
学校生活を過ごすため、児童生徒のよりよい人間関係作りや生徒指導の指針に活用する。
　　・対象学年：　　小学校５年生（全校）　、中学校１年生
　　・実施時期：　　６月初旬までに実施

実績

　１学期に調査を実施し、児童生徒一人ひとりの生活の様子や友人関係の状況を把握し、分析結果を児
童生徒・保護者への教育相談にいかした。

点検・評価

●結果概要から、全国と大きな差はなく、７０％以上の児童生徒が、相談できる友だちがおり、友だち作
りを積極的に行え、友だち関係を修復しようとする積極性も持っていると考えられる。しかし、３０％程度
の児童生徒は、いやがらせを受けた経験があること、１５％程度の児童生徒が、周囲の友だちへの不安
を感じている。さらに小学校より中学校において数値的な課題が大きくなる傾向にあり、思春期をと重な
る中学校では、よりきめ細やかな周囲の見守りと支援が必要である。

●クラス運営を行う中で、本アンケートを活用し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応、児童生徒の
自己肯定感の育成に取り組めた。

●いじめのサイン、対人ストレス、子どもと家族との関係を測ることができる調査については、市独自調
査、府調査もある。２回類似した調査を実施することは、児童生徒の過度な負担や授業時数への影響も
考えられる。次年度は、調査の精選を検討する必要がある。

６ いじめ防止対策を推進します

（平成２８年度　自分発見生活アンケートの結果概要）

（％） （％）
市 全国 市 全国 市 全国 市 全国
84.1 78.9 81.9 82.3 79.7 77.3 72.1 76

（％） （％）
市 全国 市 全国 市 全国 市 全国
76.6 78.1 77.5 75.7 64.5 64.3 73.6 74

（％）
市 全国 市 全国
15.6 12.6 12.1 10.7

中１ 小５ 中１

小５ 中１

小５ 中１

・つらいことや、こまったことがあったとき、なん
でも本音で相談できる友だちがいる

・だれかと友だちになりたいと思ったとき、自分
の方から話しかけて、きっかけをつくることがで

・友だちとけんかをしてしまったあと、仲直りする
ために、自分から行動する

・クラスや部活で、いやがらせを受けたことが一
度もない

・仲のいい友だちから、自分がどう思われてい
るか、いつも気になる

小５ 中１

小５
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課藤井寺市いじめ問題対策連絡協議会の開催

事業の概要

　いじめ問題等に関係する機関及び団体の連携を図ることに関して協議するとともに、藤井寺市いじめ防
止基本方針に基づく取組みを効果的かつ円滑に推進していくための情報交換及び連携した取り組みを
行うため、協議会を開催する。

実績

平成２８年７月２８日（水）
委員：藤井寺市校長会、富田林こども家庭センター、府法務局富田林支局
　　羽曳野警察署、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
　　市ＰＴＡ連絡協議会、市民協働・人権推進課、いじめ防止対策指導員

いじめ防止対策指導員の派遣

事業の概要

　学校のいじめ問題の状況を的確に把握し、いじめ問題をはじめとする児童・生徒の問題行動に関する
対応について精通し、学校の状況を立て直してきた経験豊富な元校長を指導員として派遣する。いじめ
防止対策指導員は、各小・中学校のいじめ防止対策を踏まえ、いじめ問題に関する指導・助言を行い、
いじめ問題の根絶に向けた組織的な対応ができるよう支援・指導する。

実績

●管理職訪問
　市内全小中学校に対し各学期２回以上の訪問を実施した。いじめの認知件数や学校いじめ防止基本
方針の点検結果等について助言した。

●講演会の開催
　いじめ防止に向けた必要なスキルと効果的な指導や取組について下記のとおり講演会を開催した。
　・藤井寺市立保・幼・小・中生徒指導研究協議会　１２月８日
　　　「いじめ対応スキルアップとリーダーシップ」　　　参加者　２２名
　・藤井寺北小学校　生徒指導研修　　　　　　　　 　１２月２１日
　　　「いじめ対応スキルアップのために」　　　　　　　 参加者　２３人

点検・評価

●訪問を通して、指導員が重点的に助言したポイント
　・ＰＤＣＡサイクルの重要性を認識できているか
　・機能的な組織対応ができているか
　・個々の生徒指導対応で、「謝罪」を「解決」と判断してしまうことへの危険性を指摘
　・学校の取組を保護者、地域へ周知しているか
　・保護者や地域と連携した取り組みとなっているか

●訪問を通して、指導員が課題に感じたこと
　・経験の少ない教員が増えている中、いじめや新たな課題に対する研修が少ないのではないか
　という点
　・ＰＤＣＡサイクルによる学校教育活動の検証や見直しが計画的に実践できているか

●管理職訪問では、いじめ防止に向け、事例に対する適切な対応助言と、ＰＤＣＡサイクルによる点検と
観点指導について助言することができた。

●講演会を実施することで各校の生指担当者に対し、担当者として必要なリーダーシップについて助言
し、と組織的な対応ができるよう支援することができた。

●今後も訪問支援を行い、各学校のいじめ未然防止、早期対応、早期解決に向けた取組みがより効果
的なものにしていく。
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主な事業・取組 担当課 学校教育課藤井寺市立学校いじめ問題専門委員会の開催

事業の概要

　学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針や重大事態に関すること、いじめに
対する適切な措置に関することについて、調査審議するため専門委員会を開催する。

実績

平成２８年９月２８日（水）
委員：藤井寺市校長会、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
　　いじめ防止対策指導員、弁護士

点検・評価

●委員会で出された意見
　・各学校のいじめ防止基本方針について、ＰＤＣＡサイクルに基づいて改定していくことが必要。
　・不登校の中にいじめが原因になっている子どもはいないのか。不登校となった原因を把握することが
重要。不登校の児童生徒への丁寧な対応や不登校対策委員会と学校いじめ対策委員会がリンクするこ
とが大切。

●学校におけるいじめの防止等のための対策の改善を継続的に行い、未然防止・早期発見・早期対応
を進められるよう、様々な観点から意見が出された。今後も、いじめ問題の未然防止のため開催してい
く。

※ＰＤＣＡサイクル＝Ｐｌａｎ，Ｄｏ，Ｃｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ

点検・評価

●連絡協議会で主に出された意見（３つほど）
　・藤井寺市では各校のいじめ防止基本方針は充実したものになってきている。今後、その内容を共通
　認識していけるかが課題。
　・学校でいじめ対策委員会を開催する意味が大きい。学校の中で教職員どうしが話す機会を持ち、経
　験の浅い教員が事案を抱えることなく相談できるシステムを作っていく事が必要。
　・ いじめをなくしていくためには、自己肯定感を高めることが大切。

●藤井寺市いじめ防止基本方針に基づく取組を効果的かつ円滑に推進していくため、幅広い視点から
対策について協議が行われた。今後も、関係機関の連携し、情報交換の中で、より効果的な取り組みの
強化を進めるため、開催していく。

いじめの件数
h27 h28

認知 7 44
解決 7 44
認知 12 15
解決 12 15

小

中
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

主な事業・取組 担当課 学校教育課食に関する指導の充実

事業の概要

 小学5 年生を対象に、栄養教諭による食育訪問指導「朝食の大切さ」を実施する。

実績

　市内小学校７校で、題材を「１日のスタートは朝食から」として１０月に実施した。１日の生活リズムを整
えるため朝食をとることや、栄養バランスを考えることの大切さを学んだ。

点検・評価

　食育訪問指導を通して、朝食の大切さを考え、朝食のみならず望ましい食習慣と実践しようとする態度
をはぐくむことができた。食習慣や態度の定着を図るには、家庭科・保健指導、たより等による家庭への
啓発を継続的に行うことが重要である。そのため、よい取組みの収集に努め、指導助言や情報提供を
行っていくことがより必要である。

体力・運動能力向上のための教科体育・体育的行事・部活
動等の充実

事業の概要

　体育・保健体育の授業や運動部活動等の教育活動を通して、子どもが運動することの楽しさを感じな
がら十分に体を動かし、体力の向上・運動の生活化が図られるよう、教員の指導力の向上を図る。

実績

　運動やスポーツすることが「楽しい・好き」という子どもを増やすとともに、運動習慣の確立を図り体力向
上をめざすため、大阪府教育庁の協力を得、日本フットサルリーグのシュライカー大阪の選手を講師に
招き、体力向上に向けた指導を実施した。
実施校　藤井寺北小学校　３，４年生
実施日　１０月６日　２８日　１１月１日　２２日

点検・評価

　体力向上に向けた指導を実施することで、児童に運動をする楽しさを感じさせ、児童自ら体力向上しよ
うとする意欲を育むことができた。
近年運動をする子としない子の二極化が顕著になってきているが、児童生徒が運動好きになるような取
組みを継続的に推進していけるよう指導助言していく必要がある。

朝食を毎日食べている
h27 h28

市 92 92.7
府 93.6 93.8
市 89.8 88.8
府 90.7 90.8

全国学力学習状況調査より（％）

小学校

中学校

７ 健やかな体の育成を図ります
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主な事業・取組 担当課 学校教育課食物アレルギーや薬物乱用等、健康課題への対応

事業の概要

●食物アレルギー対応
　・大阪府が平成２９年２月に作成した食物アレルギー対応ガイドラインに基づき、児童生徒へのきめ細
やかな配慮と、家庭との連携を密にし、重大事態を引き起こさせないような学校における体制作り（未然
防止・緊急時の対応等）を進める。
　・食物アレルギー対応に関する研修を実施し、教職員の知識・対応能力の向上を図る。

●薬物乱用防止教室の実施
　警察ＯＢを講師に招き、市内小学６年生と中学生を対象に実施する。

●就学時健診と在籍児童生徒への健康診断の実施
　児童生徒の健やかな成長を支援できるよう、「学校保健安全法」に基づき実施する。

実績

●食物アレルギー対応
　食物アレルギー対応研修を下記のとおり実施した。
　・開催日時：平成２８年８月２日　　　　・参加者：３９名
　・テーマ：学校におけるアレルギー疾患への対応について
　・講　師：大阪府立呼吸器アレルギー医療センターアレルギー医療部門
　　　　　　副部長　　高岡　有理　氏

●薬物乱用防止教室の実施
　市内小学校６年生と中学２年生を対象に、羽曳野警察署生活安全課の警察官や保護司会から講師
に、すべての学校で実施した。

●就学時健診と在籍児童生徒への健康診断の実施
　健康診断については学校保健安全法施行規則の一部が改正されたことに伴い、健康管理カードを改
訂した。運動器健診の結果や成長曲線を新たに記載し、児童生徒の発育が見取りやすくする工夫を行っ
た。

点検・評価

●食物アレルギー対応
　アレルギー対応研修ではエピペントレーナーの使用や、ロールプレイを実際に行うことでアレルギー疾
患の対応について実践的な研修となった。今後、本研修をいかし、食物アレルギーを有する児童生徒へ
のきめ細やかな配慮と、人命に関わる事故に繋がらない体制作りを行っていきたい。
（平成２８年度　アレルギー疾患対応を要する登録者数）
　　小＝２０名、中＝３名

●薬物乱用防止教室の実施
　薬物乱用の実態や有害性・危険性について学ぶことができた。青少年の薬物乱用問題の低年齢化が
進んでおり、薬物乱用防止教室を実施することで、子どもたちが適切な意思決定と行動選択ができる力
を育成していきたい。

●就学時健診と在籍児童生徒への健康診断の実施
　児童生徒の健やかな成長を支援できるよう、今後も関係法の改正や実施上の課題があった場合には、
速やかに対応していく。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課地域ぐるみの青少年健全育成

事業の概要

●青少年健全育成藤井寺市民会議
　市民団体や地域団体、関係機関の相互連携を密にし、地域全体で青少年の健全育成を図るため、市
内３３団体で構成する「青少年健全育成藤井寺市民会議」に市、市教育委員会も参画し、下記の取り組
みを実施した。

実　　績

①街頭啓発活動の実施
　・「少年非行・被害防止、暴走族追放強調月間」に伴う街頭啓発
　実施日　 　　７月２日（土）
　実施場所　　藤井寺駅及び土師ノ里駅周辺
　参加者数　　約４０名
　内容　　　　　啓発物品（ふせん）を配布し、少年非行・被害防止を呼びかけた。
　・「子ども・若者育成支援強調月間」に伴う街頭啓発
　実施日　 　　１１月１３日（日）
　実施場所　　藤井寺駅及び土師ノ里駅周辺
　参加者数　　約４０名
　内容　　　　　啓発物品（ふせん）を配布し、若者育成支援を呼びかけた。
②青少年健全育成に関する作文の募集
　作文テーマ　「あきらめずに　がんばったこと」
　応募対象　　市内小学６年生及び中学２年生
　応募数　　　　８４６点
③青少年健全育成推進藤井寺市民大会の開催
　実施日　　　 １１月１３日（日）
　実施場所　　市民総合会館別館・中ホール
　参加者数　　２２６名
　大会テーマ　「あきらめない」
　内容
    ・青少年健全育成に関する作文入選者の表彰 　・構成団体の活動報告
 　 ・大会宣言の採択 　・第２部　音楽ユニット「エスペランサ」による講演と演奏
④郷土の歴史を理解するための学習事業「ふじいでらタイムトラベル」の実施
　実施日　　　 ２月１２日（日）
　実施場所　　生涯学習センター
　参加者数　　２７名
　講演内容　　「千手観音・葛井寺の世界」
  講師　　　　　葛井寺住職　森　快隆　氏
⑤郷土力士と触れ合うイベントの実施
　実施日　　　 ３月２９日（水）
　実施場所　　生涯学習センター
　参加者数　　９８名
　対象　　　　　未就学児とその保護者
　内容　　　　　郷土出身の力士・春日岫和憲さんを招き体験相撲等をおこなった。

点検・評価

・事業については、それぞれ盛況に実施することができた。力士と触れ合うイベントについては、当初、
事業予定はしていなかったが、急遽郷土力士である春日岫さんの協力が得られたため、実施した。力士
との触れ合いや会話を通じ、子ども達の夢を育む機会となったものと考えられる。
・構成団体から選出された幹事により、幹事会議をおこなっているが、各幹事にはそれぞれ所属団体で
の活動もあるため、負担軽減を考慮し、会議開催数を制限せざるを得ない。限られた会議回数のなか、
また、年度毎に交代する幹事もおられることから、これまで幹事会議においては活発な意見交換がなさ
れる機会が少ない傾向にあった。このため、協議内容については、事前に各団体で話し合い案を提出し
てもらう形式に改めた。この結果、議事がスムーズにおこなえ、意見交換も活発となった。今後もこれに
加え、団体間での情報交換や情報共有が活発に行われるような工夫が必要である。

8 地域との協働による青少年健全育成と放課後児童

対策の充実を図ります
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課地域ぐるみの青少年健全育成

事業の概要

●青少年指導員会活動への支援
　青少年の健全な育成を図るため、青少年指導員３５名を委嘱し、その指導員で構成する市青少年指
導員会が実施する活動を支援し、連携して下記の事業を実施した。

実　　績

①パトロール活動の実施
　青少年の非行を防止するため、更生保護女性会、市内の小・中学校及び高等学校、羽曳野警察署、
大阪府富田林少年サポートセンターと連携し、下記のとおりパトロールを実施した。
　・青少年安全見守りパトロール
　　５月１２日(木）、６月２３日(木）、１０月１３日（木）、１１月１７日（木）、１月１１日（水）　年間６回
　・夏休み夜間パトロール
　　７月２８日（木）、８月３１日（水）
②啓発活動の実施
　　少年を守る日に合わせ、広報車で地域ぐるみで子ども達を見守ることを呼びかけた。
　　７月５日（火）、８月５日（金）、１０月５日（水）
③「ふじいでら　かぁにばる」の実施
　青少年による文化活動に発表の場を提供するため、下記のとおり実施した。
　　実施日　 　８月７日（日）
　　実施場所　市民総合会館本館・大ホール
　　出演団体　１０団体
　　参加者　　　約９００名
　　ジャンル　　ダンス、合唱、太鼓
④「あい・うぉーく」の実施
　自らが暮らすまちの歴史遺産の魅力を発見してもらうため、下記のとおり実施した。
　　実施日　 　１０月１６日（日）
　　実施場所　藤井寺小学校区周辺
　　参加者　　 藤井寺小学校の児童及び保護者　１８４名
　　藤井寺ライオンズクラブとの共催事業（協力：藤井寺市観光ボランティアの会）
⑤関係団体との連携
　下記の団体に所属し、他市町村の青少年指導員組織との交流の機会をもった。
　　・大阪府青少年指導員連絡協議会
　　・南河内ブロック青少年指導員連絡協議

点検・評価

・青少年安全見守りパトロールについては、非行防止の観点から実施しているが、巡視活動を通じて、
学校、関係機関、団体同士の間で情報共有が図られており、子ども達を見守る側のネットワークの構築
という副次的な効果が認められる。
・「ふじいでらかぁにばる」や「あい・うぉーく」といった事業については、実施後に必ず課題を整理し、より
良いものとなるよう青少年指導員会内で協議が行われている。この結果、年を重ねるごとに改良されて
いるものと認められる。

39



主な事業・取組 担当課 生涯学習課地域ぐるみの青少年健全育成

事業の概要

●地域青少年団体との連携と民間有志指導者の養成
　地域で活動している子ども会、校区リーダー会の活動を支援するため、市こども会育成連絡協議会及
び市青少年リーダー協議会と協働し、青少年指導者を養成するための事業を実施した。

実　　績

①小学生リーダー講習会（小学生クラブ）
　市こども会育成連絡協議会と共催し、子ども会活動のリーダーとなる小学４～６年生を対象に、レクリ
エーション・ゲームや野外活動の初歩的な知識や技術の習得のため実施した。
　期間　　５月１５日(日）～３月２６日（日）
　回数　　年間４回・５日間（１泊２日　１回）
　場所　　藤井寺南小学校・道明寺東小学校・生涯学習センター・大阪府立少年自然の家
　延べ参加者数　　１９６名
　指導　　市青少年リーダー協議会
②中学生リーダー講習会（中学生クラブ）
　市こども会育成連絡協議会と共催し、中学生を対象に、仲間づくりと青少年活動の知識や技術の習得
のため実施した。
　期間　　５月１５日（日）～３月２６日（日）
　回数　　年間５回・６日間（１泊２日　１回）
　場所　　藤井寺小学校・藤井寺南小学校・道明寺東小学校・生涯学習センター・大阪府立少年自然の
家
　延べ参加者数　　７１名
　指導　　市青少年リーダー協議会
③青少年指導者養成講習会（リーダースクール）
　１５歳以上のかたを対象に、青少年の健全育成活動に積極的に参加しようとする有志指導者を養成す
るために実施した。
　期間　　４月１４日（木）～５月１２日（木）
　回数　　年間６回（講義４回・野外実習２回）
　場所　　生涯学習センター・藤井寺西小学校
　延べ参加者数　　５４名
　指導　　市青少年リーダー協議会
④青少年指導者講習会
　市青少年指導員会、市子ども会育成連絡協議会、市青少年リーダー協議会、放課後児童会指導員、
放課後子ども教室・学校支援地域本部事業の関係者等、既に青少年の健全育成活動に関わっておら
れるかたを対象に、指導者に必要な専門的技術や知識の習得のために実施した。
　日時　　平成２９年３月１９日（日）　午後３時～５時
　場所　　生涯学習センター
　内容　　子どもに関わる人たちの「イライラ・怒り」のコントロール術～アンガーマネジメントについて
　講師　　大谷裕美子　氏　（一般社団法人日本アンガーマネジメント協会）
  参加者  ２０名

点検・評価

・クラブや習い事等、放課後等の活動が多様化しているなか、中学生や高校生等を対象とした中学生
リーダー講習会、青少年指導者養成講習会については、参加者数に伸び悩みがあった。これらの事業
については、指導者が直接学校を訪問し、生徒に対して参加を呼びかけたり、チラシを作成して配布す
るなど、広報に力を入れた。結果的に述べ参加者数は若干向上した。
・上記の事業対象者層への周知は、従来の広報紙による方法では、訴求力が弱いため、フェイスブック
等の新しいメディアの活用も検討する必要がある。
・青少年指導者講習会について、団体や関係者によって出席率に差があった。事業の開催日や時間帯
等について、多くの関係者が参加できるよう事前に調整しておく必要がある。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課放課後の子どもたちの活動支援

事業の概要

●放課後児童会の実施
　放課後等に保護者が不在となる家庭の児童に仲間と一緒に過ごす場を提供し、放課後等を自主的、
計画的で安全に過ごすことができるような生活習慣を養うため、全小学校で放課後児童会事業を実施し
た。

実　　績

実施期間：
　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
対象児童：
　就労等により保護者が放課後等に不在となる小学３年生（要支援児童及び道明寺小学校、道明寺東
小学校については小学６年生）までの児童
実施場所：
　各小学校内放課後児童会教室

・【新規】対象児童が小学３年生までとなっていた道明寺小学校において全学年受け入れを実施した。
・【新規】これまでプレハブ施設を利用していた藤井寺北小学校・放課後児童会室を学校内教室へ、道明
寺小学校・放課後児童会室を旧道明寺幼稚園舎内へ、それぞれ改修・整備をしたうえ移転をした。
・全学年受入の未実施校については、夏季休業中に限り小学４年生の児童受入を上記のとおり実施し
た。
・小山７丁目及び川北１丁目の一部区域内に居住する児童については、八尾市立大正小学校に通学し
ているため、平成２３年度に締結した「藤井寺市と八尾市との間の放課後児童健全育成事業の事務の
委託に関する協議書」に基づき、八尾市の放課後児童クラブの教室にて受入られるよう事業委託をした
（月平均１０．６人の児童が利用）。
・指導員の資質向上のため、大阪府が主催する「放課後児童支援員資格認定研修」に１０名、「放課後
児童支援員等資質向上研修」に８名、「児童厚生員等研修会」に５名の指導員をそれぞれ参加させたほ
か、市独自の研修を下記のとおり実施した。
　　　１０月７日　「発達障害ってなんだろう」
　　　　　　　　　　　　（講師：市教育委員会指導主事）
　　　１月１７日　「発達障害のある児童の理解について」
　　　　　　　　　　　　（講師：大阪大谷大学教授　小田浩伸　氏）
　　　１２月２日　「災害時の対応について」
   　　　　　　　　　　（講師：柏原羽曳野藤井寺消防組合　救急救命士）
　　　３月１９日　「子どもに関わる人たちの“イライラ・怒り”のコントロール術」
　　　　　　　　　　　　（講師：日本アンガーマネジメント協会　大谷裕美子氏）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※青少年指導者講習会と合同実施

点検・評価

・これまでは待機児童を生じさせることなく受入ができているが、高学年受入を進めていくためには、施
設について更なる拡充が必要である。
・旧道明寺幼稚園舎に移転した放課後児童会教室については、将来に向けて再移転が求められるの
で、そのための協議が必要である。
・市が独自に実施する指導員研修については、近年増えつつある発達障害を重点的に取り上げた。こ
れら障がいのある児童への対応について、理解が促進されたものと思われる。
・在籍児童や要支援入会児童の増加に伴い、指導員を増員していく必要があるが、広報紙や市ホーム
ページ等を利用した募集では、欠員が充足できていない。このため、ハローワークや求人広告紙を活用
して募集をおこなった。今後もこうした求人の在り方について更なる研究をする必要がある。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課放課後の子どもたちの活動支援

事業の概要

●放課後子ども教室の実施
　放課後等に安全で安心な環境を確保し、地域の方々の参画と協力を得て、遊びや学習の活動に取り
組む「放課後子ども教室」を、大阪府の「教育コミュニティ推進事業費補助金」を活用し、各小学校で実施
した。

実　　績

　藤井寺小学校　（全9回　述べ参加者数　1,325名）
　　あそび（土曜日9:00-12:00）：運動場や体育館にて、ボール遊びやダンス指導をおこなった。
　　まなび（土曜日      〃　　 ）：図書室にて、読書や自由学習をおこなった。
　　対象児童：いずれも１～６年生
　藤井寺南小学校　（全24回　述べ参加者数　725名）
　　あそび（火曜日15:50-16:45）：運動場にてボール遊び、なわとび、フラフープなどをおこなった。
　　まなび（木曜日15:50-16:30）：図書室他で、読書、自由学習、外国語学習などをおこなった。
　　対象児童：あそび１～６年生
　　　　　　　　　まなび２～６年生
　藤井寺西小学校　（全9回　述べ参加者数　255名）
　　あそび（土曜日9:00-11:45）：運動場にて、ボール遊び、遊具遊びなどをおこなった。
　　まなび（土曜日     〃　　　）：学習室、図書室にて、読書、自主学習をおこなった。
　　対象児童：いずれも１～６年生
　藤井寺北小学校　（全20回　述べ参加者数　1,038名）
　　あそび（火曜日15：50-16：30）：運動場にて、ボール遊び、なわとび、フラフープなどをおこなった。
　　まなび（火曜日　　　　〃　　　 ）：教室にて藤井寺高校生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと宿題、プリント学習をおこなっ
た。
　　対象児童：いずれも１～６年生
　道明寺小学校　（全20回　述べ参加者数　822名）
　　まなび（月曜日14:50-15:35）：自由学習、プリントを用いた補習などをおこなった。
　　対象児童：４年生
　道明寺東小学校　（全13回　述べ参加者数　1,216名）
　　あそび（木曜日15:40-16:40）：運動場にて、サッカー、ドッジボールなどをおこなった。
　　まなび（木曜日       〃　　 ）：会議室にて、宿題やプリント学習をおこなった。
　　対象児童：いずれも４～６年生
 道明寺南小学校　（全15回　述べ参加者数　1,697名）
　　あそび（木曜日15:45-16:45）：運動場にて、ボール遊び、一輪車、遊具遊びなどをおこなった。
　　対象児童：いずれも１～６年生

点検・評価

・地域の有志の方々の参画・協力を得て、学校や放課後児童会とも連携し、放課後等に安心して遊びや
学びの場所を児童に提供することができた。
・地域のなかで子ども達が安全・安心に過ごせる場所が少なくなっている状況を考慮した場合、本事業
は子ども達の居場所としての役割を一定果たせているものと思われる。
・本事業は市民有志の協力があってこそ成立するが、事業に参画いただけるスタッフに限りがあるた
め、回数や内容を制限せざるを得ない状況がある。
・スタッフ確保のため、ポスター等を掲示しているが、目立った成果は残せていない。スタッフ確保の方
策については、今後も検討を進める必要がある。
・内容の充実のためには、他自治体の事例等を参照する必要がある。このため、大阪府が主催する事
例発表会等への参加をスタッフに呼びかけたが、平成２８年度は参加者が得られなかった。こうしたこと
について、参加の意義を伝えていく必要がある。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課

主な事業・取組 担当課 生涯学習課

子どもたちと地域の人が触れ合う機会の充実

事業の概要

●学校支援地域本部事業の実施
　大阪府の「教育コミュニティ推進事業費補助金」を活用し、学校の教育活動を地域ぐるみで支援するた
め、学校支援地域本部事業を各中学校で実施した。

実　　績

　中学校毎に地域人材をコーディネーターとして次のとおり配置し、学校を支援する各種の取り組みを実
施した。

【藤井寺中学校】
　コーディネーターの配置数…５名
　取組内容…放課後学習の支援（２名）
　　　　　　　　 部活動の指導（茶道・華道部１名）
                 　読書活動の推進（２名）
【道明寺中学校】
　コーディネーターの配置数…２名
　取組内容…部活動の指導(野球部１名）
　　　　　　　　 清掃活動の企画・準備（１名）
【第三中学校】
　コーディネーターの配置数…２名
　取組内容…部活動指導（ソフトボール部１名、バトン部１名）

点検・評価

・保護者ニーズの多様化等により、学校に負担が集中するなか、地域ぐるみで教育活動を支援していく
ことは、地域に開かれた学校づくりや青少年の健全育成に寄与するものと認められる。
・子ども達と地域の大人の触れ合いのなか地域の教育力が発揮されることで、子ども自身に地域の一
員であることの自覚を促す効果がある。
・地域人材に限りがあるなか、取り組みについては、学校がこれまでに実施してきた事業に対する個別
の協力が中心となっており、学校支援地域本部全体として、新たな事業を積極的に企画し、展開するま
でには至っていない。

子どもたちと地域の人が触れ合う機会の充実

事業の概要

●わくわくチャレンジウォークの実施
　市内の歴史遺産等を巡り、まちの魅力の再発見と、地域や家族、仲間とのふれあいの機会を提供する
ために「わくわくチャレンジウォーク事業」を実施した。
　なお、本事業は市内で青少年健全育成活動に関わる市青少年指導員会、市こども会育成連絡協議
会、市青少年リーダー協議会と市、市教育委員会で実行委員会を構成して実施している。

実　　績

実施日：１１月６日（日）
　実施場所：市内西部（藤井寺小学校出発）
　参加者数：市内在勤・在住・在学で２名以上のグループ　５４チーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９４名 内訳：子ども１０７名、大人８７名）

点検・評価

・市内をウォーキングすることで市民の健康増進が図れた。また、市内の歴史遺産に親しむよいきっか
けとなったものと思われる。
・実行委員会として取り組むなかで、青少年健全育成団体の連携が図れた。また、当日は市更生保護
女性会の協力もあり、こうした機会をきっかけにして、団体相互の協力関係が強固になることは有益で
あると思われる。
・健康増進や郷土遺産の理解促進のためのウォーキング事業は、他団体等も実施しており、事業内容
が重複する部分が見られる。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課

実　　績

・新成人を対象に、式典やその後の催しを、新成人自身による実行委員会形式で、平成29年1月9日
（祝・月）に市民総合会館において実施した。

・新成人実行委員数・・・２４名
　実行委員会開催日・・・９月２９日（木）、１０月２７日（木）、１２月１５日（木）、
　　　　　　　　　　　　　　　１２月２２日（木）、１月８日（日）＜前日リハーサル＞

点検・評価

・式典進行に係わる業務だけでなく、各中学校地区別で行う2部についても新成人実行委員が中心と
なって運営できていた。新成人自らの手で作り上げる成人式を引き続き実施していきたい。
・会場整理について、会場外から会場内へ誘導することを事前の打ち合わせから徹底しておこない、新
成人の動きに合わせた形で、スタッフも流動的に動いた結果、昨年よりも早い段階で、新成人が会場内
に入ることができ、落ち着いた雰囲気で式典をはじめることができた。
・今年度から、手話通訳者と要約のスクリーン投影をおこなった。特に要約のスクリーン投影は聞き取り
づらい言葉も視覚的に捉えることができるので、会場内での私語等も従来よりも少なく厳粛な式典となっ
た。

子どもたちと地域の人が触れ合う機会の拡充

事業の概要

●成人式
　社会情勢が大きく変化する中、大人になったことを自覚し、自ら生きぬこうとする新成人を祝い、励ます
ことを目的に、将来の夢や希望など、メッセージを発信する成人式として新成人による実行委員のもと開
催する。
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主な事業・取組 担当課 学校教育課質の高い特色ある幼稚園教育の推進

事業の概要

●幼稚園教育推進支援事業
・各幼稚園が、研究主題を設定し、実態を踏まえた特色ある教育活動を実践するよう支援し、幼稚園教
育の充実を進める。
・平成３０年度幼稚園教育要領改訂に備えていく。

実績

・市内７園が研究主題を設定し、特色ある園づくりに取り組んだ。また、併設する小学校とは、給食や水
遊びの交流、体験入学など、年間を通じて連携を深めている。
・園内研修を通して、指導主事が園を訪問し、より特色が生かせるような保育や取り組みの改善が図ら
れる指導助言を行った。
・保育研修を年間４回実施し、公開保育（３回）や講義（１回）での研修を行い、保育技術の向上に取り組
んだ。

点検・評価

・幼稚園が地域や園児の特徴・現状にあった教育（保育）を進め、地域の素材や人材を活用して取り組
み、保育内容が豊かになり、今まで以上に園児の個性の伸長が見られた。
・今後も本事業を通じて各幼稚園の教職員が自分の幼稚園の教育（保育）の在り方を検証し、創意工夫
を凝らした実践力を身に付けることができるよう指導し、幼稚園教育の活性化を進め、教育（保育）の質
を向上させていくことが大切である。

平成２８年度　研究テーマ

幼稚園名 主　題

藤井寺幼
自分で考え、行動し、認め合える仲間づくりをめざして

～決める力につながる教師の役割～

藤井寺南幼
子どもの育ちと食育

～食育の重要性をふまえた確かな育ちとは～

藤井寺西幼
豊かな心と体の育成をめざして
～科学する心を育てる～

藤井寺北幼
ひらく　つながる　輝く

～みんなで奏でるハーモニー～

道明寺幼
絵本と生活

～共に学び、共に育つために～

道明寺東幼
豊かなコミュニケーション力を育む

～わくわくドキドキ心弾む造形活動を通して～

道明寺南幼
豊かな出会い　感じる心

～食育を通し子どもの成長を育む～

９ 幼児教育の充実を図ります
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主な事業・取組 担当課 教育総務課

主な事業・取組 担当課 学校教育課

実　　績

　子どもたちが安心して学校で過ごせるよう、不審者の侵入に対しては人の目に勝るものはないことか
ら、小学校の校門に安全監視員を配置した。

　不審者の侵入防止、抑制のためには、校門付近に安全監視員を配置し、来校者のチェックを行うこと
が重要である。今後も引き続き、安全監視員を配置する必要がある。点検・評価

事業の概要

●スクールガードリーダー
  ・登下校時に、スクールガードリーダー（元警察官）が各小学校区を巡回し、児童の安全確保に努める。

●青色防犯パトロール
  ・園児、児童、生徒等（市民）が安心して生活できる安全なまちを実現するため青色防犯パトロール車を
運行する。

実績

●スクールガードリーダー
  警察官ＯＢのスクールガードリーダーが各小学校区を巡回し、学校への注意喚起・指導助言を行い、市
内全域の安全確保に努めることができた。
  ・巡回時間＝７時～９時、１３時～１７時

安全な学校環境づくり

事業の概要

　児童生徒の安全確保の強化を図る観点から、各校に防犯カメラを設置するとともに、小学校に配置し
ている学校安全監視員については、継続的に配置することで、不審者侵入の未然防止に努める。

通学路の安全確保

点検・評価

　・スクールガードリーダーが巡回指導を行い、学校・市教育委員会と連絡を密に取り合える協力体制が
確立されている。危険個所へのカーブミラーの設置等、危険個所の早期発見や不審者情報等の緊急巡
視を警察および地域と連携して行うことができた。今後も、万が一の緊急事態発生時に学校と地域、教
育委員会が一体となった迅速な対応を図ることができるよう、さらなる連携の強化に努める。

　・地域の犯罪の発生を抑制し、市民が安心して暮らすことができるようパトロールを実施できた。巡回回
数は少ない状況にあり、今後も、３課を軸に協働して、安全なまちづくりをさらに進め、青色防犯パトロー
ル車での巡回回数を増やすとともに、市内において不審者情報等があった場合には、緊急パトロールを
実施し迅速に対応していきたい。

10-（１）不審者からの安全や交通安全及び身の回りの安全の確保に努めます

●青色防犯パトロール
  学校教育課・環境政策課・生涯学習課の３課で、始業式・終業式の下校時間帯に、青色防犯パトロー
ル車での児童・生徒への安全見守り活動を行った。また不審者事案発生時に、必要に応じて行った。

10 安心・安全な学校園づくりを推進します

スクールガードリーダー巡回回数

小学校区
藤
小

藤
南

藤
西

藤
北

道
小

道
東

道
南

合
計

巡回回数 15 14 14 14 15 14 14 100
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主な事業・取組 担当課 学校教育課

　10-（２）防災教育の充実を図ります

主な事業・取組 担当課 学校教育課

点検・評価

　講座を受講した中学生は、防災に関する知識や技能を習得するとともに、万一の災害発生時には講習
内容を生かして、防災リーダーとしての役割を果たしたいという自尊感情が芽生えている。「学校生活で
は、もしもの時に友達を助けられるようになりたいです。」との感想もあり、避難訓練の機会等において校
内にも広く伝えようという意識が育った。

●交通安全教室
　羽曳野警察署の協力を得、を目的に市内全ての幼稚園、小学校１年生、中学校１年生に交通安全教
室を実施した。
　　幼稚園、小学校１年生　交差点等での歩行指導
　　中学校１年　　　　　　　　自転車の乗り方

●子どもへの暴力防止教室（ＣＡＰ）
　小学校１年生の児童が自分自身の大切さを自覚するとともに、虐待や暴力行為など危機的状況を自
分で切り抜けるための知識や方法、人権侵害などについての学習を市内小学校１年生で実施した。
　　講師：ＣＡＰプロジェクト八尾

●避難訓練
　各学校においては、自然災害発生時の様々な危険から自分の命を自分自身で守ることができるよう、
各種の防災訓練を実施し、安全な避難・適切な対応について学習した。

点検・評価

・それぞれの取り組みを通して、「自分の命は自分で守る」ということを学び、身を守る方法を考え、見つ
けるよい機会となった。交通事故、災害、誘拐や不審者の出没等の事案が発生する現状において、引き
続き安全指導に重点を置き実施していきたい。

安全教育・防犯訓練の充実

藤井寺ジュニア防災リーダーの育成

事業の概要

・市内中学生が講習や訓練等の体験学習を主とした育成講座に参加し、防災に関する知識や技術を習
得し、災害対応能力を身につける。
　　対　　象・・・市内中学生（約３０名）
　　実施時期・・・夏期休業中（８月下旬）

・受講生徒の自助の力と他者を思いやる心を育み、ジュニア防災リーダーとしての責任感や自尊感情を
高める。

実績

・８月２９日・３０日の２日間、柏原羽曳野藤井寺消防組合および危機管理室の協力で実施。
　（実施プログラム）
　１日目＝地震災害の実際についての講話、救命救急講習、テント設営、炊き出し訓練
　２日目＝無線通信訓練、初期消火、煙霧体験、放水体験
　（実施場所）第三中学校
　（講師）柏原羽曳野藤井寺消防組合および危機管理室職員
※２８年度は、道明寺小学校区から区長が視察（地域防災推進のため）

事業の概要

・幼稚園及び小学１年生、中学生を対象に、交通安全教室を実施する。

・小学１年生を対象に、暴力防止教室（ＣＡＰ）を実施する。

・各小中学校で行う災害避難訓練や不審者侵入対応訓練に加え、教育委員会との非常変災時の緊急
連絡訓練を行う。

・市内新１年生全員に防犯ブザーを配付した。

実績
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　10-（3）市立小中学校及び幼稚園の耐震化に取り組みます

主な事業・取組 担当課 教育総務課

点検・評価

　平成29年度末耐震化率１００％をめざし、小中学校の耐震工事
を行った結果、耐震化率は今年度末で87.0％になった。工事に際
しては、仮設校舎へエアコンを設置したり、周辺小中学校・高等学
校運動場を借りて教育活動を行うなど、工事の影響をできるだけ
少なくするよう努めた。現在、残りの学校の耐震化工事も進んで
おり、安全に工事を進め、平成２９年度において耐震化率１００％
を実現する。

実　　績

H28実施した工事は次の通り。
・道明寺小学校３・４号棟改築工事（Ⅱ期）
・藤井寺西小学校地震補強工事（Ⅰ期）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　・藤井寺南小学校４号棟改築及び１号棟地震補強工事

・藤井寺中学校施設整備工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　・藤井寺小学校給食配膳室等改築工事

義務教育施設の耐震化

事業の概要

　義務教育施設については、「学校施設改修（早期耐震化）計画」に基づき、耐震補強できない建物につ
いては建替えなどの手法も取り入れながら、平成29年度末までに耐震化を完了させる。
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主な事業・取組 担当課 教育総務課

主な事業・取組 担当課
教育総務課
学校教育課

実　　績

　藤井寺北小学校のトイレ改修工事を、平成27年度、平成28年度の2年で実施した。その他、28年度実
施した主な工事は、次の通り。

平成28年度　実施工事　（千円）
　・藤井寺南小学校ネットワーク改修　1,645　　　・道明寺小学校水路改修　1,118
　・道明寺小学校ネットワーク改修　1,283　　　・藤井寺小学校雨水配管改修 1,080
　・藤井寺西小学校道明寺東小学校放送設備改修  1,823
　・藤井寺中学校仮設校舎ネットワーク改修  1,060、

点検・評価

　平成２８年度は、藤井寺市立学校施設等整備実行計画通り整備を実施できた。
　財政の状況によっては、計画の前倒しも含め、検討していきたい。

教育環境の整備(「藤井寺市立学校施設等整備実行計画」
に基づく整備）

事業の概要

  学校施設は、児童生徒にとって学習と生活の場である。よりよい教育環境の実現をめざし、「藤井寺市
立学校施設等整備実行計画」に基づき、トイレの乾式化・洋式化、空調設備の整備、バリアフリーへの対
応など、様々な課題を整理し、施設設備の整備・充実に向け、計画的に取り組む。

教育環境の整備(ICT環境・教材備品の整備）

事業の概要

教育の充実、向上をめざし、ICT環境、教材備品の整備に取り組みます。
・学校サーバーの導入と維持
・導入済みパソコンの維持管理
・サーバーおよびパソコンについて今後の改善案や導入計画の立案

実　　績

　藤井寺西小学校と道明寺東小学校の2校をモデル校として、タブ
レットを導入した。各校は導入当初からタブレットを授業で活用し
た。平成28年11月には道明寺東小学校が、タブレットを活用した
公開授業を行い、平成29年1月には、藤井寺西小学校がタブレッ
トを活用した公開授業と実践報告を行った。各校からは、タブレッ
トを活用した授業実践が公開された。

点検・評価

　モデル校での活用例として、子どもたちがタブレットを活用し、学習内容を大型テレビに:転送し、班学習
で話し合いを深めたり、学習のまとめを行っていた。また教員がタブレットで、児童のノートを撮影し、大
型テレビに転送して紹介したり、デジタル資料を活用していた。さらに実践報告や公開授業では、日常的
な活用が紹介され、今までの成果と、今後の指導面・環境設備面での課題について、報告があった。
　平成29年度は、事業最終年度となるため、成果と課題を総括し、藤井寺西小学校、道明寺東小学校で
のタブレット活用状況を踏まえ、藤井寺市のICT教育をどのような形で全校で進めるのか、平成29年度中
に検討し、今後の方向性を決めていく必要がある。

11 教育環境の整備を進めます
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主な事業・取組 担当課 教育総務課

実　　績

　要保護、準要保護児童生徒就学援助については、今年度も、学校を通じて全校生徒にチラシを配
布するとともに、広報等を通じて制度の周知に努めている。

　就学援助準要保護認定者数（要保護除く）　　小学校　472人、中学校　322人、　認定率　14.5％
　特別支援教育就学奨励費認定者数　　小学校　55人、中学校　22人

点検・評価

　経済的事情によって就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の費用の一部
を援助することで、義務教育の円滑な実施に向けた児童生徒の就学支援が適切に図れた。
　今後も、国の制度や社会情勢等を踏まえ、児童生徒の円滑な就学を支援する制度として適切な実
施に努める。

就学援助制度の実施

事業の概要

　社会情勢、経済情勢の変化などを踏まえつつ、すべての児童・生徒に今後も継続して適切な支援
ができるような制度設計を行い、保護者の経済的負担の軽減を図り、教育機会の均等の確保に取
り組む。

　●要保護・準要保護児童生徒就学援助費の支給
　●特別支援教育就学奨励費の支給
　●高等学校等入学準備金の支給

12 教育機会均等の確保に努めます
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課学習のきっかけづくりの支援

事業の概要

実　　績

●文化教室（16教室）及び公民館まつり
　市民が生きることに喜びを持ち、共通の場で共に学び、学習する喜びをわかち合い、健康で明るく豊か
な文化生活を営むことを目的に、また自分の趣味や特技を活かしていく場を広く市民に提供することを目
的に5月～3月にかけ連続講座として開設した。
　公民館まつりでは、文化教室で1年間学んできた成果を発表する場を提供した（作品展示及び実技発
表）。そして、今後の公民館活動の発展につなげていく。

・公民館まつり〔平成２９年３月９日（木）～１２日（日）〕１８０名参加　９５作品出展

・受講者の方々の生涯学習ニーズに応えるよう、１年を通じて趣味や教養などに関する様々な講座を開
催し、またそれらの成果を発表する場として公民館まつりを開催した。
・受講希望者が少ない教室があったので、講座内容の見直しを検討する必要がある。
・また、開講する時間帯が平日昼間が多いため、受講者が限定されている。開講時間帯の見直しを検討
する必要がある。
・今後も市民のニーズや社会情勢に応じた教室の開講を検討する必要がある。

点検・評価

13 市民の生涯にわたる学習を支援します
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課

実績

学習のきっかけづくりの支援

事業の概要

・かがやき学級　＊年間10回（５月～３月）  延べ　６０１名
＊主な学習内容
ウォーキング現地学習（大阪城）、マリンバとピアノ演奏、社会見学（石山寺）、リズム運動で楽しく元気
に、健康寿命につながる食事

・いきがい学級　＊年間10回（５月～３月）　延べ　７７３名
＊主な学習内容
ウォーキング現地学習（真田丸跡地）、みんなで楽しむ日本の歌、社会見学（九度山）、簡単な運動・体
操で健康寿命を延ばしましょう、古市古墳群を世界遺産へ

・きらめき学級　＊年間３回〔8/28（日）、11/19（土）、2/18（土）〕　 延べ　１１０名
＊主な学習内容
市内外国語指導助手を講師に招き、英語で自己紹介やゲームをします。

・はぐくみ学級　＊年間６回〔6/17（金）、6/28（火）、7/7（木）、9/16（金）、10/6（木）、10/14（金）〕　延べ
１２４名
＊主な学習内容
子どものほめ方しかり方、親の生き方を豊かにする子育て、子どもが喜んで食べる工夫

●成人、子ども向けの学級
　生涯学習の時代を迎え、市民は自己の充実・啓発や生活の向上をめざして多様な学習機会を求めて
いる。
　市民一人一人が自己実現を図り、うるおいといきがいを持って、充実した生活を営むことができるよう
成人及び子ども向けの学級を開講する。
・かがやき学級（概ね７０歳以下の女性対象）
　女性が自らの教養を高め、より充実した日常生活を送るため女性をとりまく諸問題や生活技術を計画
的に学習する。
・いきがい学級（６０歳以上の高齢者対象）
　高齢者が、充実した日々を送り、また進んで家庭や地域社会の中での自己実現を図ることを目的とし
て充実する。
・ きらめき学級（子ども対象）
　豊かな感性を育み、子どもの健やかな成長を目的として実施する。
・はぐくみ学級（子育て中の保護者対象）
　子どもの健やかな成長発達のために、家庭が果たす役割を講義や話し合いを通して学習する。
・親子ふれあい広場(就園前の子どもと保護者対象）
　ふれあい遊びを通して子どもはもちろん、保護者も一緒に友達の輪を広げることを目的に、親子で手遊
びやリズム遊びをして体を動かす。
・親子科学教室（小学生と保護者対象）
　身近な道具を使っての製作、実験を通して、親子で科学に対する興味を高める。

●他の主催事業
・ファミリーシネマ
　家族で楽しめるＤＶＤを上映し、情操を養う。
・公民館短期講座
　特定のテーマについて、講演を行い、知識を深める。
・パソコン教室
　パソコン初心者向けの講習を行い、情報化社会に対応できるようにする。
・藤井寺高校の教員による公開講座
　地元の高校と市民との交流により、親睦及び教養を深める。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課

点検・評価

学習のきっかけづくりの支援

・親子ふれあい広場　＊年間６回〔6/24（金）、9/27（火）、10/13（木）、11/17（木）、12/6（火）、1/20（金）〕
延べ　１５４名
＊主な学習内容
手遊び、リズム遊び、親子ふれあい遊び、仲良し遊び（パラバルーン、フープ他）、運動遊び、子育てにつ
いて話し合う（子育ての悩みや情報交換の場）

・親子科学教室　＊年間３回〔7/23（土）、7/30（土）、8/6（土）〕　延べ　   ７２名
＊主な学習内容
望遠鏡作り、化石を見つけよう、手作りスピーカーを作ろう

・ファミリーシネマ　＊年間３回〔7/27（水）、12/17（土）、3/26（日）〕     延べ　１５１名
小さなバイキングビッケ、ビッケと神々の秘宝、くるみ割り人形

・公民館短期講座　＊年間２回　〔9/3（土）、9/10（土）〕　　延べ　１０１名
①「シニアのたしなみ-上手に体をメンテナンス-」
②「東風吹かば匂ひおこせよ‐梅の花の和歌史‐」

・パソコン教室　　＊　春・秋各５回　〔春　6/11（土）、6/18（土）、6/25（土）、7/2（土）、7/9（土）　秋
10/15（土）、10/16（日）、10/22（土）、10/23（日）、10/29（土）〕　　 延べ　１４４名
（前期）はじめてのパソコン
（後期）インターネット講座

・藤井寺高校の教員による公開講座　＊年間３回　共催　〔2/4（土）、2/11（土）、2/12（土）〕
　延べ　２１０名
「吹奏楽の楽しさ」、「メッセージソングフェスタ」 等

・子育て中の保護者や女性、高齢者の方々や子どもたちにとって、それぞれの学級に応じた講演や実
習、社会見学など有意義な講座の開催に努めている。
・各ライフステージに応じた内容で、好評であり次年度以降も同様に評価していただけるよう努める。
・一方で、２０代から５０代向けの教室が限られていることもあるので、その世代が参加しやすい教室の
充実に向けて検討する必要がある。

実績

事業の概要

実　　績

●支援事業
①子育てママのおしゃべりサロン　＊子育て支援グループアイセル
　子育て中の親同士の交流を図ることを目的として実施する。
②おはなし会　＊ボランティアサークルおななしころりん
③人形劇　＊めだかクラブ、ゆめふうせん
　子どもたちの豊かな感性を育むことを目的として実施する。

①子育てママのおしゃべりサロン（月１回第３水曜日：延べ２３６名参加）
　子育て支援グループアイセルが、２階幼児コーナーにて、月毎にテーマ（食育、マナー、しつけ、子ども
マッサージなど）を決め、子どもと楽しんだり、親同士でおしゃべりをしたりしながら、子育てについて学ん
でいた。
②おはなし会（月１回第３土曜日：延べ２７０名参加）
　藤井寺市ボランティアサークルおはなしころりんが、第３土曜日に、２階幼児コーナーにて、就学前の幼
児と保護者向けにおはなしや絵本の読み聞かせ、手遊びをし、３階アトリエにて小学生以上を対象にし
た、大人も楽しめる昔話などのお話を語っていた。
③人形劇〔６月１２日（日）、９月４日（日）、１１月２７日（日）、３月５日（日）：延べ１７７名参加〕
　人形劇サークル「めだかくらぶ」と「ゆめふうせん」による人形劇をおこなった。エプロンシアターやパネ
ルシアターもあり、子どもたちが参加しながら見ることができる内容であった。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課

点検・評価

学習のきっかけづくりの支援

事業の概要

●識字・日本語教室
　読み書きを中心に、日常生活で必要な日本語習得を支援する目的で月に２回実施する。

・日本語教室の参加者は１０名（韓国、中国、パキスタン、ネパール、ベトナム）であった。(毎月第２・４土
曜日：延べ48名）　また、識字教室の参加者はなかった。

・国籍等を問わず、文字の読み書きや日本語を学びたい人を対象に学ぶ機会を提供するため、「藤井寺
市識字・日本語対策推進指針」に基づくマニュアルにより実施した。

・日本語学習者に対しては日本語学習教材等を使用し、ボランティアによる学習指導を行った。

・日本語学習者は、年間を通し熱心に取り組まれていた。ボランティアの方も親身になって穏やかな態度
で学習支援にあたっていただき、学習者の意欲は高まっている。
・教室に来られる学習者一人ひとりの目的が違い、またボランティア自身の思いや考えも違うので、系統
的な学びになっていないところがある。そのためにも個別のカリキュラムを作成するコーディネーターの
育成を検討する必要がある。
・28年度末頃から、学習者の数が少しずつ減少していることから、今後の事業のあり方として、市国際交
流協会の日本語教室との協力・調整も視野にいれていくことを検討していく必要がある。
・市民への周知については、市広報への掲載回数を増やすなど、学ぶ機会を求めている学習者への周
知方法を考える。

実　　績

点検・評価

①子育てママのおしゃべりサロンについて参加者からは「テーマを決めて子育ての話ができる場があっ
てよかった」等、毎月好評であった。しかし、長年続けて来られたボランティアのスタッフが少なくなってき
ており、事業継続に向けての課題となっている。
②おはなし会では、おはなしや絵本の読み聞かせ、手遊びを通して、子どもの豊かな感性が育まれてい
る。
③人形劇について、「めだかくらぶ」は話の中で出てくる昔の言葉を、子どもが理解しやすい表現にかえ
て上演するなど、昔話を語り継いでいくことを大切にしている。「ゆめふうせん」は子どもが喜ぶように、冗
談や楽しい表現を交えながら上演し、参加者を楽しませている。どちらも、子どもたちの豊かな感性を育
む機会となっている。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課学習のきっかけづくりの支援

事業の概要

実　　績

点検・評価

●ＰＴＡ人権啓発講座
　人権をテーマにした講演会を子どもたちに影響の大きい、保護者（ＰＴＡ）を対象として、各学校単位で
実施する。

小・中学生の保護者（PTA）を対象とした人権啓発に関する講座を、小・中学校とともに実施した。

　　　＊場　　　所　　→　小学校・・会議室、体育館等
　　　　　　　　　　　　　　　中学校・・パープルホール
　　　　 参加人数　　→　小学校・・計　８８６名
　　　　　　　　　　　　　　　中学校・・計　　５４名

・PTA主催の人権学習は、保護者自身の人権意識の向上、子どもの人権保護に役立っている。実施前
に内容を精査することで、今後高い成果をあげられると期待されるため、今後も全校で実施していきた
い。
・各校２万円の予算で講師を選考いただいているが、金額の関係で講師選定に制限があるという声も
あった。現在は、各校ごとに実施されているが、複数校合同での実施などにより、予算面の対応策を講じ
ていきたい。
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主な事業・取組 担当課 生涯学習課

事業の概要

実　　績

点検・評価

　市立生涯学習センターを利用する自主学習グループが、その学習の成果を広く市民にアピールするた
めに設置している作品展示コーナーについて、昨年に策定した要領に基づき、積極的に活用されるよう
ＰＲを行う。
　また、新たな仲間を求める自主学習グループにあっては、その支援のため、掲示板「グループのひろ
ば」が積極的に活用されるよう周知するとともに、窓口での学習相談時に市民に紹介し、学習者のニー
ズに沿ったコーディネートを実施する。

・市民の生涯学習活動の拠点施設としての役割を果たしていくため、必要な設備や備品等も整備しなが
ら登録グループのニーズに応じた諸室の貸し出しをおこなった。
・文化教室の古典文学教室の卒業生を母体とした「万葉空間」、ベーシック英語教室の卒業生を母体とし
た「Yellow Club」などがサークル活動をおこなっており、登録グループとして諸室を拠点に活動した。

・グループ登録　７１グループ（うち公民館事業からの立ち上げ１３グループ）
　絵画、音楽などの文化系グループ（３９）
　グランドゴルフ、体操などの運動系グループ（１８）
　その他のグループ（１４）
・１階展示コーナー　使用団体数延べ２１団体　使用日数計２０３日

・主に各登録グループが生涯学習センター諸室を利用しているが、引き続き諸室の機能充実等に努めた
い。
・各グループ活動の活性化に伴い、諸室の利用希望が重複するケースが増えつつある。できる限り利用
いただけるような方策を検討する必要がある。
・展示コーナーやグループのひろばについては、それぞれのグループが効率よく展示発表等できる場と
して運営していく必要がある。そこで昨年度に策定した要領に基づき適正に運用していくとともに、今度も
作品展の開催を広報で周知していき、学習の成果が多くの市民の目に触れる機会をつくりたい。
・何かを学んでみたい市民と現在、様々な活動を実施しているグループをつなぐための手段について
は、現在の掲示による方法や窓口での紹介以外についても採用できる方法がないか検討を進める。そ
れにより、それぞれのグループに新たな参加者が増えるよう支援していく。また、新たな自主学習グルー
プを結成するには、時間と場所の確保が必要となるので比較的稼働率の低い時間帯や曜日に主催事業
を移したり、貸し出せる部屋を増やす対応を検討する必要がある。

自主学習グループへの活動支援
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主な事業・取組 担当課 図書館

事業の概要

1.市民ニーズに対応した図書館資料の整備・充実・保存
　高度化・多様化する市民ニーズに対応した資料提供ができるよう、図書館資料の充実に努める。具体
的には、図書（一般書・児童書）を中心に視聴覚資料や逐次刊行物も含め、全分野にわたって資料の整
備充実に努めるとともに、蔵書構成に配慮しながら資料収集を図る。

・新刊書（小説・実用書・教養書・参考図書・児童書・絵本・大活字図書・地図）
・逐次刊行物（雑誌・新聞）
・視聴覚資料（ＣＤ・紙芝居）
・郷土資料（藤井寺市、南河内地区、大阪府に関する資料）の収集・整理
・子どもの読書推進のための児童書の充実
・視覚障がい者用図書（録音図書・点訳絵本）の自館作成
・蔵書の管理・保存（不正持出防止システム）

2.郷土の文化の継承・保存
　藤井寺市に伝わる昔話集「藤井寺むかしばなし　やっつけられた たかたか坊主」（中野　千代‖著）に
収録された話をおはなし会で語る。また、その「藤井寺むかしばなし」の販売等を通じて、子どもたちをは
じめ様々な年齢層に、郷土を理解し、愛する心を育てるとともに、郷土の文化を伝えていく。
　郷土資料の一部として、『市史・紀要・文化財シリーズ』在庫の保管、市史編纂事業に使用した古文書・
マイクロフィルム・ネガ・写真等の保存を図る。

3.障がい者・高齢者に対する読書支援、サービスの充実
　録音図書・大活字図書の収集をすすめる。また拡大読書器・音声読書器・貸出用録音図書再生機等の
機器を活用しサービスを充実させる。
　同じく整備したデジタル録音機、ＣＤコピー機等の録音図書製作機器による録音図書の自館製作を推
進します。また、視覚障害者情報総合ネットワーク『サピエ』に加入し、デイジー図書を迅速に提供する。

地域の課題解決のための支援

●図書館資料の充実（H２８年度整備分）
①一般図書５，３１０冊
②子どもの読書推進のための児童書の充実２４７冊
③逐次刊行物
（内訳）雑誌７１種、新聞７種、紙芝居６８冊
④視聴覚資料（ＣＤ）６３枚
⑤郷土資料３２冊（購入分は一般図書購入費に含む。寄贈本あり）

●図書館資料の貸出状況
①個人貸出　３００，７１３冊（７８，８５０名・実利用登録者７,７５１名）
　内訳　図書２８１，６９９冊・雑誌１０，３５７冊・紙芝居２，３１１冊
　　　　　CD　　６，２４２枚　・　VHS・DVD　　１０４点
②団体貸出１４，９５１冊・１４７団体
　　　　（市内保育所・市内小学校・家庭文庫・学童保育施設・子育てサークル・老人介護
　　　　　施設他）

実　　績

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
蔵書冊数 144515145931146712150409148920150546151887153057154089154289155607156222

135000
140000
145000
150000
155000
160000

蔵書冊数

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
蔵書冊数 144515 145931 146712 150409 148920 150546 151887 153057 154089 154289 155607 156222

135000

140000

145000

150000

155000

160000

蔵書冊数

14 生涯を通じて読書に親しめる市立図書館をめ
ざします
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実績

分野別貸出冊数

●蔵書の適正保管
　図書不正持出防止システムにより、蔵書の管理を行った。

●視覚障がい者への読書支援
　朗読ボランティア３２名により、９タイトルの録音図書を作成し、ほかに大活字図書６０冊購入、録音図
書再生機を５台貸出するなど、視覚障がい者への読書支援を実施した。視覚障がい者のべ３２９名に対
して、録音図書を貸出した。また、平成２６年度より視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」に加入して
いる。
　広報平成２８年１０月号において、デイジー図書のＰＲを行った。

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
総貸出冊数 220,872 229,949 236,785 262,753 274,689 288,291 286,726 267,790 249,855 243,691 296,934 300,713

150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000

貸出冊数

0%
5%
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20%
25%
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45%

藤井寺市民の図書館貸出利用率（年代別）

分野別貸出冊
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主な事業・取組 担当課 図書館

点検・評価

●図書館資料の充実
　 子どもの読書推進のため児童書の充実を目指し、通常分に加えて絵本やよみもの、調べ学習に役立
つ図書など２４７冊を購入した。郷土資料については、行政資料に加え郷土史関係図書などを収集した。
今後も蔵書の充実に努める。

●図書館資料の貸出状況
　団体貸出冊数は増加傾向であるが、個人貸出冊数は、平成２２年度をピークに減少していたが、平成２
７年度より貸出冊数の上限を１５冊に増加したことが認知され、今年度の個人貸出数は個人貸出冊数が
３００，７１３冊まで増加した。貸出人数も前年度より若干増加し、積極的に図書館を活用する層が増えて
きたためと考えられる。今後も図書館サービスの向上や利用者ニーズの把握により、貸出冊数の増加に
努める。
　語り手派遣事業用図書の貸出冊数は、平成２８年度は１，１４２冊と、平成２７年度の１，９０８冊、平成２
６年度の１，３６４冊と比較しても大幅に減少しているが、ブックトークやおはなし会等の語り手派遣事業
の実施回数が大幅に減少しているわけでもなく、ブックトークの内容等の変化に対応するため、一般の
蔵書を利用する比率が上昇しているものと考えられる。今後、語り手派遣のニーズも踏まえて、図書館資
料の収集にも努める。

●蔵書の適正保管
　不正持出防止システムの設置が、利用者への啓発となり、不明図書防止に役立っている。今後も全て
の新刊書に不正持出防止処理を施し、蔵書の適正な保管を図る。

●視覚障がい者・高齢者への読書支援
　録音図書（カセットテープ図書・デイジー図書）点字図書を貸出している。未所蔵のものについては他の
公共図書館・点字図書館・ＮＰＯ法人より借用し、ニーズに応えている。サピエに加入したことにより、デイ
ジー図書のダウンロードやオンラインリクエストが可能になり、今までより迅速に利用者に提供できるよう
になった。貸出数は録音図書が３２９名に３３８点となっている。利用登録者は１２名となっており、昨年度
に比べて増加してきている。今後も継続して広報誌でＰＲを行っていきたい。デイジー図書再生機は、５
台貸出した。今後もサピエを利用し、データベース化されたデイジー図書を利用者に迅速に提供してい
く。

レファレンスサービスの一層の充実

事業の概要

●図書館サービスの向上
　貸出・予約・リクエスト・レファレンスサービス（調査・相談）等に適切に対応し、図書館サービス機能の
向上を図る。
市民が他市の図書館で貸出を受けることができる広域相互利用を実施する。

・レファレンス対応力の向上
・府立図書館・他市立図書館等との連携・協力
　　リクエスト図書の相互貸借・情報の提供
・広域相互利用実施
　　松原市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、八尾市、東大阪市、
　　柏原市、大阪市、太子町

●予約･リクエスト図書の迅速な提供
　市民が求める資料をできるだけ早く提供するため，公共施設循環バスを活用して、日・月を除く週５回、
アイセルシュラホール図書コーナーおよび支所図書コーナーへ図書を搬送し、予約･リクエストに応えた。
　平成２８年度の予約受付件数は３６，１８２件であり、うちインターネットからの予約件数は１５，４５７件
あった。

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
予約冊数 19142 20627 22024 23681 23708 23730 26382 28760 30034 30720 35594 36182
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25000
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35000

40000

予約・リクエスト冊数
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主な事業・取組 担当課 図書館

実　　績

点検・評価

●予約･リクエスト図書の迅速な提供
　予約・リクエストの件数は前年比１．６５％増となっており、うち、インターネットからの予約は予約全体の
４２．７２％を占める。
貸出冊数上限の増や、インターネットサイト上からの貸出延長などのサービスが定着してきたものと考え
られる。公共施設循環バスの配送便は今後も活用し、予約・リクエスト図書の迅速な対応を行っていく。

●図書館の相互利用
　藤井寺市立図書館における広域相互利用制度による平成２８年度の貸出冊数は１０，５８３冊であり、
平成２７年度の１０，４７４冊と比較して、微増している。本市も含めて広域相互利用を行っている各市の
ＰＲにより、広域相互利用制度は広く認知されつつあり、一定の利用があるものと考えている。また、平成
２８年度より太子町との相互利用も開始した。他市の住民から、電話による問い合わせも多く、今後とも
関係市町と連携を図りながら、広域相互利用制度のＰＲに努めるとともに、広域全体としての図書館サー
ビスの充実に努める。

●レファレンスサービスにおける対応
　レファレンスサービスを充実させるため、大阪公共図書館協会や大阪府立図書館主催の研修に職員を
派遣した。

●図書館間の連携･協力による情報提供
　他の図書館との連携協力は、本市図書館の蔵書整備の限界や、出版流通上入手が不可能な本を提
供する上で欠かせない。より緊密に協力を深めたい。

実　　績
●図書館の相互利用
　松原市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・八尾市・東大阪市・柏原市・大阪市、及び本市
の図書館を互いの市民が相互に利用できる広域相互利用を、実施している。さらに、太子町と平成２８年
７月より相互利用を開始した。

●レファレンスサービスにおける対応
　市民の求める情報提供について調査相談を実施し、資料提供に努めた。(文書による調査５件)

●図書館間の連携・協力による情報提供
　自館所蔵資料のみならず、市民の求める資料は、全国の図書館から借り受けて提供した。(他の図書
館から借り受けて利用者に提供した本は２，３５８冊)

ICTを活用したサービスの向上

事業の概要

●インターネットを活用したサービスの充実を図る。
　・蔵書検索・予約・利用状況照会・貸出延期
　・ホームページの常時更新

●図書館ホームページの情報発信
　図書館のイベント情報やお知らせなどを、写真・イラストを入れてわかりやすく、毎月１回更新している。
また、新着図書の紹介や、市民より要望のあった大活字図書のリスト、読書貯金通帳の簡易版などを引
き続き掲載している。
　また、市ホームページや、子育てアプリ「でらっこ」によるイベント情報の発信も行っている。
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主な事業・取組 担当課 図書館

点検・評価

●図書館ホームページの情報発信
　図書館のホームページは、毎月１回以上の更新を行い、積極的に情報の発信を行っている。読書貯金
通帳の簡易版においては若干名の利用があった。
また、図書館ホームページに掲載している、１階展示室の「古墳をつくる」ジオラマの写真をきっかけとし
た出版社からの取材依頼などもあった。

●インターネットサービス
　Ｗｅｂ（インターネット）サービス利用登録者は前年比２３．４３％増、Ｗｅｂ（インターネット）予約件数は前
年比９．０５％増となった。
予約図書の連絡方法として、メールを希望する利用者も多く、また、こまめに電話による連絡もしているこ
とから、予約資料の回転が速くなった。
　今後も図書館だよりやホームページ、ちらしなどにより、Ｗｅｂサービスを市民に周知するとともに、新規
登録者には、Ｗｅｂサービスの登録を促すことにより市民サービスの向上を目指す。

●インターネットサービス
　Ｗｅｂ（インターネット）サービス利用登録者は、１，８４５名、Ｗｅｂ（インターネット）予約件数は１５，４５７
件であった。

実　　績

快適な読書環境の整備

事業の概要

1.子育て支援の推進
　乳幼児向けの図書及び情報を提供するとともに、読み聞かせや講座を実施し、子ども連れでも利用し
やすい環境の整備を行う。

・子育て支援のための「絵本入門講座」の開催
　乳幼児と保護者が一緒に学ぶ機会として、「読み聞かせ」や「良い絵本」の紹介、「わらべ歌」や「手遊
び」なども交えて、乳幼児期からの読書習慣の大切さを楽しみながら学んでいただく。

・子ども連れの家族が利用しやすい環境の整備
　小さな子どもを連れた家族が、安心して快適に利用しやすいよう、授乳やおむつ替えのための「赤ちゃ
んの駅」や、男女トイレ内には、ベビーチェアとおむつ交換シートを設置している。
　一階の幼児コーナーには紙芝居、絵本、ぬいぐるみ、おもちゃ等を置いている。
また、幼児向けの行事を実施する。

・公共施設・子育て支援団体などに備品の貸出
　保育所や幼稚園、子育てグループなどに人形劇の舞台や紙芝居の枠、パペット人形などの備品を貸出
して、子育て支援をサポートする。

実　　績

●幼児コーナーの充実
　寄贈本から幼児向け絵本を２０冊選書し、追加で設置した。その結果、幼児コーナーの設置冊数は、絵
本２０８冊、紙芝居１００冊となった。子育て中の人に役立つチラシやパンフレット類を設置し、情報提供
の場としても活用した。
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主な事業・取組 担当課 図書館

●定期的な図書の入替
　アイセルシュラホール図書コーナー、支所図書コーナーおよび川北配本所の図書の入替については、
配送便の空きを活用して適宣入替を行っていく。また、春・秋に季節ごとにニーズの高まる本、新規購入
本などを入替えし市民のニーズに沿った本棚作りに努める。

●出張サービスの実施（Ｈ２８新規）
　月２回水曜日の午後２時から３時まで開設している。市北西部在住の個人や団体を主な対象とした
サービスポイントだが、始めたばかりということもあり認知度も低めである。これから一層のPRをしていく
必要がある。

点検・評価

点検・評価

●幼児コーナーの充実
　幼児コーナーの更なる利用を目指して、引き続き、絵本や紙芝居、子育てに役立つ情報紙などを設置
し、充実に努める。破損・汚損のある絵本は随時廃棄するため、本棚に並んでいる本が少なくなることが
ないよう、寄贈本等を活用し、幼児コーナーの絵本の補充を行っていく。

利便性の向上

事業の概要

●図書館サービス体制の充実
　市民へのきめ細かなサービスを展開するため、図書の受け渡し場所を市立図書館・アイセル　シュラ
ホール図書コーナー・支所図書コーナー・川北配本所の市内４施設、及び市役所に設け市民の利便性
の向上を図った。
・予約・リクエスト図書の定期的な搬送（公共施設循環バス）と迅速な提供
・定期的な図書の入替による、蔵書の刷新
・ゴールデンウィークフルオープン
・夏休みフルオープン

実　　績

●定期的な図書の入替
　川北配本所については、月２回の開設の際に図書の入替を行っている。
アイセルシュラホール図書コーナーについては４月と９月に、支所図書コーナーについては６月と１０月
に、それぞれ１,０００冊程度の入替を行った。また、前述の配送便に空きがある場合、予約図書以外の
図書を入れてもらうなどして、少しずつ入替を図っている。

●出張サービスの実施（Ｈ２８新規）
　平成２９年２月２２日より、市役所１階情報交流ひろば「ふらっと」において、月２回の出張図書館サービ
スを開始した。予約資料の貸出・返却、予約の受付のみだが、２月・３月の３回の開設で、貸出人数１２
名、貸出冊数３５冊、返却冊数９３冊の利用があった。

●ゴールデンウィークフルオープンの実施
　４月２９日～５月５日までのゴールデンウィーク期間中、市民が読書に親しむ機会となるよう、休館日な
しでフルオープンを実施した。(期間中利用人数１，４１５名　期間中貸出冊数５，８８４冊)

●夏休みフルオープンの実施
　夏休み期間を利用して、多くの子どもや市民が読書に親しむ機会とするため、７月２１日～８月３０日ま
での間、月曜日も開館した。(期間中利用人数 ８，３５６名　期間中貸出冊数 ３３，４８３冊)
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主な事業・取組 担当課 図書館

●ゴールデンウィークフルオープンの実施
　ゴールデンウィーク中は、親子連れの来館者が多く見られ、新規の登録者は２８名であった。４月２９日
子ども向き行事には、子ども５５名・大人３５名、５月５日子ども向き行事には、子ども２４名・大人２０名の
参加があった。
　ゴールデンウィーク中ということで、親子で楽しんでもらえるような行事を企画した。

●夏休みフルオープンの実施
　夏休みフルオープンは，平成１６年度より実施しており、市民にも浸透している。７月１９日の子ども向け
行事には、子ども５９名・大人４７名の参加があった。夏休みに行う行事であるため、親子で来館し、楽し
んでもらえるような内容のプログラム作りを考える。

学校図書館との連携の推進

事業の概要

1.学校図書館との連携強化
　子どもたちが多くの時間を過ごす学校での読書活動が活発になるように、学校司書や学校図書館担当
者と連携を強める。
　さらに学校図書館支援として、Ｗeb利用での図書の予約を推進し、図書館が所蔵する児童書を長期貸
出して、調べ学習や自由読書用に利用するように勧める。
　また、図書館職員が学校図書館へ年１～２回訪問を行い、学校司書との意見交換の場を設ける。さら
に市内小学校からの図書館見学や、市内中学校からの職業体験学習の受け入れも行う。

2.子ども読書活動の推進
　子どもたちが読書の楽しさを知るきっかけを作るとともに、生涯にわたる読書習慣を身に付けることが
できるように下記事業を実施する。

・各種行事の実施
　子ども読書活動推進のための「子ども読書の日行事」「絵本と紙芝居の読み聞かせ（毎週水曜日）」や
「えほんとおはなしのへや（毎月２回土曜日）」「こどもの読書週間行事」「夏休み行事」「クリスマス行事」
等の行事、毎月のテーマを決めて本の展示などを実施する。

・団体貸出サービス
　家庭文庫、学校、幼稚園、保育所など市内にある団体への本の貸出を積極的に行い、市民と共に読書
推進に取り組む。
　また、学校との連携の中では、図書についてのレファレンスを受け、学習に必要な図書を貸し出したり、
学校、幼稚園からインターネットを利用して予約された図書を貸し出す。

・大阪女子短期大学との連携事業
　藤井寺市と大阪女子短期大学が、教育、文化等、様々な分野で連携協力することを目的として、協定を
締結している。
　図書館では、子どもの読書活動を推進し、子育て支援をサポートするため、幼児教育科の学生や、「絵
本クラブ」学生による図書館での行事などの協働事業をすすめる。

・新一年生に図書館利用バッグを配付
　来館した新一年生にオリジナル「図書館利用バッグ」を配付し、図書館利用を呼びかける。

・「小学生夏休み一日図書館員」体験を実施
　図書館に理解と親しみを持ってもらうため、小学生を対象に図書館の仕事を体験してもらう企画を実施
する。

・読書貯金通帳を発行
　中学生以下を対象に、読書貯金通帳による啓発を行う。通帳型の冊子に、読んだ本のタイトルや感想
など読書の記録を書き込むことで、読書意欲の向上や、図書館利用を促進する。

点検・評価
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実　　績

●.学校図書館との連携強化（H２８新規）
　図書館と学校図書館司書の連携を図るため、平成２９年３月にWebを利用した掲示板を設置し、情報提
供や意見交換を行った。

●各種行事の実施
　定期行事として水曜日の「紙芝居と絵本の読み聞かせ」、第二・第四土曜日の「えほんとおはなしのへ
や」行事のほか、夏休み行事、クリスマス会などの季節行事を実施した。「えほんとおはなしのへや」で
は、子どもの図書館サービスの利用促進につながるよう、月に１度職員が読み聞かせを行なった。
また、毎月、テーマを決めた本の展示・貸出のほか、時宜に合わせた本を展示貸出するミニ展示のコー
ナーを2か所に増やし、「児童書展示コーナー」も設置し本の紹介・貸出に努めた。

●団体貸出サービス
　市内の学校園・保育所等各種団体に利用登録をしてもらい、貸出冊数２００冊を上限として一ヶ月間貸
し出すサービスを実施した。登録団体１４７団体に１４，９５１冊を貸し出した。１０団体に１３の大型紙芝
居・パネルシアターを貸し出した。

●新一年生に図書館利用バッグを配付
　利用バッグの年間の配付数は１７０枚であった。図書館という公共施設を知ってもらうとともに、利用を
促すことを目的として、市内の小学新一年生が来館した時に、オリジナルの手提げバッグとカードホル
ダー、子ども向け利用案内の３点セットを配付した。

●夏休み一日図書館員体験を実施
　実際に図書館の仕事を体験して、より一層、図書館を身近で利用しやすい施設であることをＰＲするこ
とを目的として、小学４～６年生を対象に、夏休み中の２日間（８月１７日・８月２０日）各日４名を募集し
た。

●読書貯金通帳による啓発
　中学生以下を対象として、通帳型の冊子に、読んだ本のタイトルや感想などの読書の記録を書き込む
ことのできる「読書貯金通帳」を希望者に提供した。また、図書館利用バッグを受け取りに来た新一年生
にも配付し、小学校から要望があれば希望部数を配送した。

●大阪女子短期大学との連携
　幼児教育科の学生による手作り絵本を「カワイイ手作り絵本展」と銘打って、図書館で１ヶ月間展示し
た。また、「絵本クラブ」のメンバーによる絵本の読み聞かせを図書館一階幼児コーナーで、２回（１０月９
日･２３日）行った。　参加総数　子ども１２名　大人１２名。

●学校図書館との連携強化（H28新規）
　現在のWebによる図書の予約や掲示板を活用した連携を推進するとともに平成３１年度の学校系ネット
ワーク再構築に伴う学校図書館と市立図書館のネットワーク化について、実現に向けて取り組んでいく。

●各種行事の実施
　定期行事のほか、４月２９日の「子ども読書の日」行事・５月５日の「子ども読書週間」行事、夏休みおた
のしみ会、クリスマス会の４つの大きな行事が問題なく行われた。前年度と比べると行事への参加人数
は増えており、さらにＰＲを行っていきたい。毎月の「テーマ展示」と「ミニ展示コーナー」・「児童書展示
コーナー」については、引き続き展示を行い、利用者のニーズの把握に努め、貸出につなげていきたい。
また、子どもへのサービスを充実させ、読書活動の推進に努める。

●団体貸出サービス
　平成２８年度の団体貸出数は、過去最多となった。これは、各学校に学校司書が配置されたことなどに
より、図書館と学校図書館との連携が進んでいることや、児童福祉施設等の団体利用の増加が要因と
考えられる。登録団体を増やすととも学級文庫などで図書館の蔵書を有効活用することなどで貸出数も
伸ばしたい。また、再活用図書や団体貸出のPRにより学級文庫の充実を図る。

点検・評価

子ども 大人 合計
紙芝居と絵本の読み聞かせ（年間47回） 351 186 537
えほんとおはなしのへや（年間23回） 188 193 381
夏休みお楽しみ会 59 47 106
クリスマス会 56 39 95

行事名
参加人数
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主な事業・取組 担当課 図書館地域ボランティアとの協働

事業の概要

1.地域ボランティアへの活動支援と協働
　ボランティア向け研修や講座の充実を図り、おはなしの語り手及び朗読ボランティアの育成に努める。
語り手派遣事業や各種行事をボランティアとともに充実させ、図書館事業の発展をめざす。

・図書館ボランティアの育成
　図書館ボランティアの育成を図る目的で、「ストーリーテリング」「朗読」等の講座・研修会を開催する。
また、ボランティア活動を支援し、ボランティアとの協働により、読書推進事業を行う。

・語り手派遣事業
　市内の小学校、幼稚園、保育所、子ども会、子育て支援事業、介護施設、支援学校等に図書館ボラン
ティアを派遣し、「読み聞かせ」「ブックトーク」「おはなし会」等を実施し、幼児、小学生から高齢者まで読
書の楽しさを伝える。

●子どもの読書推進のため 、おはなし会の語り手を養成する講座を開催
①ストーリーテリングステップアップ講座（全４回）受講生　７７名
②ストーリーテリング指導者研修会　（全３回）受講生　７２名
　「藤井寺市ボランティアサークルおはなしころりん」人数３６名

　平成２８年度は、語り手ボランティアとなって年数の浅い会員向けた技術向上のための講座と、全ボラ
ンティアを対象とした指導者研修会とを行った。各地域において語り手として活動実績のある講師や、大
阪国際児童文学振興財団の土居安子氏を招聘し、語り手に必要な知識を深める研修を行った。

●視覚障がい者への読書支援としての朗読ボランティア養成
①朗読講習会（上級）　　（全１０回）　　受講生　１４０名
②朗読講習会（専門）　　（全１０回）　　受講生　２６３名
　「藤井寺市朗読の会ひびき」人数３２名

●新一年生に図書館利用バッグを配付
　図書館利用バッグ受け取り時に、新規で利用登録をする児童も見受けられた。配付後、利用バッグ持
参で来館される方も多く、便利に活用してもらっている。受け取りに来たのは新一年生の約３３％と昨年
より減少している。今後は小学校別受け取り人数の統計を取るなどし、さらにＰＲに努めるとともに、引換
案内と同時によい本の紹介をするなど、より多くの児童に来館してもらえるよう働きかけていく。

●夏休み一日図書館員体験を実施
　定員８名に対して２６名の応募があったため抽選し、８月１７日・８月２０日の各日４名、全８名の児童を
受け入れた。学年や学校が違う児童たちが、調べものの実習では、お互いに協力して課題をやり遂げて
いた。今後も引き続き実施し、図書館が身近で役立つ施設であるという認識を、多くの子どもたちにもっ
てもらいたい。

●読書貯金通帳による啓発
　子どもたちが読んだ本を通帳に書き込むことで達成感を味わい、読書を習慣づけることにもつながっ
た。さらに保護者が子どものために、読んだ本の記録を残す冊子としても活用してもらっている。今後も
啓発を続け、読書意欲の向上や図書館の利用促進を図っていく。また、読書貯金通帳を知らない利用者
のために、図書館行事や図書館見学等で通帳の紹介・配付をし、できるだけ多くの方に活用していただ
きたい。

●大阪女子短期大学との連携
　「カワイイ手作り絵本展」は、平成２８年度は約９０点を展示した。図書館利用者にも好評であり、継続し
て行ってきた展示であるが、平成２９年度は短期大学での製作予定がないため、新たな連携を協議して
いく。
「絵本クラブ」の学生による読み聞かせを、２回行うことができた。学生の学業が優先するため、開催回
数、開催日時など調整しづらく、広報が難しい状況である。事前の打ち合わせなどの課題はあるが、平
成２９年度も絵本クラブに読み聞かせに来ていただけるよう、協力要請を行っていく。

点検・評価

実　　績
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●子どもの読書推進のため 、おはなし会の語り手を養成する講座を開催
　ボランティア自身の向学心に加え、指導者研修会へ参加することで、語り手ボランティアの技術が向上
しており、語り手派遣先の小学校などからの評価も非常に高い。語り手ボランティアの会員の中には、本
市のストーリーテリング講座の講師として活動していただいている方もおられる。

●視覚障がい者への読書支援としての朗読ボランティア養成
　朗読ボランティアには、視覚障がい者を対象とした録音図書・雑誌製作や対面朗読をはじめとした障が
い者サービスに協力をいただいているほか、「紙芝居と絵本の読み聞かせ」や図書館行事などの児童向
けの事業にも協力いただき、市民への読書支援に大きく貢献していただいている。
　しかし、主要メンバーの高齢化やデジタル録音環境への移行もあり、新しいメンバーを確保することが
急務である。平成２８年度の朗読講習会（上級）では、受講生１３名全員が修了し、うち１１名が朗読ボラ
ンティアとして藤井寺市朗読の会ひびきに入会した。３年という長期にわたる研修では、それぞれの事情
により継続をあきらめざるを得ないこともあるため、次サイクルからは講習会の密度を上げ、２年で修了
することができるようにする必要がある。
　今後はできるだけ職員がボランティア団体の総会に参加することで、団体の活性化や連携を深めてい
く。

●語り手派遣事業
　市内各種団体におはなしの語り手ボランティアを派遣している。読み聞かせだけでなく、ブックトークな
ど、読書活動推進の手法として多様化するニーズにも対応している。ブックトークは３０回５２クラスで行っ
た。派遣回数は２２５回で子どもたちの読書意欲の推進に大いに貢献している。

●語り手派遣事業
　市内小中学校・幼稚園など各種団体におはなしの語り手を派遣し、「絵本の読み聞かせ」「おはなし会」
「ブックトーク」を実施し、読書活動を推進する取組みを行った。
（参考）平成２８年度　派遣先及び派遣件数の内訳
市内幼稚園４３回・市内小学校７０回・市内保育園（私立を含む）４１回・
老人介護施設２２回・子育て支援グループ１４回・その他３５回

実　績

点検・評価

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
語り手派遣回数 190 218 215 194 215 229 233 225
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15-(1)スポーツ推進基本計画を策定します

主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

点検・評価

　平成29年度も引き続き、基本計画（案）に関する審議会を開催し、審議会より基本計画（案）に関する答
申を得た後、その答申に基づき、基本計画（案）に対するパブリックコメントを実施し、パブリックコメント結
果も踏まえたうえで平成29年度中に完成させる。

藤井寺市スポーツ推進基本計画の策定

事業の概要

　子どもから高齢者まで、スポーツ団体はもとより、ファミリーやグループなどの少人数でも多種多様なス
ポーツ活動ができる環境づくりをめざし、スポーツ推進施策をより体系的・効果的に推進することを目的と
した、「藤井寺市スポーツ推進基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定する。
　この基本計画は、文部科学省が定めるスポーツ基本計画及び大阪府のスポーツ推進計画を参酌し、
本市の実情に即したスポーツ推進に関する計画を定めるものである。
　策定にあたっては、藤井寺市スポーツ推進審議会の答申を受けた基本計画（案）の内容に対し、パブ
リックコメントの実施を経たうえで、完成をめざす。

実　　績

　平成28年度中の完成をめざすべく、同年度に藤井寺市スポーツ推進審議会を計3回実施し、基本計画
（案）の内容等に関して検討してきたが、新たに策定された第五次藤井寺市総合計画及び藤井寺市教育
振興基本計画とも整合性を図る必要がでてきたため、同年度内の完成には至らず、継続審議することと
なった。

市民の多様なニーズに対応した施設の整備

事業の概要

　高齢者や障がい者にも配慮し、市民が安全に安心して施設を利用していただけるような環境整備を継
続して進めていくとともに、利用者のニーズに対しても必要に応じて迅速に対応していく。
　また、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の市民が気軽に参加することができる事業のひとつとして、
市民ニュースポーツフェスタを引き続き実施していく。
　更に、山添村との交流ゲートボール大会や、3市町ふれあい交流グラウンド・ゴルフ大会など、高齢者が
多く参加されるスポーツ事業の更なる充実を図る。

実　　績

　本市が管理する各種スポーツ施設のうち、経年劣化の著しい部分について、順次修繕を行い、利用者
のよりよいスポーツ活動の環境作りのための整備を行った。
（施設の修繕等）
・市立スポーツセンター管理棟改修
・プール循環ろ過装置送水弁の修理
・心技館屋上防水改修
・市民総合体育館正面入口に一旦停止線を表示
・市民総合体育館敷地内案内看板改修
（その他緊急修繕）
・ 防球ネット修繕、トイレ水回り修繕、草刈機修繕等

（備品購入）
・スポーツセンターＡＥＤ買い替え
・集会用テント購入（1.5間×2間）
・集会用テント購入（2間×3間）
・その他施設備品等購入
　スポーツ事業については、市民ニュースポーツフェスタをはじめ、幅広い年齢層の市民が気軽に参加す
ることができる事業を開催した。（各種事業における詳細に関しては、「スポーツ振興事業の充実」の各種
事業の実績欄に記載）

15-(2)市民の多様なニーズに対応したスポーツ施設の整備及び運営の改善に取り組
みます

15 スポーツの振興とスポーツを通じたコミュニティの
活性化に努めます
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主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

15-(3)スポーツ振興事業を充実します

点検・評価

　各項目に関しては、平成28年度当初予算によるものについては、計画通りに実施し、水回り関連等緊
急を要する場合については即時修繕処置をとった。
　また、障がい者に限らず全ての利用者に対する安全面への配慮について、バリアフリー化対策をはじ
め、トイレの洋便器化や、体育館競技場内の側壁保護カバーの設置など、改善が必要と思われる施設や
設備の調査点検を行い、継続的に改修等を実施してきた。
　今後も継続して各スポーツ施設を点検し、破損や汚損等を未然に防ぐことを目的としながら、優先順位
を設けて計画的な施設や設備の整備を実施していく。
　本市が主催する各種スポーツ事業においては、高齢者の参加実績は高いが、障がい者の参加実績に
ついては、依然としてないのが実情である。
　今後は障がい者が気軽に参加することができるように既存事業を見直し、障がい者と健常者が共に参
加することができる事業の実現に努める。

スポーツ施設インターネット予約システムの導入（新規）

事業の概要

　利用者の利便性の向上とスポーツ施設利用者数の増加を図るために、パソコンや携帯電話から施設
の予約が可能なインターネット予約システムの導入を行うためのシステムを構築する。

実　　績

  長崎県情報政策課が開発した「長崎県自治体クラウドサービス」の中のひとつである「公共施設予約シ
ステム」を、クラウド方式によるサービスを介して、本市が導入しようとしているスポーツ施設インターネッ
ト予約システムとして導入できるか調査・研究を行った。
　また当該システムに関して長崎県の担当職員とのメールや電話などによる協議を経て、平成29年度の
予算を確保した。

点検・評価

　長崎県が開発したクラウドサービスを利用することにより、本市専用のシステムやサーバーを購入する
必要がなく、毎年一定額の利用料のみという財政的にも安定かつ安価に導入することが可能となる。
　また、システムの維持管理も長崎県が行うため、保守点検費用もかからない。
　平成29年度中にシステム導入に係る準備を進め、平成30年度の運用をめざす。
　そのためには、インターネット予約システム導入に対する施設利用者への周知及びシステムを管理す
る職員の研修も必要となる。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●藤井寺市立小・中学校体育施設開放事業
　市民が日常生活の中でスポーツ活動をより身近に行える場所として、市内公立小・中学校の体育施設
である運動場や体育館を学校事業の支障のない範囲において地域の人々に有効利用していただくこと
を目的とする小・中学校体育施設開放事業を実施する。
【主な活動種目】
　運動場：少年野球、キックベースボール、グラウンド・ゴルフ
　体育館：バレーボール、バスケットボール、ダンス、空手、剣道

実　　績

●平成28年度事業実績
　　・利用件数　　　　　運動場： 1,224件　　体育館： 2,526件
　　・利用人数　　　　　運動場：41,536名　　体育館：58,419名

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数
216 11,865 135 2,951 148 2,352 138 6,891 167 6,591 222 4,166 180 6,180
369 11,966 128 4,657 217 3,456 260 5,748 0 0 298 7,122 262 3,557

件数 人数 件数 人数 件数 人数
0 0 6 300 12 240

407 8,089 294 8,487 291 5,337

施設名
運動場
体育館

道南学校名
施設名
運動場
体育館

藤中 道中 三中学校名

藤小 藤南 藤西 藤北 道小 道東

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
年間利用者（名） 106032 102413 103669 93415 99955
年間利用件数（件） 4204 4206 4227 4007 3750
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学校体育施設開放事業実績

※道明寺小学校体育館について
は、体育館建て替え工事により使
用不可のため、使用実績はない。
※藤井寺中学校運動場について
は、校舎建て替え工事により使用
不可のため、使用実績はない。

※

※
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主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

点検・評価

　市内の小・中学校の体育施設を有効利用し、地域のスポーツ愛好者（団体）が自主的にスポーツ活動
を行う場を提供することができた。またそのことにより、地域住民のスポーツの活性化と相互のコミュニ
ケーションづくりに役立てることができた。
　耐震補強工事等により、開放使用ができない期間が生じるため、年度によって利用者数に開きはある
ものの、依然としてそのニーズは高く、学校体育施設が地域のスポーツ団体の重要な活動拠点となって
いる。
　開放使用中における緊急事態に備え、学校休業日でも校舎内に設置されているＡＥＤを使用することが
できるような方策を教育委員会全体の課題として認識していくとともに、将来的には現在校舎内に設置し
ているAEDとは別に屋外に設置するAEDの購入も検討する。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●トレーニング講習会
　メタボリック症候群の予防や腰痛・肩こりの解消のため、またトレーニング初心者が効率的なトレーニン
グを行うことができるよう、専門のトレーナーによるトレーニング講習会を実施する。

●トレーニング相談会
　トレーニングルームを日常利用している市民を対象に、一定の時間専門トレーナーをトレーニングルー
ム内に常駐させ、トレーニング方法等の個人相談を受け付ける。

実　　績

●平成28年度事業実績
　　トレーニング講習会参加者：26名（3回開催）

　　トレーニング相談会参加者： 9名（4回開催）

点検・評価

●トレーニング講習会
　誰もが日常生活でよく経験するメタボリック症候群や腰痛・肩こりの予防に関する講習内容であるため、
受講者の関心も高く、講習会の回数を増やしてほしいという要望も聞いている。
　次年度以降も継続して実施していく中で、参加者からの要望に答られるように講習会数を増やしていく
方向で検討していく。

●トレーニング相談会
　相談された利用者には一定の評価を得られたが、相談者も少ない状況である。
　次年度以降については、トレーニング相談会を廃止し、トレーニング講習会の回数を増やすとともに、軽
微なトレーニング相談に関しては、職員で対応していく。

回 参加者数
第１回 平成28年6月18日（土）　 午前10時～午後1時 11名
第２回 平成28年10月15日（土）　 午前10時～午後1時 9名
第３回 平成29年3月18日（土）　 午前10時～午後1時 6名

開催日時

回 参加者数

第１回 平成28年4月18日（月）　 午後1時～午後3時 1名

第２回 平成28年7月20日（水） 午前10時～正午 0名

第３回 平成28年11月17日（木） 午後1時～午後3時 2名

第４回 平成29年1月20日（金） 午前10時～正午 6名

開催日時

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
講習会 61 66 65 43 26
相談会 28 17 20 11 9
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トレーニング講習会・相談会参加者数
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主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●ノルディックウォーキング講習会
 　専用のポール （ストック） を用いることによって、腰や膝への負担を軽減しながらウォーキングができ、
効果的な有酸素運動が行えるとともに、全身を使うエクササイズとしても有効なノルディックウォーキング
講習会を年４回実施する。

実　　績

●平成28年度事業実績
　・春季：2回（1回当たり2時間）　4月23日（土）・24日（日）に実施
　　春季参加者数：26名（参加者20名、スタッフ6名）
　・秋季：2回（1回当たり2時間）11月26日（土）・27日（日）に実施
　　秋季参加者数：36名（参加者24名、スタッフ12名）

※平成26年度までは、年8回（春季4回・秋季4回）実施
※平成27年度より、年4回（春季2回・秋季2回）実施
※平成24年度～平成28年度の延べ参加者数：778名

点検・評価

  秋季開催時に、発着点を藤井寺市役所とした新規のコースを設定した。
　また、藤井寺駅周辺の商店街をウォーキングコースとして設定するなどして、ノルディックウォーキング
のＰＲを図った。
　参加者からは、発着点を藤井寺市役所とした新規のコースを設定したことに対して、集合場所へのアク
セスの利便性が向上した点や今までとは違う景色を見ながらの講習会でとてもよかったという高評価を
得ることができた。
　全体的な参加者数の減少、特に若年層の参加者数が少ない状況ではあるが、市民が気軽に行うこと
ができる体力づくりの事業の一環として、参加者の増加につなげられるよう、引き続き広報紙や市のホー
ムページ及び市内広報掲示板を活用するなど、事業の普及啓発に努めていく。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●藤井寺市民総合体育大会
　藤井寺市在住、在勤、在学者並びに藤井寺市体育協会加盟員を対象とした、藤井寺市民総合体育大
会を実施する。
　主催：藤井寺市体育協会　後援：藤井寺市・藤井寺市教育委員会

実　　績

●平成28年度事業実績
　　15種目36部門で開催（バレーボール・バドミントン・卓球・剣道・薙刀・少年軟式野球
　　　　　　　　　　　　　　　成人軟式野球・ソフトボール・テニス・ソフトテニス・ゲートボール
　　　　　　　　　　　　　　　グラウンドゴルフ・サッカー・キックベースボール・婦人体操）
　　総合開会式： 9月 4日（日）
　　総合閉会式：10月15日（土）
　　参加者数：2,279名

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
ノルディックウォーキング講

習会延べ参加者（名）
212 265 186 71 44
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ノルディックウォーキング講習会

延べ参加者数

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
市総体参加者（名） 4027 3139 3170 2949 2279
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市民総合体育大会参加者数
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主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

点検・評価

　この大会の参加資格は、藤井寺市在住、在勤、在学者及び藤井寺市体育協会加盟員となっており、広
く市民に各種目への参加の機会を設けている。
　しかしながら、体育協会加盟団体によっては、チームの解散や加盟員の減少等により、大会における総
参加者数に影響を及ぼしている。
　依然として総参加者数の減少傾向がみられるので、引き続き体育協会加盟員以外の市民が参加しや
すい部門の新設の検討や、体育協会加盟団体の本大会への参加啓発活動の支援に努めていく。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●藤井寺市と山添村とのスポーツ交流事業
　藤井寺市と山添村との交流事業の一環として、スポーツ交流事業を実施する。今年度についても、少
年軟式野球交流事業については、山添村の少年軟式野球チーム所属の選手数が不足しており、交流事
業が成立しないため、ゲートボール交流大会のみ開催する。

実　　績

●平成28年度事業実績（山添村で実施）
　　藤井寺市・山添村交流ゲートボール大会参加者数：100名
　　（藤井寺市24名・山添村76名）

点検・評価

　ゲートボール交流大会の開催会場については、例年藤井寺市と山添村とが隔年で受け持つことになっ
ているが、本市が大会会場となった際は、雨天延期の可能性も考慮に入れておく必要があり、会場設営
等準備の段階を含めて、大会開催日の調整が非常に難しいのが現状である。
　藤井寺市と山添村とが隔年で受け持つことを基本に本市での開催に関しては、ゲートボール以外の種
目によるスポーツ交流事業を視野に入れて、両市村で継続して協議していく。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●大阪府総合体育大会
　大阪府体育連合が主催する府民を対象とした競技スポーツ大会を実施する。本市では、体育協会所属
連盟の主管運営による市内選考会を行い、代表チームを選出した後、南河内地区大会等を実施する。
　南河内地区大会の担当種目については、南河内地区9市町村間で毎年調整のうえ決定する。

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
交流ゲートボール大会

参加者（名）
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実　　績

●平成28年度実績
　大阪府総合体育大会南河内地区大会
　担当種目：卓球競技の部（一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部）
　（一般男子2部、一般女子2部は共に40歳以上の選手）

点検・評価

　この大会は、市民総合体育大会と同様に、競技スポーツを主体とした大会として長年実施している。
　南河内地区市町村競技団体との相互交流を図るとともに、各種目の競技力向上も目的としている。
　近年、各市町村とも選手の平均年齢が上昇し、大阪府が定めた部門別の年齢制限の引き上げが、今
後の課題となってきている。
　各種目において出された検討事項を、本事業の主催組織である大阪府体育連合に意見具申を行って
いく。
　（例）卓球の場合、一般男子2部及び一般女子2部の年齢制限を、現状の40歳以上から、50歳以上に引
き上げるなど。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●南大阪駅伝競走大会
　南河内地区6市2町1村教育委員会等の主催により、富田林市のパーフェクトリバティ教団（ＰＬ教団）本
庁内で実施する。例年2月の第1日曜日あるいは第2日曜日に実施する。

実　　績

●平成28年度（第６０回大会）実績
　南大阪駅伝競走大会全参加申込チーム数：217チーム
　藤井寺市からの参加チーム数：13チーム（101名）
　（高校男子：1チーム、中学男子：４チーム、高校女子：１チーム、混成：７チーム）
　平成28年度幹事市：大阪狭山市　平成29年度幹事市：松原市
　次回藤井寺市が幹事市となる年度：平成33年度（第６５回大会）

点検・評価

　南大阪駅伝競走大会は、大阪府総合体育大会と並び、南河内地区市町村との広域スポーツ事業とし
て長年実施している。
　パーフェクトリバティ教団の協力を得て、同教団敷地内道路を使用させていただいていることにより、一
般車両の往来がなくランナーが安全に安心して参加することができていることも、毎年200を超える参加
チーム数の実績に繋がっていると思われる。
　また運営面においても、昨年度大会からＩＣタグを導入し、ランナーのタイム計測を自動化することで、従
来より更に正確なタイム計測が行えたとともに、スタッフの負担も軽減されることとなった。
　ただし、駅伝事態に係る運営費に関して、参加費の増額は行ったものの、財政的には厳しい状態が続
いている。
　今後は、主催団体である各市町村負担金の増額を検討するとともに、開催会場であるＰＬ教団側の意
見も聴取しながら、本大会開催に係る協賛団体の募集の可否等も検討していく必要がある。

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
南河内地区（名） 1406 1462 1322 1405 1392
藤井寺市（名） 189 174 164 158 174
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主な事業・取組 担当課 スポーツ振興課

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●体力・運動能力テスト
　市民の健康の保持増進と体力の向上を目的とした、体力・運動能力テストを藤井寺市スポーツ推進委
員会及び教育委員会との共催事業として実施する。
　毎年、10月第3日曜日の午後に実施。
　測定種目及び実施の方法については、スポーツ庁策定の、「体力・運動能力調査実施要項」に基づく。
　測定種目（20～64歳）：握力、反復よこ跳び、上体起こし、立ち幅跳び、長座体前屈、２０ｍシャトルラン
　測定項目(65～79歳）：握力、開眼片足立ち、上体起こし、長座体前屈、障害物歩行、6分間歩行
　　　　　　　　　　　　　　　（身長、体重、血圧は共通測定項目）

実　　績

●平成28年度実績
　体力・運動能力テスト参加者：94名（20歳～64歳：20名　65歳～79歳：74名）

点検・評価

　この事業は、毎年10月の第3日曜日に実施しており、参加者の中には、年1回自分の体力年齢等の確
認を目的として毎年参加してくださっている方もいる。
　事業実施に際し、広報紙への掲載やポスター掲示で、参加者を増やすための啓発活動を行ってはいる
が、毎年20歳～64歳の参加者が若干の増減はあるものの、65歳～79歳の参加者と比較して少ないこと
が課題となっている。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●市民ニュースポーツフェスタ
　市民スポーツフェスティバル実行委員会の主催により、ニュースポーツの普及振興を図るための事業を
実施する。主な事業として平成９年度から継続実施している「市民ニュースポーツフェスタ」を開催する。
　主催：藤井寺市民スポーツフェスティバル実行委員会
　後援：青少年健全育成藤井寺市民会議・藤井寺市体育協会
　　　　　・藤井寺市スポーツ推進委員会・藤井寺市教育委員会・藤井寺市
　実施種目：フロッカー競技・フリーブロー（吹き矢）体験・ノルディックウォーキング体験

実　　績

●平成28年度実績
　市民ニュースポーツフェスタ参加者数：212名
　フロッカー参加者：113名　フリーブロー：57名　ノルディックウォーキング：8名
　主催者、来賓：34名

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
20～64歳 13 13 22 17 20
65～79歳 61 61 52 64 74
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点検・評価

　小さな子供から高齢者に至るまで、さまざまな年齢層の参加者を得て実施しているこの大会に関して
は、開催回数を重ねるごとにスムーズな運営を行うことができている。
　しかしながら、この事業において実施している種目（体験種目を含む）については、一部障がい者も気
軽に参加することができる内容とはなってはいるものの、依然参加の実績はない。
　今後、障がい者も気軽に参加していただけるように関係部局や障がい者支援関係諸団体等とも連携を
とり、事業内容の見直しや事業実施における参加啓発活動の促進に努めていく。
　また、この事業の中心種目であるフロッカーについては、小・中学校体育施設開放事業の使用団体等
が定期的に活動しているほか、年間を通じて子ども会やＰＴＡが実施する事業の際に、本課保有の備品
を貸し出ししており、今年度は5回貸出実績があった。
　フロッカーに限らず、本課が保有している他のニュースポーツ備品についても、さまざまな地域イベント
の際に活用していただけるよう啓発していく。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●市民マラソン大会
　市民の健康の保持増進と体力の向上を図るとともに、全ての参加者が完走後の達成感や爽快感を共
有し、併せて市民相互の親睦を深めることを目的として、市民マラソン大会を開催する。

　コース：船橋河川敷野球場⇔石川サイクルロード往復
　主催（共催）：　市民スポーツフェスティバル実行委員会、藤井寺市、藤井寺市教育委員会

実　　績

●平成28年度実績
　市民マラソン大会参加申込者数：946名

点検・評価

  本大会は、例年市体育協会会員、スポーツ推進委員及び教育委員会事務局各課職員の協力を得て開
催している。
　毎年この大会の実施については、前年度大会開催後に運営面での反省点や改善箇所を検証し、実行
委員会と協議しながら、更に充実したマラソン大会となるように努めている。
　特に、参加者の安全面の配慮に関しては、危機管理マニュアルを作成し、関係役員が情報を共有する
とともに、指揮命令系統の混乱が生じることのないように次年度以降の大会に向けて更なる改善を図っ
ていく。
　更に、参加者のニーズに応えるため、次年度の大会より、記録の対象となる全てのランナーの記録を計
測することができるようにＩＣタグによる自動記録計測システムを導入する。

部門 距離 参加申込人数 部門 距離 参加申込人数
一般男子A 5ｋｍ 197名 小学生男子 3ｋｍ 134名
一般男子Ｂ 3ｋｍ 25名 小学生女子 3ｋｍ 50名
一般女子Ａ 3ｋｍ 73名 ジョギング 2ｋｍ 219名
一般女子Ｂ 3ｋｍ 15名 ファミリー 2ｋｍ 156名

中学生男子 5ｋｍ 77名

H.25 H.26 H.27 H.28
市民マラソン大会

参加申込者（名）
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●平成28年度事業実績
　　参加申込者数：167名（50ｍ走：167名　100ｍ走：37名　800ｍ走：47名）

点検・評価

　「この事業に毎年参加することにより、1年前の自分の記録と比較することができてうれしい。」という評
価をいただく時もあり、本市スポーツ推進委員会主催事業の主要な事業の一つとなっている。
　今後も継続して実施していく中で、現状の運営方法を更に円滑化する方策を検討していく。
　また、事業内容の一つである「走り方教室」についても、本市と学校法人日本体育大学との間で締結さ
れた体育・スポーツ振興に関する基本協定に基づき、大学側の持つスポーツ指導のノウハウの活用方法
などについても検討していく。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●学校法人　日本体育大学との体育・スポーツ振興に関する基本協定の締結（新規）
　スポーツを通じて明るく豊かな市民生活の形成と、活力ある社会の実現に寄与することを目的とした施
策の一環として、藤井寺市と日本体育大学との体育・スポーツ振興に関する協定の締結を行う。

実　　績

●平成２８年度事業実績
　平成２９年２月９日に、藤井寺市と学校法人日本体育大学との体育・スポーツ振興に関する基本協定を
締結した。

点検・評価

　今回の基本協定締結を受け、次年度には、本市と学校法人 日本体育大学の相互協力を具体的に推
進するため、双方の関係者による「推進協議会」を設置して、本市の実情を踏まえながら、まずは既存事
業の更なる充実を図れるようにその事業展開について協議していく。

スポーツ振興事業の充実

事業の概要

●Ｆｕｊｉりんぴっく２０１６
　少年・少女を主体としたスポーツ事業の一環として、子どもたちの体力向上を目的に、小学生を対象と
した個人走の記録会を開催する。
　実施種目：50ｍ走（1年～6年）　100ｍ走（5・6年）　800ｍ走（4年～6年）
　スポーツ推進委員会と教育委員会の共催事業であるこの事業は、本年度で第8回目となり、毎年5月第
2日曜日に開催している。
　また、記録計測前には、陸上競技指導者による「走り方教室」を実施し、参加者の記録向上に向けたア
ドバイスの時間も設けている。

実　　績

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
参加申込者総数（名） 150 93 133 157 167
男子申込数（名） 74 43 68 86 84
女子申込数（名） 76 50 65 71 83
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点検・評価

　子どもたちが放課後に気軽に運動することができる場所の提供を目的として実施したグラウンドの個人
使用者数については、月によって利用者数にバラツキがある。
　現在、月１回（毎月第3水曜日）実施しているが、個人使用の対象となるグラウンドの過去の使用実績等
を調査し、現状よりも適切な時期があるのかどうか、また毎月の実施回数を増加できないものかどうかな
どを検討していく。

スポーツを通じた青少年健全育成の推進

事業の概要

●本市が管理している体育施設の個人開放（新規）
　市が管理している屋外スポーツ施設の中で、青少年運動広場Ｂグラウンドを子どもたちが放課後に気
軽に運動することができる場所として、原則として、毎月第3水曜日の午後1時から5時を個人使用の日と
して開放する。
〔開始時期：平成28年3月に試行実施（使用者はいなかった。）、以後4月より本格実施〕
（対象は、小学生以下の児童とし、必ず成人の責任者が同伴することとしている。）
　また屋内体育施設では、通常、団体での使用しかできない市民総合体育館競技場を、家族や友達同士
といった少人数でも使用することができるように、事業に支障のない範囲において、原則として、毎月第3
日曜日を個人使用の日として開放する。

実　　績

●平成28年度事業実績
　グラウンド個人使用者数：79名（責任者を含む）
　使用実績：少年サッカー・親子でのボール遊び

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

使用者（名） 19 0 4 0 0 0 3 10 17 7 7 12
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主な事業・取組 担当課 文化財保護課調査体制の強化

事業の概要

●遺跡の範囲内における開発工事等に伴い、文化財保護法第93条第1項の規定による届出（以下、「法
93条届出」とする。）及び同法第94条第1項の規定による通知（以下、「法94条通知」とする。）がなされ
る。その内容から必要と判断される場合、事業主と協議を行い、発掘調査を実施する。なお、届出がなさ
れる前に、窓口や電話において、遺跡の範囲内であるか否か、発掘調査が必要であるか否か等につい
て事前問合せがある場合、過去の史跡指定地の見落としという失態を踏まえて、複数人で確認し対応を
行う。
●遺跡の範囲内で発掘調査が必要な場合、まず、確認調査を実施し、遺構面の現状からの深さを確認
のうえ、本発掘調査が必要か否かの判断を行う。開発工事等の内容により費用負担の方法が異なり、
国庫補助事業、公共事業、原因者負担事業に分けられる。
●国庫補助事業は、個人住宅の建設に伴うものである。公共事業は、公共建築物等の工事に伴うもの
である。原因者負担事業は、個人住宅建設以外の民間開発工事等に伴うもので、事業主に調査費用負
担などの協力を求めて調査を実施する。
●発掘調査着手後、文化財保護法第99条第1項の規定により調査に着手した旨の報告（以下、「法99条
報告」とする。）を藤井寺市教育委員会教育長から大阪府教育委員会教育長に行う。
●本発掘調査では、現地での文化財保護課専門職員の指示のもと、重機による表土掘削、発掘調査作
業員による遺構検出、遺構掘削を行う。そして、文化財保護課専門職員による遺構掘削後の現場写真
撮影、発掘調査員（臨時職員）による現場図面（遺構平面図、断面図、遺物出土状況図等）の作成を行
う。現場図面の作成については、光波測距儀、電子野帳を使用し、効率化に努めている。
●発掘調査終了後、整理作業を行う。これについても開発工事等の内容により費用負担の方法が異な
り、国庫補助事業、公共事業、原因者負担事業に分けられる。
●整理作業において、出土遺物は、まず洗浄等を行い、乾燥後、接合・復元作業を行う。その後、遺物
図面作製、遺物写真撮影を行う。遺物図面は、現場図面とともにパソコンを使用したデジタルトレースを
行う。
●整理作業後、調査報告書及び概報を作成する。それには、文章及び現場図面、遺物図面、現場写
真、遺物写真を掲載する。
●出土遺物については、藤井寺市教育委員会教育長から羽曳野警察署長及び大阪府教育委員会教
育長に、遺失物法の規定による手続きを行う。
●遺跡の範囲外で開発工事等の面積が500㎡を超える場合は、藤井寺市開発指導要綱に基づき、埋蔵
文化財の有無を確認するための試掘調査を実施する。そして、新たに埋蔵文化財が確認された場合
は、遺跡発見届を提出する。

実　　績

●法93条届出及び法94条通知は、434件を受け付けた。それぞれについて文化財保護課専門職員が内
容を精査し、発掘調査、立会が必要か否か判断を行った。窓口や電話における事前問合せは、1,020件
であった。これについても、問合せ内容に即した対応を行った。また、問合せ場所が史跡隣接地や史跡
指定地のものは、8件あった。これについては、複数人で確認し、慎重に対応を行った。
●発掘調査を実施したのは、74件である（範囲外試掘を含む）。この内、国庫補助事業は68件（確認調
査のみのものを含む）、公共事業は市立道明寺小学校3・4号棟改築工事に伴う林遺跡の発掘調査など
3件、原因者負担事業は7件（内、国庫補助事業の確認調査と重複4件）であった。特に、原因者負担事
業においては、民間開発事業に伴う、2,500㎡程度の大規模調査を実施した。また、それぞれの調査に
ついて、法99条報告を行った。
●整理作業を行って調査報告書及び概報を作成したのは、15件（過年度調査分を含む）である。この
内、国庫補助事業は4件で、『石川流域遺跡群調査報告ⅩⅩⅩⅡ』として、一冊にまとめて調査報告書
を作成した。公共事業は6件で、『古室山・大鳥塚古墳　附章　狼塚古墳』として、一冊にまとめて調査報
告書を作成した。また、原因者負担事業は5件で、『藤井寺市発掘調査概報　第35号～第39号』として、
事業主に費用負担を求めて、各調査ごとに概報を作成した。
●発掘調査で遺物が出土し、遺失物法の規定による手続きを行ったのは13件であった。
●藤井寺市開発指導要綱に基づき遺跡の範囲外で試掘調査を実施したのは3件であったが、新たに埋
蔵文化財が確認されたものは無かった。
●文化財整理室を、３月から旧道明寺幼稚園に移転した。

１６-(1)　発掘調査の成果から、当時の生活の様子をうかがいます

１６ 歴史文化の薫るまちづくりの推進に努めます
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主な事業・取組 担当課 文化財保護課

事業の概要

●発掘調査で出土した遺物は、整理した後に遺物収納箱に収め、市内各所に分散している保管場所に
収納する。
●保管場所は、旧文化財整理室と西名阪高架下収蔵庫、旧川北分園の3カ所で、種別を把握するなど
基礎的な整理が完了している遺物については、西名阪高架下収蔵庫と旧川北分園に収納し、調査報告
が完了している遺物については、旧川北分園に収納し管理している。また、指定を受けている遺物や特
に調査依頼要望が多い遺物については、旧文化財整理室に収納する。
●収納遺物については、藤井寺市教育委員会教育長から羽曳野警察署長及び大阪府教育委員会教
育長に、遺失物法の規定による手続きを行い、大阪府教育委員会教育長から埋蔵文化財の認定を受
けている。

●平成２８年度に発掘調査で新たに出土した遺物は、遺物収納箱43箱分であった。この内、調査報告書
に掲載した遺物を収納したものは6箱分である。これらは、整理等の状況により、各保管場所に収納し
た。（なお、平成２６年度と平成２７年度に発掘調査で新たに出土した遺物は、それぞれ120箱と280箱で
あった。この内、調査報告書に掲載した遺物を収納したものは26箱と90箱である。）

●各保管場所の空きスペースが少なくなってきており、新たな収納が問題化している。また、少しでも多
くの遺物収納箱を収納するために、極端に隙間を少なくして箱を積み上げているため、必要な遺物を速
やかに取り出すことが困難となっている。このため、新たな遺物収納スペースの確保について、関係部
局とも協議を行い、早急に検討する必要がある。

実　　績

点検・評価

点検・評価

●法93条届出及び法94条通知については、434件であったが、内容によっては大阪府教育庁とも協議し
つつ、迅速な処理に努めた。事前問合せは窓口や電話での対応のみでは完結せず、文化財保護課専
門職員による別途対応が必要な場合があった。このために時間を要したものもあった。しかしながら、問
合せは特定日時に集中することがあり、職員が現場に赴いており文化財保護課事務所の職員数が少な
い場合など、複数の問合せへの対応が必要となった時に困難が生じたことがあったが、事後に電話等
で対応した。
●発掘調査については、事業主との協議において、調査期間の短縮を求められることがあった。また、
特に原因者負担事業においては事業主から調査費用の縮減を求められることが常である。このことから
も、調査の効率化に努めているところである。今後とも、十分な調査成果を確保しつつ、効率化をさらに
推進するため、それに資する機材の積極的な導入、機材の突発的な故障による業務停滞を防止するた
めの定期的なメンテナンスに努める。なお、文化財保護課専門職員が発掘調査現場に赴き指導をする
必要があるにも関わらず、事務所での対応が必要なために赴けず、調査の進捗に支障をきたした場合
があった。文化財保護課専門職員の増員など、発掘調査現場で職員が調査に専念できる体制を整え、
円滑な業務遂行ができる体制を整える必要がある。
●整理作業については、従事する発掘調査員（臨時職員）は各々が作業に熟練しており、円滑に業務を
実施できた。しかしながら、調査報告書及び概報を作成した以外にも、これまでの調査の中には遺物量
の多さなどから整理作業が不十分となり、調査成果が未公表であったり、概要のみしか公表できていな
いものもある。藤井寺市の歴史を語る上で貴重な調査成果の公表を推進するためにも、発掘調査員（臨
時職員）の人員を維持し、整理作業にかかる諸環境のさらなる充実を図る必要がある。
●出土遺物については、脆弱な遺物も含めて、貴重な歴史資産として、細心の注意のもとに取り扱っ
た。主な出土遺物としては、弥生土器があげられる。壺、甕、鉢といった、様々な文様の多様な器種が確
認された。
●遺跡の範囲外で、試掘調査により新たに埋蔵文化財が確認されたものは無かったが、今後も、綿密
な調査に努める。
●文化財整理室は、９月から旧道明寺幼稚園に移っているが、執務環境に慣れるまで少し時間がか
かったが、 現在は軌道に乗り業務を行っている。

遺物保管施設の確保
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主な事業・取組 担当課 文化財保護課

主な事業・取組 担当課 文化財保護課

主な事業・取組 担当課 文化財保護課

●平成２８年度は惣社地区と事業実施に向けての話合いをし、平成２９年度から国府遺跡の西側花壇
の区画（約100㎡）と南側の史跡指定地（惣社2丁目327番2他）を対象とし、惣社地区との協働で維持管
理することで決まった。

●古民家などの建造物については、具体的に協議を継続している。
●野中の道標については、地区と継続的に協議を行っている。

●史跡古市古墳群の恒久的な保全を目的とし、個々の古墳の計画的な整備を実施しつつ、古墳群を次
世代へ確実に継承するため、平成２８年度と平成２９年度の２ｶ年をかけて、羽曳野市との共同事業とし
て、史跡古市古墳群整備基本計画を策定する。今年度は、史跡古市古墳群整備検討委員会を開催し、
整備基本計画案の構成や方針の検討を行う。（新規）
●浄元寺山古墳の一部の土地について、所有権移転登記手続請求の訴えの提起をし、所有権移転登
記にかかる一連の業務を速やかに行い、公有化を目指すとともに史跡の追加指定の手続きを進める。
（新規）
●平成２７年度に引き続き、城山古墳の水路及び遊歩道の整備を実施する。史跡国府遺跡について
は、管理上必要な木柵を設置し、環境整備及び保全に努める。
●文化財用地の維持管理について、除草・清掃、薬剤散布、梅木剪定・消毒、桜木剪定、落葉清掃など
の業務を実施するとともに、文化財保護課職員による日常の維持管理を実施する。

事業の概要

点検・評価

国史跡の保全

●平成２８年度は惣社地区との事業実施に向けての話合いと、平成２９年度からの実施に向けての予
算化をした。花の種類や今後のスケジュールなど、惣社地区と十分話し合いながら、次年度から具体的
に事業を進めていく。

実　　績

歴史的建造物、道標の保全

点検・評価

事業の概要

実　　績

事業の概要

●国府遺跡の史跡指定地の一部について、惣社地区との協働で維持管理する。（新規）

１６-(2)　歴史資産を守り、未来に継承します

●野中の道標については、最終の結論まで確定していないので、平成２９年度も引き続き地区と協議を
行っていく。（参考　　藤井寺市内ある道標の数１６基、（文化財保護課で保管している数1基））

●古民家などの建造物のうち、歴史的景観に寄与するなどの価値が認められるものについては、所有
者の意向を尊重しつつ、保全に向けて協議をする。
●道標は古道に残る貴重な歴史資産として保全に努める必要があり、通行の支障となっている野中3丁
目の文政九年銘の道標については、文化財保護課と野中地区が協議を行い、野中地区が近隣の地区
所有地に移設する方向で対応する。

市民協働の推進
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Ｈ２８年度 回数

除草・清掃 国府遺跡 4
国府遺跡の一部 1
古室山古墳 4
野中古墳 3
墓山古墳 3
大鳥塚古墳 2
大鳥塚古墳の一部 1
浄元寺山古墳 3
唐櫃山古墳 4

除草・清掃 鍋塚古墳 3
助太山古墳 3

除草（刈り倒し） 城山古墳 4
・清掃 番所山古墳 3

はざみ山古墳 3
鉢塚古墳 2
鉢塚古墳の一部 1

薬剤散布 鉢塚古墳 2
城山古墳 2

梅木剪定 古室山古墳 1
梅木消毒 古室山古墳 2

桜木剪定 城山古墳 2

落ち葉清掃 鉢塚古墳 5
大鳥塚古墳 1
浄元寺山古墳 1

点検・評価 ●城山古墳の水路及び遊歩道の整備については、施工上の問題で本来予定外の部分を整備工事しな
ければならず、当初に予定していた区間まで完成できなかった。国府遺跡の木柵については、残りの部
分を平成２９年度予算に予算化したので、平成２９年度の完成を目指す。

実　　績

●文化財用地の除草・清掃などについては、当初の予定回数は行ったが、雑草の繁茂が早いので、今
後回数を増やす事が課題である。

●城山古墳については、当初に予定していた区間まで完成できなかった。国府遺跡の木柵については、
南側一辺だけ設置し環境整備に努めた。

●浄元寺山古墳の訴訟の件については、訴訟に係る法定相続人の確認や、提訴後の裁判所による書
類の確認などに、想定以上の時間がかかったため、平成２８年度中に所有権移転や史跡の追加指定ま
でには至らなかった。平成２９年度中の史跡追加指定を目指す。

●平成２８年度は、史跡古市古墳群整備検討委員会を３回開催し、整備基本計画の素案の検討を進
め、中間報告としてとりまとめた。

●浄元寺山古墳の訴訟の件については、議会の承認後、訴えの提起をし、３月に市の請求を認める判
決が出た。

●史跡古市古墳群整備基本計画については、平成２８年度中の計画策定目標までは到達した。平成２
９年度も引き続き策定に向けて進めていかなくてはならない。

●文化財用地維持管理実績
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主な事業・取組 担当課 文化財保護課

点検・評価

点検・評価

事業の概要

●主催者側は、「地域の古民家を次世代に継承していくために、多くの人たちに関心をもっていただき、
その価値を共有する一歩になった様に思えます。」と事業の成果を述べていた。一般の方が、古民家な
ど文化財に関心を持っていただくという点では有意義であったと考えられる。

指定文化財や登録文化財の公開

●１１月に市民団体が実施した「河内の古民家めぐりスタンプラリー」について後援し、チラシを窓口カウ
ンターに設置し、また市民文化財講座で配布し事業を支援した。

１６-(3)　藤井寺市の歴史の情報を発信します

実　　績

実　　績

展示内容と方法の検討

事業の概要

●「まほらしろやま」は古市古墳群における古墳見学の拠点の一つとなる施設である。展示も城山古墳
についての現時点での最新の内容となっており、市民や来訪者に良好な情報を提供できている。今後と
も新たな知見があった場合、随時展示内容に反映させていく。
●アイセルシュラホール及び図書館の展示施設については、今後とも適切な維持管理に努める。また、
アイセルシュラホール2階の世界遺産コーナーについては、展示パネルに退色等の劣化が認められるた
め、補修を実施する。
●唐櫃山古墳出土石棺の修復及び保存処理については、良好に実施することができた。現在は唐櫃山
古墳の現地に仮設置している状態である。今後は、百舌鳥・古市古墳群の中でも実物を見学できる数少
ない石棺の一つとして、定期的な公開を行う。

●公開されていない指定文化財（国・府・市）や登録文化財（国）について、所有者の協力を得た上で、
公開の機会や方法について検討し、支援する。

●史跡城山古墳ガイダンス棟「まほらしろやま」について、市民や来訪者に古市古墳群や城山古墳の情
報を提供するとともに便益施設として活用するため、施設の管理を行う。また、市民や来訪者がわかり
やすく古墳を学べる環境を整備する。
●アイセルシュラホール2階の歴史展示コーナーと歴史展示室、世界遺産コーナー、図書館1階の展示
スペースといった施設の展示資料の管理を行う。
●唐櫃山古墳出土石棺について、長年現地に置かれていたが劣化が著しいため、公益財団法人朝日
新聞文化財団の助成金で修復及び保存処理を実施する。そして、公開展示に向けての検討を行う。（新
規）

●「まほらしろやま」の日常的な管理は外部に委託して行った。年間の利用者は、13,978名であった。展
示については、世界遺産登録推進室作成のパネルを用いて平成２７年度にリニューアルしており、その
維持管理に努めた。
●アイセルシュラホール2階の歴史展示コーナーと歴史展示室、世界遺産コーナー、図書館1階の展示
スペースについては、現状の維持管理に努めた。
●唐櫃山古墳出土石棺については、修復及び保存処理を完了し、同古墳現地に仮設置を行った。
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主な事業・取組 担当課 文化財保護課

事業の概要

行事等の充実

実　　績

●主催の講演会・イベント・展示等の実施
①世界遺産学習への講師の派遣
　・世界遺産学習は、学校教育課において、市内の小学校６年生を対象に、わがまち藤井寺に誇りを持
ち、歴史資産を大切に守ろうとする心を育むことを目的として実施されている。その一環として、当課職
員が各クラス一時間ずつ、「ふじいでらの世界遺産学習ノート」を用い、古市古墳群に関する内容を中心
に授業を行った。
　・当課職員と藤井寺市観光ボランティアの会の会員が古墳等のガイドスタッフとして、設定された小学
校ごとのコースを子どもたちが安全に市内を巡るフィールドワークとして行った。
②黄金の古墳の製作＜稲作＞と、小学生児童及び幼稚園児による古代の方法での稲刈り体験
　・６月１０日、野中地区で農地を借用し、古市古墳群の世界文化遺産登録をめざす機運醸成の一環と
して、稲穂を黄金に見立て、田に植えた稲で古墳の形を表現した。作業は文化財保護課職員で行い、平
成２８年度は、允恭天皇陵古墳をモデルとして実施した。
　・１０月１１日、藤井寺南幼稚園、野中分園の園児（２９名）と藤井寺南小学校の児童（６年生８５名）が、
当課職員、幼稚園教諭、小学校教諭の指導のもと、石包丁を使用する古代の方法で稲刈りを行った。当
課職員は、園児並びに児童に対して、古墳についての説明を行った。また、古代における石包丁を使っ
た稲刈りの方法や当時の人々の生活様式などについて説明を加えた。
③市民文化財講座の開催
　・９月～１月にかけて、「古市古墳群再考～河内王朝は存在したのか？～」と題して、アイセル シュラ
ホール視聴覚室において、市民文化財講座を開催した（全５回、登録者数：１２６名）。
　・５回開催のうち４回は、「古市古墳群再考～河内王朝は存在したのか？～」というテーマのもと、４名
の外部講師から、それぞれ、「石川流域の前期古墳と古市古墳群」、「古墳の変化から見た古墳時代中
期の王権構造」、「“佐紀政権”から“河内政権”へ～４・５世紀における政権交替～」、「大和政権の変質
～古市古墳群の歴史的意義～」と題して講義をいただいた。残りの１回は、当課職員が、市内の発掘調
査及び研究の成果について発表を行った。
④文化財施設見学会の開催
　・１月２６・３１日、市民の方々に文化遺産に広く親しんでいただくことを目的として兵庫県立考古博物館
（兵庫県加古郡播磨町）へのバスツアーを実施した（参加者数：３９名）。
　・兵庫県立考古博物館で開催された、平成２８年度企画展「ひょうごの遺跡2017－調査研究速報」及び
ふるさと発掘展「大中遺跡『再』発見！」を見学し、市民の方々に市内の遺跡や市内各施設にて展示し
ている同時代の出土遺物と近隣県の遺跡や出土遺物を比較していただき、文化財保護の重要性を改
めて認識していただいた。
⑤発掘速報展の開催
　・３月１３日～１７日、市内で行われた発掘調査の成果を展示した「第16回発掘速報展～最近の発掘調
査の成果から～」と題した速報展を市役所１階ロビーで開催した。平成２８年度は、津堂遺跡、赤面山古
墳、松川塚古墳、東山古墳の写真パネルや出土遺物を展示公開し、より多くの方々に市内の歴史資産
を身近に感じていただいた（見学者数：３２９名）。

●主催の講演会・イベント・展示等の実施
①世界遺産学習への講師の派遣（基本方針「１　　１－（５）」中、主な事業・取組「郷土の歴史、郷土の特
色への興味関心の醸成」参照）
　・学校教育課が実施する、市内の小学校６年生を対象にした世界遺産学習に、講師として文化財保護
課の職員を派遣するとともに、藤井寺市観光ボランティアの会の会員と協力し、市内の古墳を巡るフィー
ルドワークを実施する。
②黄金の古墳の製作＜稲作＞と、小学生児童及び幼稚園児による古代の方法での稲刈り体験
　・野中地区で農地を借用し、所有者の協力のもと、古市古墳群の構成資産である古墳をモデルにして
稲の植え付けを行う「黄金の古墳」事業を実施し、市内の小学生児童及び幼稚園児を対象に田植えや
古代の方法での稲刈り体験を行う。
③市民文化財講座の開催
　・すべての人々の共有の財産である優れた文化遺産に親しんでいただくために、市民を対象として、外
部の研究者の先生方を講師に招き開催する。
④文化財施設見学会の開催
　・かけがえのない文化遺産に広く親しんでいただき、文化財保護により関心を持っていただくことを目
的として、市民を対象として、市のマイクロバスを利用し、各地の文化財施設を見学する。
⑤発掘速報展の実施
　・すべての人々の共有の財産であるすぐれた歴史資産を広く公開し、より多くの市民が身近に見学で
きる機会の提供を目的として、市内各地の発掘調査にて出土した遺物を展示する。
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主な事業・取組 担当課 文化財保護課

点検・評価

●主催の講演会・イベント・展示等の実施
①世界遺産学習への講師の派遣
　・歴史資産を実際に見て、その場で説明を聞くことで、児童は実感を持ってその重要性を理解すること
ができ、歴史資産を身近なものとして受け止め、地域を大切に思う心を育むことができた。
　・当課にとっては、藤井寺市観光ボランティアの会とともにフィールドワークを実施できたことは、今後
の藤井寺市の教育行政及び文化財保護行政を推進していく上で大変意義のあることであった。
②黄金の古墳の製作＜稲作＞と、小学生児童及び幼稚園児による古代の方法での稲刈り体験
　・古市古墳群の世界文化遺産登録推進に向けたユニークな広報の一つとなった。（１１月・１２月号「広
報ふじいでら」、藤井寺市ホームページ、藤井寺市公式facebook）
　・園児・児童にとっては、郷土藤井寺の歴史資産を学ぶ素地として、貴重な体験となった。
　・後日開催された刈った稲を食する「収穫祭」では、園児・児童にとって、「食」の大切さを感じるととも
に、お世話になった地域の方々に感謝を表現する場として良い機会となった。
③市民文化財講座の開催
　・今回の文化財講座では、１２６名もの市民の申し込みがあり、また、新規の方の申し込みも非常に多
く、テーマや広報手段に一定の手ごたえを得ることができた。また、参加者アンケートからも８８％の方が
満足しているという結果を得ることができた。
　・外部講師による講義の内容は、専門性に富み、かつ、非常に分かりやすい内容になっていた。参加
者は、河内地域の歴史を学ぶことで、周りの地域との密接な関係を学ぶことができ、郷土の歴史をより
深く理解する良い機会となった。
　・来年度は、アンケートをもとに、参加者のニーズに沿ったテーマ・内容を企画する。
④文化財施設見学会の開催
　・今回の文化財施設見学会では、３９名もの市民が参加され、兵庫県立考古博物館で開催された、平
成２８年度企画展「ひょうごの遺跡2017－調査研究速報」及びふるさと発掘展「大中遺跡『再』発見！」を
見学した。市民の方々に、市内の遺跡や市内各施設にて展示している同時代の出土遺物と近隣県の遺
跡や出土遺物を比較していただいたことで、地域差による出土遺物の違いなど文化財保護の重要性を
改めて認識していただくことができ、大変好評であった。
⑤発掘速報展の開催
　・埴輪などの出土遺物は、普段は展示室の展示ケースの中などでしか見ることができないが、実物を
直に見る機会を提供することでき、市民の方々に大きな感動を与えたと同時に、藤井寺市の歴史や文
化を身近に感じる機会になった。
　・また、アンケートを頂いたすべての方から、内容を高評価していただくことができ、来場者の満足度を
測り知ることができた。展示の期間を延ばして欲しい、というご意見があったので、期間については今後
検討する必要がある。

世界への情報発信

事業の概要

●文化財情報の発信
①各種資料等の貸出し
　・発掘調査で出土した遺物を博物館等の依頼に応じて貸出しを行い、藤井寺市の豊かな歴史資産を
対外的に広く紹介する。
　・古墳や発掘調査で出土した遺物の写真資料を出版社やテレビ局等の依頼に応じて貸出しを行い、市
内の豊かな歴史資産を各種メディアにおいて広く紹介する。
②各種ツールを利用した情報の発信
　・広報紙及び市ホームページ、市公式Facebookを通して、藤井寺の歴史を発信するとともに、各種イベ
ント情報を掲載し、広く情報を発信する。
　・説明板やパンフレットを充実させて、市民や来訪者に藤井寺の特色を示し、歴史資産がいかに貴重
であるかを示し、歴史資産に親しめる環境整備に努める。
③文化財関連講演会等への講師の派遣
　・博物館等の講演や学校・研修等の講師依頼に応じて、当課職員を講師として派遣する。
④考古資料調査対応
　・藤井寺市で保管している考古資料の調査依頼に対応し、藤井寺市内から出土した埋蔵文化財を広く
情報発信する。
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実　　績

●文化財情報の発信
①各種資料等の貸出し
　・市内の豊かな歴史資産を紹介する一環として、発掘調査で出土した遺物を博物館等の依頼に応じて
貸出しを行った（９件）。
　　　・大阪府立近つ飛鳥博物館（西墓山古墳出土鉄製品、津堂遺跡出土土師器、今井塚
      古墳出土馬形埴輪、下田池古墳出土人物埴輪ほか考古資料）
　　　・九州国立博物館（岡古墳出土船形埴輪、狼塚古墳出土導水施設形埴輪）
　　　・ＲＷ４特定目的会社（津堂遺跡出土須恵器ほか考古資料）
　　　・株式会社黄山美術社（井真成墓誌複製一組）　　　ほか
　・史跡や、発掘調査で出土した遺物の写真資料を出版社や博物館等の依頼に応じて貸出しを行った
（４１件）。
　　　・産経新聞大阪本社（津堂城山古墳出土水鳥形埴輪写真データ）
　　　・関西大学総合情報学部（仲姫命陵古墳ほか空撮写真データ）
　　　・株式会社洋泉社（西墓山古墳出土副葬品ほか写真データ）
　　　・株式会社大和書房（道明寺所蔵十一面観音立像写真データ）
　　　・株式会社ニューサイエンス社（津堂遺跡掘立柱建物跡発掘調査写真データ）
　　　・株式会社吉川弘文館（狼塚古墳出土導水施設埴輪写真データ）
　　　・株式会社新泉社（野中宮山古墳出土伏屋形埴輪ほか写真データ）
　　　・堺市（古墳の造り方イラストほか写真データ）
　　　・高槻市教育委員会（古市古墳群全体ほか空撮写真データ）
　　　・道明寺まちづくり協議会（仲哀天皇陵古墳空撮写真データ）　ほか
②各種ツールを利用した情報の発信
　・藤井寺市の歴史資産への理解、イベントの案内等の市民への周知、歴史資産の広報啓発を目的
に、藤井寺市ホームページにおいて情報を掲載し、随時更新した。
　・藤井寺市ホームページトップページ「まちフォト」にてイベントの案内等を写真掲載した。
　　　・「黄金の古墳」の稲刈り体験
　　　・文化財施設見学会
　・広報ふじいでらに、藤井寺市に関わるものをはじめとした歴史資産について広く紹介するための記事
を連載した。
　　　・ふじいでら歴史紀行
　・藤井寺市公式facebookにてイベントの案内等の情報を発信した。
　　　・図書館文化財施設リニューアル
　　　・発掘速報展
　　　・文化財施設見学会
③文化財関連講演会等への講師の派遣
　・藤井寺市観光ボランティアの会新人研修や学習会、大阪女子短期大学グリーンセミナー等、各講
演、講義への講師依頼に応じて、当課職員を講師として派遣した（１０件）。
④考古資料調査対応
　・研究者の論文や調査目的のために、考古資料の調査依頼に対応した（８件）。

点検・評価

●文化財情報の発信
①各種資料等の貸出し
　・市内に所在する古市古墳群をはじめとする歴史資産は、全国的にもよく知られており重要なものが数
多くある。このことから、遺物の実物や写真資料等の貸出し依頼が非常に多く、平成２８年度において
は、平成２７年度より５件増の５０件であった（平成２６年度２８件、平成２７年度４５件、平成２８年度５０
件）。これらの依頼に応じ、貸出しを行ったことは、藤井寺市の豊かな歴史資産を対外的に広く紹介する
絶好の機会となった。
②各種ツールを利用した情報の発信
　・藤井寺市ホームページでの情報の掲載と更新により、市内の歴史資産を対外的に紹介する一助とな
るとともに、教育委員会主催の講演会・イベント・展示等の実施を広く周知するために大きな役割を果た
した。
　・藤井寺市ホームページトップページ「まちフォト」を活用してイベントの案内等を写真掲載したことで、
歴史や歴史資産に興味を持たれている方々だけではなく、より多くの方にイベント等を広報することがで
きた。
　・広報ふじいでらにおいて、「ふじいでら歴史紀行」を連載することにより、市民の方々にとって、歴史資
産の多様性を理解する良い機会となった。
　・新たなツールである藤井寺市公式facebookを活用することで、より幅広い層に向けて情報を発信す
ることができた。
③文化財関連講演会等への講師の派遣
　・依頼に応じ、講師を派遣することは、藤井寺市の豊かな歴史資産を参加者に紹介する良い機会と
なった。平成２８年度においては、平成２７年度より５件増の１０件の依頼があった。
④考古資料調査対応
　・藤井寺市で保管している考古資料には、学術的に重要な資料が数多くあり、研究者からの資料調査
依頼が多い。その依頼に対応することによって、研究者の論文や調査報告等により、藤井寺市の考古
資料を対外的に広く紹介する機会となる。平成２８年度においては、平成２７年度より２件増の８件の依
頼があった。
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４.学識経験者の意見 
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基本方針１ 「生きる力」を身につける教育を推進します

●藤井寺市学力向上推進支援事業では、市内全小中学校を指定し、平成２６年度～２９

年度の４年間にわたって、中学校区別に授業力向上、特色ある取組等を研究テーマに学

力向上につなげる教育活動作りに取り組んでいた。 

本年度は、子どもたちの活発な学習活動やＩＣＴ機器を有効に活用した指導場面を視

ることができ、中学校区ごとに、授業改善（主体的な学び、言語活動等）、学習規律等

の大切さについて確認できたと聞いている。 

今後、全小中学校の実践報告をもとに、市内全幼稚園、小学校、中学校という１１年

間を見通した学力向上推進の継続を期待する。 

学力向上に向けては、学校における、目標を明確にした具体的、組織的取り組みが重

要である。特に、授業の在り方が問題であり、児童生徒の受身的な授業から、主体的･

対話的で深い学び、いわゆるアクティブ・ラーニングとしての授業改善が重要である。

教育委員会の施策においては、勿論、学校の主体性、創意工夫は大切だが、課題、テー

マ等を示すなどとともに、課題に対応する「学び続ける教員」として、意識の向上を図

る取り組みを一層充実させることが重要である。 

●教職員研修として、次期学習指導要領や他の教育課題を見据え、夏季休業中の課題別

研修や経験年数に応じた研修を行われた。多くの教職員が積極的に研修に参加し、課題

をテーマに教職員の資質向上が図られたと聞いている。また、ＩＣＴ活用をテーマとし

た教育フォーラムは、市全体で、効果的な活用方法について、一つの方向性が見いだせ

たと聞いている。このフォーラムをきっかけに、今後、さらにＩＣＴ機器の有効活用を

進めてもらいたい。 

●学習指導要領改訂への対応は喫緊の課題であり、計画的に備えていく必要がある。特

に道徳教育、外国語教育について、指導方法や指導要録記載を含めた評価の在り方につ

いては、学校現場との連携が重要である。校長会議や推進委員会等を通して、今後、国、

府からの情報を提供し、学校の状況を把握し、必要な指導を行っていると聞いている。

●ＩＣＴ機器の有効活用を学校現場で図るため、ＩＣＴ教育推進モデル事業指定校を中

心に成果があったと聞いている。今後は、どの学校でも有効活用されるよう、そして新

学習指導要領の基本的な方向性を見据えた指導方法の改善も含め、事業の充実を期待す

る。

ＩＣＴの環境整備は、いわばインフラで授業改善に欠かせないものとなっている。授

業効果の向上、児童生徒の主体的な授業への参加、それに個別支援学習における活用な
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どメリットは大きい。また、教員の得手、不得手で児童生徒に不公平が生じることのな

いよう留意する必要がある。

●ＡＬＴの小学校への常駐配置では、外国語教育が外国人理解、外国文化理解と合わせ

て取り組まれており、外国語教育の推進に効果があるものと思われる。外国人への心理

的バリアーを下げる中で外国人や外国語に対する親しみを養うよう取り組んでいる。小

学校常駐配置の成果を全校で活かすよう進めてほしい。 

外国語については授業以外に、外国語クラブや部活動を設置するなど、特に興味・関

心のある児童生徒に英語に親しむ場を設け、発表会等を通して学校全体の外国語に対す

る興味関心を高めることも考えられる。中学校のチャレンジテスト結果を見れば、あま

りＡＬＴの効果が表れていないようにも思われる。原因を分析するとともに、ＡＬＴと

教員との連携を密にして改善を図る必要がある。 

中学校ごとの英語教育の連携充実を図り、平成２７年度から「ＡＬＴ活用（重点配置）

による英語教育推進モデル事業」を開始し、ＡＬＴを２つの小学校に常駐配置し、子ど

もたちが日常的に、外国の方や英語に親しみ、コミュニケーションを主体的にとろうと

する態度を養っている。 

このＡＬＴの活用は、先進的である。しかし今後は、次期学習指導要領を見据え、小

学校外国語及び外国語活動の時数増加や学習内容に対応するためのＡＬＴの配置の検

討が必要である。 

次期学習指導要領の小学校外国語の全授業にＡＬＴを配置できることが望ましいと

考える。子どもたちに、英語でコミュニケーションを図ろうとする主体性を育むために、

ＡＬＴの配置や活用充実、ＡＬＴと教員間の連携をより一層進めてもらいたい。 

●世界遺産学習については６年生の教育課程内の学習として実施されており、郷土の歴

史への関心を高め、郷土理解を推進する意味で効果的な取り組みである。総合的な学習

の時間として取り組まれているのであれば、児童の興味関心に基づいた主体的な学習活

動となるよう望む。 

 中学校の英語リーフレットによる学習は来訪する外国人との様々な場面を想定し、英

語での対応にチャレンジすることができれば、英語に取り組む生徒の主体性、興味も増

すものと期待できる。 

●市内全小中学校に図書館蔵書管理システムが導入され、蔵書のデータベース化が図ら

れたということで、今後、ますます児童生徒の読書活動が推進されることと期待される。

学校図書館には、課題解決的な学習や主体的・対話的で深い学びを効果的に進める基盤

としての役割も期待されており、データベース化に合わせ、図書の充実など、今後も学

校図書館の整備を進めていかれるよう期待する。
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基本方針２ 心の教育の充実を図ります

●道徳の教科化への対応は、学校教育における大きな変革と思われる。特に、評価が求

められることから、道徳の時間だけでなく、児童生徒の道徳性の観察、把握が必要とな

る。評価の考え方、取り扱いを学校として共有する必要がある。教育委員会としても十

分研究し学校に指導するよう願いたい。

●児童生徒が学校の様々な場面で外部人材に触れることは、様々な価値に触れるととも

に価値観を確かなものにするうえで有意義である。学校としては、外部人材の皆様に教

育目標や教育方針を十分伝え、理解していただくことが大切である。

●さわやかあいさつ運動については、これまでの継続により定着していることは望まし

いが、あくまでも子どもたちがあいさつの大切さを身に付け、生活の中で自発的に行う

ことができるよう継続的に指導することが大切である。そのためにも、朝の校門でのあ

いさつ運動だけではなく、学校生活全体の中で、児童生徒、教員も含め、様々な訪問者

や機会において積極的にあいさつが行われるよう、凡事徹底、取り組まれることを期待

する。

基本方針３ 人権教育を推進します

●人権教育の推進については、児童生徒が授業をはじめとする教育活動を通し、自己実

現を図る中で、あるべき姿、真実を追求する姿勢を養い、人権問題にも主体的に取り組

もうとする態度を育成することが望まれる。その意味から児童会や生徒会活動の中で、

児童生徒の自主的、主体的な活動を期待したい。

●人権教育は全教育活動の中で取り組む必要があるが、様々な人権問題が生起する社会

の情勢を考えれば、児童生徒、学校の実態を踏まえ、社会人や国民として望まれる資質

などを考慮し、学校教育の中で意図的・計画的に指導することが必要である。

●不登校児童・生徒への対応については、生徒指導担当者連絡会、適応指導教室、スク

ールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーとの連携を図りながら、改善を図って

いるが、長期欠席者数・学校復帰者数の推移もあまり変化が見られない状況にある。し

かし、長期欠席や不登校・不登校傾向の児童・生徒の状況については、きめ細やかに把
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握し、家庭との連絡を図りながら粘り強く取り組んでいくことが、とても重要であると

考えている。子どもたちのために、今後も継続した支援と連携をお願いしたい。

不登校児童生徒数は、小学校においては平成２８年度は平成２７年度に比べ半数以下

になっており望ましい状況である。初期対応が効果的に行われたものと思われる。芽が

小さいうちに対応することが大事である。

●「スクールカウンセラーの活用」や「スクールソーシャルワーカーの活用」について

は、その実績の中で、相談件数や派遣回数や内容から、その活用の必要性が理解できる。

いじめ、不登校、虐待など、子どもたちを取り巻く問題の多様さや、学校だけでは対応

できない実情がよく理解できる。今後も、継続的な配置活用と、事務局、学校との細や

かな連携をお願いしたい。しかし、委ねてしまうのではなく、教員が理論やスキルを両

者から学び、自らの日々の指導に活かすとともに、携わるあらゆる立場のものが、問題

解決に向けて「チーム学校」の一員として取り組んでいくことが大切である。

●「帰国及び渡日した児童・生徒への対応」について、日本語指導の必要な児童生徒に

対して、日本語指導員の配置状況や現状は把握できた。今後、急な転入にも対応できる

よう、人材確保や予算確保に努めてもらいたい。必要な学校に日本語指導員の配置が適

切に行われていることは望ましく、このことは当事者のためだけではなく、多様性の理

解や集団作りの視点からも大切なことだと思われる。

基本方針４ 支援教育・障がい児者理解教育の充実を図ります

●支援教育の充実ために多様な視点からの教員研修や教育相談活動に取り組んでいる

状況や支援学校の知識やスキルも活用していることはまさに適切な対応と言える。教育

的ニーズに合わせ、適切な就園就学ができるよう、数多くの相談機会を設け、就園就学

の相談を行っていることがわかる。しかしニーズの高まりから、相談枠がすべて埋まり、

臨時的な相談対応が迫られたという課題もある。

そのため、今後も相談件数は増加すると見込めるので、就園就学相談の回数増加を検

討する必要があると考える。

就園就学指導においては、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、保護者の意向にできる

限り応えることが大切で、保護者の思いを受け止め丁寧に対応する必要がある。また、

条件整備のため学校園との連携、人的措置や施設設備の改善など必要な予算措置にも適

切に取り組まなければならない。



92

●障がい児介助員の配置は、各校の児童生徒の障がいの状況に応じた教育の推進に欠か

せないものと思われる。介助員を含め支援教育にかかわる教職員が個々の子どもに対す

る教育課題を共有し、それぞれの教職員が果たす役割を明確にし、連携して指導に当た

ることが大切である。

基本方針 5 生徒指導の充実を図ります

●生徒指導と言えば問題行動というイメージがあるが、生徒指導の基本は児童生徒の自

己指導能力をいかに高めるかというところにあると考える。勿論、問題行動への対応も

重要である。まさに、予防と治療の両面を関連付けてとらえることが大切である。一般

的に都市化された社会では家庭や地域の教育力が低下する傾向があり、学校、家庭、地

域、関係機関の連携に学校が中心的役割を果たす必要がある。

●授業を中心とする学校の教育活動全体を通じて、児童生徒の自己実現を図る中で自己

有用感を育み、判断力、行動力を養い、自らを高めようとする態度を育成することが重

要だと考える。特に、自己肯定感を高めるための集団づくり、集団活動など、具体的な

成功例などを学び、各学校で取り組んで行くことが大切である。

基本方針６ いじめ防止対策を推進します

●いじめ防止対策指導員による、学校への訪問指導による積極的な指導助言により、学

校がいじめに対して組織的な対応ができるよう指導助言できたと聞いている。今後、い

じめ防止の取り組み改善のため、このいじめ防止対策指導員の派遣や、連絡協議会や専

門委員会の開催等で学校支援を行い、学校で、いじめの未然防止、早期対応、早期解決

に向けた取組みがより効果的なものとなるようにしてもらいたい。また、いじめは、ど

んなことがあっても許されないという意識を教職員や児童生徒をはじめ市民全体がも

ち、関係機関との連携も強化し、いじめの根絶に向けて取り組まれるよう、今後も事業

の充実を図られたい。

●平成２７年度と平成２８年度を比較したいじめの件数の資料では、小学校での認知件

数が大幅に増えている。また、すべての件が解決した形になっている。啓発促進の意味

からもう少し詳しい分析、解決の状況、課題等を示すよう望む。



93

●いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、心の通った、子どもの心に伝わる指導、取り

組みが大切である。教職員自身がいじめはどんな理由があろうと許されないという強い

信念をもって日々言動することが望まれる。各校の基本方針に基づくアンケートや面談

が形だけのものにならないよう、事後のチェック体制が必要である。

●市を挙げていじめ防止に取り組むということから、また、教育委員会のいじめ防止に

対する姿勢を示す意味からも藤井寺市いじめ問題対策連絡協議会、藤井寺市立学校いじ

め問題専門委員会がその機能を十分果たすよう留意する必要がある。

基本方針 7  健やかな体の育成を図ります

●健康の保持増進はすべての源であり、学校教育、家庭教育において発達段階に応じ、

行動につながるよう、また、生活化するよう継続指導することが大切である。

●運動の生活化については、運動の楽しさを味わわせることが大切で、運動による生理

的爽快感や正々堂々と勝敗を競う楽しさ、集団ゲームの楽しさ等を教科体育や体育的行

事を通して感じさせるよう工夫してほしい。

●食育については理科や家庭科等の教科指導の中で科学的な見方も含め、実践を継続す

る行動につながるよう工夫した指導が求められる。また、日々の給食指導を食育指導に

活かすよう取り組むことが大切である。

●食物アレルギー対策については、対象児童生徒への個人差に応じた対応が必要で、保

護者と十分連携し対象児童生徒の心情にも配慮した丁寧な対応が望まれる。学校ではエ

ピペン講習も含め、事故対応にも備えた適切な対応が行われているが、周囲の児童生徒

への指導も含め、事故防止、アレルギーへの理解のために万全を期してほしい。

●薬物乱用防止教室の実施は極めて重要で、警察や保護司会など様々な専門家による指

導は大変効果的と思われ、継続して実施することを期待する。

●喫煙防止も重要な課題で、健康増進法の趣旨を踏まえ、発達段階に応じた工夫した指

導に取り組んでほしい。また、癌予防についても、計画的に指導するよう期待する。
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基本方針８ 地域との協働による青少年健全育成と放課後児童対策の充実を

図ります

●地域ぐるみの青少年健全育成で３３の関係団体と行政が一体となって取り組んでい

ることには敬意を表したい。取り組みについても定着しているものと思われる。しかし、

大規模になると取り組みが限られたものになると思われるが、子どもたちの現状や課題

について十分論議し、目標や取り組みについて共通理解、また、取り組み後の検証が大

切と思われる。

●放課後児童会については、今後も共働き家庭の増加が見込まれニーズは高まるものと

思われる。先ずは待機児童が発生しないよう対策について事前に研究しておくことが大

切である。併せて運営についても、１年生から６年生となると様々な面での違いがあり

生活グループ編成など工夫が必要と思われる。また、子どもの貧困が問題となっている

状況から放課後児童会での学習対策も検討する必要があり、学習支援者の配置、学校の

図書室や学習室の活用等も考えられる。 

●平成２５年度に定めた放課後児童会整備計画において、指導員の資質向上を目標に掲

げ、これまでに外部研修への派遣や内部研修の充実に努めてきたが、平成２８年度の内

部研修は、増えつつある発達障害児童の理解を主眼に、元小学校の教員と大学の研究者

の講義を受ける機会を設けた。発達障害児童の特性をそれぞれのアプローチからの研修

受講により、一定の理解が広まったものと思われる。

●藤井寺北小学校と道明寺小学校の放課後児童会室をこれまで使用してきたプレハブ

教室から、学校校舎内と旧幼稚園舎の教室にそれぞれ移転させた。これに伴い、藤井寺

北小学校では１室から２室へ、道明寺小学校では２室から３室へ教室数を増やした。こ

の結果、設備及び運営に関する基準を定めた条例に規定する概ね４０人以下の児童を支

援の単位とした活動がおこないやすくなり、児童の安全に配慮する指導員の目も行き届

きやすくなったものと認められる。

●放課後子ども教室については、放課後の子ども達の健全育成を考えると望ましいこと

ではあるが、学校が担うことは困難と考える。管理、指導、安全、活動内容等を考え、

保護者ＰＴＡ、地域、学校、行政の間で十分検討を重ねる必要がある。活動プログラム

については児童の興味関心、ニーズ等を考慮し決めることが望ましい。
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●学校支援地域本部事業については、いわば、地域の適材が学校教育活動に従事してい

ただいているということで、教育活動の充実、学校と地域双方の理解を進める上で有意

義な取り組みと思われる。学校によって差異はあるが、すべての学校において拡充され

るよう期待する。

●成人式では新成人による実行委員会形式で運営しているが、新成人の考えも活かさ

れ、当事者意識も向上すると思われ、よい取り組みである。会場に要点表示を取り入れ

たことは、コミュニケーションを助け、参加者の集中という面でも効果的だと思われる。

●青少年指導員会活動への支援として、小学生児童に自分たちの暮らすまちの歴史遺産

の魅力を知ってもらうために実施している「あい・うぉーく」事業を藤井寺小学校で実

施したが、これまでで最多の１８４名の参加があった。当該事業は、歴史遺産について

学ぶだけではなく、児童が楽しめるようなイベントとするため、青少年指導員会、藤井

寺ライオンズクラブ、藤井寺市観光ボランティアの会のスタッフで協議を重ねている

が、こうした努力が実を結んでいるように思われる。

基本方針９ 幼児教育の充実を図ります

●幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うもので非常に重要であり、教育基

本法においても国及び地方公共団体は、その振興に努めるよう規定されていることを踏

まえ、市の実情に応じた適切かつ効果的な幼児教育が推進されるよう願う。 

●各幼稚園が特色ある教育活動を通して、質の高い教育保育をめざすという方針は大い

に評価できる。ねらいや活動を明確にした指導計画を作成し、実践的で視点を明確にし

た研修を通し、幼児の主体的な遊びの発展、個に対応した保育の在り方等が充実するよ

う取り組むことを期待する。 

基本方針１０ 安心・安全な学校園づくりを推進します

●学校の安全管理については、学校は教育の場であると同時に、児童生徒等が一日の大

半を過ごす生活の場でもあり、児童生徒等の健康と安全に十分留意する必要がある。そ

のため、防犯カメラの整備や安全監視員の配備は有効であると考える。安全対策は「こ
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こまでやれば大丈夫」ということは無いが、今後も管理、指導の両面で万全を期さなけ

ればならない。また、様々な取り組みの中で「命の大切さ」「自分の命は先ずは自分で

守る」ということを指導してほしい。

●ジュニア防災リーダー育成事業は、命を守る活動を体験を通して学ぶということで教

育効果が大きい。受身的に学ぶだけでなく、生徒から提案したり、課題について討議す

るといった活動も検討してみてはどうか。例えば、そのための第一歩として、避難訓練

など様々な機会を通して、防災リーダーとして培った防災についての知識や技能を生徒

全体に広める取り組みなどを期待したい。

●市立小中学校の耐震化が順調に進み、平成２９年度末にはようやく、藤井寺市でも耐

震化率１００％になるという。災害時の避難施設ということもあり子どもや市民にとっ

てすばらしいことである。併せて防災意識の向上と防災教育、防災対策が進展すること

を期待したい。耐震化を終えても、老朽化した施設はこれから改修するということで、

計画的な取り組みが望まれる。

基本方針１１ 教育環境の整備を進めます

●校舎の耐震化については目途が付いたが、内装や設備面では建築以来改修されていな

い校舎が多い。今後はそういった部分の改修や今の教育内容に対応した設備への更新を

順次行う必要がある。

●教室へのエアコン設置は熱中症対策また、猛暑時の授業での集中力の欠如といった面

からも必要な状況になっている。また、授業時数の増加への対応として、夏季休業期間

を短縮しなければならない状況も予想されることから少しでも早く設置されることを

期待する。

●障害のある児童生徒の就学への対応として、いわゆる基礎的環境整備とされる部分へ

の対応、個々の障がいに応じた施設設備の整備に取り組む必要がある。

●ＩＣＴ環境の整備充実は授業改善、学力向上に欠かせないものであり、計画的に整備

していくよう期待する。また、有効活用に向けての実践的研修も充実させる必要がある。

特に、教員によってＩＣＴ機器の活用に大きな違いが生じることがないよう留意された

い。
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基本方針１２ 教育機会均等の確保に努めます

●就学援助制度については、教育機会の均等の確保という目的のため、児童生徒の円滑

な就学を支援する制度として継続されるよう期待する。子どもの貧困が指摘されている

中、就学援助制度は極めて重要な施策である。本制度が必要な家庭に適用されるよう周

知について適切に取り組まれていると解される。今後、特に経済的に厳しい家庭を考慮

し、支給時期等制度の改善についての研究も期待する。

基本方針１３ 市民の生涯にわたる学習を支援します

●市民の生涯学習推進の拠点として生涯学習センターがその役割を果たしているよう

に思われる。文化教室については市民のニーズを考慮し、１６教室という多様な内容を

１年間というスパンで開設している。修了時には一定の知識・技能が身につき達成感も

得られるものと思われる。教育、文化を標榜する市として今後も維持発展することを願

う。市民が様々な文化に触れ、自ら教養を高めるきっかけづくりを提供するという考え

方を基本に、少しでも多くの市民が参加し、学ぶ喜びを味わい仲間の輪を広げるという

場になることを期待する。

●『生きがい学級』や子育ての保護者を対象にした『はぐくみ学級』、また、子どもを

対象にした『きらめき学級』など対象者に応じた学習の場や市民のニーズを意識した短

期講座などバランスよく取り組まれており、市民各層の豊かな生き方につながるものと

思われる。

●生涯学習センターを拠点に学習活動を行う自主学習グループについては、年度によっ

て団体数の増減があるが、諸室の利用希望が重複するケースが発生するなど各グループ

活動の活性化が見られる。今後とも学習活動が活発に展開できるように支援していく必

要があると思われる。また、公民館等の主催事業開催の折に、自主学習サークルに発展

している事例紹介を行っているが、こうした主催事業を通じて知り合えた学習者同士が

継続して活動できるような支援を続けていただきたい。
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●今後は、子どもの貧困問題など社会のニーズを考慮した新規施策についても積極的に

研究、検討されたい。

●生涯学習センター施設設備の老朽化が進行していることについては、市民の生涯学習

を支える拠点であり、また、市民のふれあいの拠点にもなっていることから、市民が安

心して利用できるよう維持管理に十分配慮する必要がある。

●各学校等で実施されたPTA人権啓発講座には小中学校合わせて９４０名もの参加が

見られたことについては、課題共有に向けての努力の成果と思われる。できれば、中学

校での参加人数が増えるよう工夫されることを期待する。本事業は、人権を尊重し、差

別を許さない実践力を身につけた人間の育成を目的に実施しているということだが、各

学校の人権課題に学校と家庭が連携して取り組む視点を大切に、効果的な取り組みを期

待したい。

基本方針１４  生涯を通じて読書に親しめる市立図書館をめざします

●少しでも多くの市民が様々な形で図書館に親しむことができるよう幅広い取り組み

が行われている。１回あたりの貸出冊数を増やすことにより、全体の貸出冊数が大きく

伸びていることは読書ニーズに応えた対応ということで成功といえるが、新規の利用者

を増やすことには直接つながっていない。新規利用者を増やす努力を引き続いて行うよ

う願いたい。

●市役所で予約図書の受け取りや図書の返却、予約ができる「出張図書館サービス」を

開始されたことは、市民の利便性の向上が図られており評価に値する。しかしながら利

用は少なめとのことなので、開設日の周知、予約時に市役所という受取場所が選択可能

となったことなど、今後一層のPRに努めていただき、より多くの市民の利用を期待す

る。

●市立小・中学校図書館の学校司書間、さらに市立図書館との情報交換の手段として新

たにWebを利用した掲示板を設置された。各校の学校司書や図書館司書が頻繁に集ま

り、意見交換の場を設けることは時間的な制約もあり困難であろうが、Web利用による

掲示板であれば迅速な連携や対応が可能である。子どもたちに身近な学校図書館と市立

図書館がより緊密な連携を図ることで、子どもの読書活動の推進に努めていただきた

い。また、現在取り組まれている「読書貯金通帳」の成果が著しい児童生徒を、該当学
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校で表彰する機会を設けるなど、一層の市立小･中学校と市立図書館との距離を縮める

取り組みに期待したい。加えて、子どもが最も本に接しやすいのは学級文庫だと思われ

る。学級文庫の本が子どもたちのニーズに合う形で質量ともに充実すれば、子どもの読

書推進だけでなく、学力の向上にも効果が見られるものと思われる。

●図書館資料の貸出状況については、平成２８年度は個人貸出冊数が３０万冊を超え、

昨年度より増加している。近年、メディアの発達・普及などを背景として、読書離れや

活字離れが指摘されている中で、読書を楽しみ、図書館を利用する市民が多いというこ

とは喜ばしいことである。今後も市民ニーズに対応した資料提供ができるよう、図書館

資料の充実に努めていただきたい。ホームページでも様々な案内が見られるが、ジャン

ル別におすすめ本や新着本を紹介するなど、市民目線で考えた啓発への取り組みをさら

に工夫してほしい。

●自治体の枠をこえて図書館利用ができる広域相互利用については、平成２４年から実

施されているが、平成２８年７月からは新たに太子町との間で開始され、これで９市１

町となった。市民の生涯学習を支援するとともに利便性の向上、図書館利用の増加も期

待できる。今後も他市町村との相互利用を拡大する方向で検討していただきたい。

●視覚障がい者への対応についてはデイジー図書の扱いなど適切に対応されている。ニ

ーズを把握し更なる取り組みを期待する。

●図書館で実施している各種行事への参加人数が増加しているのは、子どもたちが楽し

めるように、工夫を凝らし内容の充実に努めておられる成果であると推察する。今後も

より一層行事が市民に定着するようPRに努めていただきたい。また、展示コーナーの

増設についても、市民の興味をひくテーマや時宜に合わせた本を別置することで、利用

者の目にとまりやすく、手に取る機会も増えていると考えられる。今後もテーマ展示を

充実させ、市民の読書意欲の向上に努めていただきたい。

基本方針１５ スポーツの振興とスポーツを通じたコミュニティの活性化に

努めます

●スポーツの振興は豊かに生きることにつながり、そのことを確かなものとするため、

市の実情を踏まえスポーツ推進基本計画を策定することは非常に有意義であることは
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言うまでもない。その結果、少しでもスポーツに親しむ市民が増えるよう具体化した取

り組みが行われることを望む。

●スポーツ振興の基盤として施設設備の整備・充実、また、様々な主催事業、また、ス

ポーツ推進委員会や体育協会との連携などハード、ソフト、運営面でよく考慮されてい

ると感じる。 

●障がいのある市民のスポーツ推進については関係者の声も聴き、健常者とともに参加

するスポーツ、障がい者自身が参加しやすい状況を作ること等まずはできるところから

着実に進めてほしい。 

●近隣市が既に導入しているインターネット予約システムについて、平成２９年度に同

システムの構築をめざすべく、同システムの構築に要する予算を確保された。特に、同

システムは、市専用の新たなシステムの構築費用やサーバーの購入費用といった初期投

資費用が不要と聞いている。ラニングコストもほぼ定額かつ安価な同システム更新費用

のみである。システムの安定的な供給及びイニシャルコストやラニングコストといった

経費面での節減も確実に図っていただきたい。特に、「Fuji りんぴっく」での「走り方

教室」に見られるような取り組みは、子どものスポーツ嫌いの解消や自己肯定感の向上

などにも大きな効果が期待され、大いに評価できるものである。このような取り組みが、

ひいては本市に見られるスポーツをする人としない人の二極化の解消にもつながって

いくのではないか。 

●学校法人日本体育大学との体育・スポーツ振興に関する基本協定の締結に向けて、幾

度も協議を重ねられ、平成２９年２月９日に締結されたことは、大きな一歩であると評

価することができる。 

 今後は本基本協定に基づき推進協議会を立ち上げ、まずは既存の事業の更なる充実を

図られるようにその事業展開について協議されるとの事であるが、各種のスポーツ振興

事業に対し、学校法人日本体育大学が保有するスポーツに関する幅広い知識や、オリン

ピック、パラリンピックの出場経験学生選手などの人材を活用され、健康寿命の増進や

市民スポーツ人口の拡充にもつなげられるよう努めていただきたい。 

●市のグラウンドをボール遊びができる場所として提供することを目的として、平成２

８年度末から始められた本事業は、子どもたちが放課後にスポーツやボール遊びができ

る場所が限られる中での対策の一環事業として評価できるが、利用状況を拝見すると、

月によって利用者数にばらつきが見られる。 

また、グラウンドを利用させるに当たって、事故等の発生も懸念されたと推察するが、



101

適切な利用方法を遵守していただいた結果だと思うが、事故等の発生はないと聞いてい

る。 

 今後は、その運用方法や周知方法などについて更に検討を重ねられ、利用者数の増加

を図っていただきたい。 

●藤井寺市立小・中学校体育施設開放事業については、市民が日常生活の中でスポーツ

活動をより身近に行える場所の提供として、大いに評価できる。しかし、運動場 41,536

名、体育館 58,419 名という多くの利用者があるにもかかわらず、屋外におけるＡＥＤ

の設置については、課題があげられている。多くの利用者があり、利用者の生命にも関

わることなので、早急な対応をお願いしたい。 

●昨年度で第４回目を迎えられた市民マラソン大会については、復帰開催当初より年々

参加申込者が増加傾向にあることは非常に喜ばしいことと思う。 

 また、大会終了の度に運営面での反省点や改善箇所を検証され、この大会の更なる充

実を図られように努力されていることは評価できる。 

特に大会を成功裏に終了させるために不可欠な参加者への安全配慮に関し、その指針

となる危機管理マニュアルを作成され、関係者間での情報共有や指揮命令系統の確立を

図られていることは、安全確保への危機意識が強く感じられる。 

今後も大会を成功裏に終了されるように更なる改善に努めていただきたい。 

更に次年度大会より記録の対象となる部門の全ての参加者の記録を自動計測するこ

とが出来るようにＩＣタグによる自動記録計測システムを導入されるとの事であるが、

大会運営の更なる円滑化や大会への参加意欲を向上させることにより参加者の更なる

増加やリピーターの確保も大いに期待したい。 

基本方針１６ 歴史文化の薫るまちづくりの推進に努めます

●藤井寺市域の約 65％は周知の埋蔵文化財包蔵地となっているが、実施した発掘調査

の成果は公表していく必要がある。作業に熟練した発掘調査員が従事している中でも、

遺物量の多さなどから整理作業が不十分で、調査成果が未公表であるものや、概要しか

公表できていないものがあるとのことだが、人員体制も含め発掘調査業務の充実を図り、

藤井寺市の貴重な歴史資産を次世代に伝えるために、調査成果の公表を推進することに

期待する。

●発掘調査を重ねるごとに、遺物が年々増え続け、その保管場所に苦労されているとい
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うことだが、発掘された文化財を適切に保管収納することは、文化財を保護するうえで、

大変重要な課題である。遺物収納スペースの確保について、今後の方向性を早急に検討

されたい。

●史跡を地元住民の方と一緒に維持管理することは、市民の方の文化財に対する愛着が

増し、また地元を誇りに思うことにも繋がると考えられる。このことから、国府遺跡の

史跡指定地の一部について、平成 29年度に実施する地元地区との協働での維持管理は
評価される事業である。

●世界文化遺産登録を目指す古市古墳群は、今後も確実にその歴史的価値を未来に継承

していくため、古墳の保存や整備がますます重要になっていくと考えられる。

平成 28年度と平成 29年度の 2 か年をかけて策定予定の「史跡古市古墳群整備基本
計画」で具体的な整備の方向性が示されることとなるが、是非、羽曳野市と協力しなが

ら、史跡古市古墳群を貴重な歴史資産として保存し、活用にも繋げていくことに期待す

る。

浄元寺山古墳の所有権移転登記手続請求にかかる一連の業務については、法定相続人

の確認や関係書類の確認など、多くの作業量があったと思うが、法定相続人の方々のご

協力もあり、公有化に向けて前進した。今後、公有化した後、国史跡の追加指定を目指

し、保存を図ることに期待する。

●古市古墳群の世界遺産登録に向けて古墳文化が注目されているが、古墳群が形成され

てから現代までどのような形で受け継がれてきたのかという点も興味深い。古墳時代以

降の本市の歴史文化についても、子ども達や市民に啓発することも郷土理解を進めるう

えで重要だと思われる。

●貴重な遺物は、適切な状態で保存管理する必要がある。唐櫃山古墳出土石棺の修復と

保存処理を実施したことは、発掘された文化財を恒久的に保存管理するという観点から

有意義なことであった。今後、これらの発掘された文化財を市民の方に積極的に公開し

ていくことを期待する。特に唐櫃山古墳出土石棺は、百舌鳥・古市古墳群の中でも実物

を見学できる数少ない石棺の一つであるということからも、定期的な公開を通して、市

民の方に藤井寺の歴史を身近に伝える良い機会を作っていただくことに期待する。

●古墳文化が栄えた地域として古市古墳群がその象徴となり市を特徴づけている。仮に、

古市古墳群の世界文化遺産への登録が実現すれば、文化財行政の果たすべき役割は一層

大きくなるものと予想される。市民の文化財への愛着と大切にしようとする意識の醸成

に向けて様々な形での啓発に工夫してほしい。


